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第１章　計画改定の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

１　計画改定の趣旨 

本市では、今後起こりうる大規模な地震や近年頻発する台風や集中豪雨などによる大規

模自然災害等に備え、事前防災及び減災と迅速な復旧・復興が可能な強靭な地域づくりを

計画的に進めるため、令和３年２月に「香取市国土強靭化地域計画」（以下「本計画」と

いう。）を策定しました。 

　国の国土強靭化基本計画（以下「基本計画」という。）が令和５年７月に改定されたこ

とから、国の動向等を踏まえた改定を行います。 

 

２　目指すべき姿 

本計画によって、大規模自然災害等から市民の生命・身体・財産を守り、社会の重要な

機能を維持し、迅速な復旧復興を可能にする「強くしなやかな香取市」を構築します。 

 

３　計画の位置づけ 

本計画は国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）に基づくものであり、本市にお

ける国土強靭化に関して、本計画以外の市の計画等の指針となるものです。 

また、基本計画及び県地域計画と調和を確保するものとなります。 

 
●香取市国土強靭化地域計画と他の計画との関係（イメージ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

国の基本計画 
県地域計画

香取市総合計画
香取市国土強靭化 

地域計画 整合・調和

分野別計画

●香取市公共施設等総合管理計画 

●香取市地域防災計画 
　　　・ 
　　　・ 
　　　・

国土強靱化の 
観点からの指針

分野別計画の 
指針

調
和
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４　地域防災計画との関係 
 

 

 

 

 

 
国土強靭化地域計画 地域防災計画

 
検討アプローチ

あらゆる災害及びリスクを想定

し、地域を強靭化

災害の種類ごとの発生時の対応力

を強化

 
目的

大規模自然災害等に備えた市の

全域にわたる強靭な地域づくり

を推進

市民の生命、身体及び財産を災害

から守る

 
対象局面 発災前（平時） 発災前・発災時・復旧期

 
施策の設定

最悪の事態を回避し、強くしな

やかに復興するための施策

予防・応急・復旧などの個別具体

的な施策

 計画内における

重点化の設定
有り 無し

 
根拠法令 国土強靭化基本法 災害対策基本法
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５　計画の構成 

本計画は、第１章から第３章において、基本目標や想定するリスクなどの基本的な考え

方を示し、第４章で、具体的な脆弱性の評価やリスクシナリオごとの推進方針を記載し、

第５章では、第４章の内容を施策分野ごとにまとめています。そして、第６章で、重点施

策や進捗管理の考え方について明記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

　 

 

　 

 

第１章　計画策定の趣旨 

１　計画の趣旨 

２　目指すべき姿 

３　計画の位置付け 

４　地域防災計画との関係 

５　計画の構成

第２章　計画の基本的な考え方 

１　基本目標 

　　⇒　４つの基本目標を設定 

２　事前に備えるべき目標 

　　⇒　基本目標を基に、７つの目標を設定 

３　国土強靭化を推進する上での基本的な方針等 

（１）国土強靭化の取組姿勢 

（２）適切な施策の組み合わせ 

（３）効率的な施策の推進 

（４）地域の特性に応じた施策の推進

第 3 章　香取市の地域特性と想定するリスク 

１　香取市の地域特性 

（１）自然特性 

（２）人口動態 

２　想定するリスク 

（１）地震・液状化 

（２）風水害等
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第４章　脆弱性評価と推進方針 

１　リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定 

　　⇒　30のリスクシナリオを設定 

２　脆弱性評価 

３　施策分野の設定 

　　⇒　17の施策分野を設定 

４　推進方針の設定 

（１）あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

（２）救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境

を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

（３）必要不可欠な行政機能を確保する 

（４）経済活動を機能不全に陥らせない 

（５）情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等

の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

（６）地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

（７）文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早

期復旧・復興を図る

第６章　計画の推進と進捗管理 

　１　計画を進める際の留意点　 

　２　リスクシナリオの重点化　 

　３　推進方針に基づく対策等の実行 

　４　進捗状況の把握

第５章　施策分野ごとの推進方針 

❶行政機能・警察・消防等　❷住宅・公園・都市機能・地籍調査 

❸上水道・下水道等　　　　❹保健医療・福祉　　　❺エネルギー 

❻情報通信　　　　　　　　❼商工業・地域経済　　❽交通安全・公共交通 

❾農林水産　　　　　　　　❿道路・河川・治山等　⓫環境衛生 

⓬教育・文化　　　　　　　⓭市民参加　　　　　　⓮リスクコミュニケーション 

⓯老朽化対策　　　　　　　⓰少子高齢化対策　　　⓱デジタル活用
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第２章　計画の基本的な考え方　　　　　　　　　　　　　　　　 

本市における国土強靭化を推進する上での目標を次のように定めます。 

 

１　基本目標 

基本法第 14 条において、地域計画は「国土強靱化基本計画との調和が保たれたもので

なければならない」と規定されていることから、本市の地域計画の策定に当たっては、国

の基本計画及び県地域計画を踏まえ、以下の４つを基本目標として国土強靱化を推進しま

す。 

 

 

２　事前に備えるべき目標 

４つの基本目標を基に、より具体化し、達成すべき目標として次の 7つの「事前に備え

るべき目標」を設定します。 

 

 

  いかなる大規模自然災害が発生しようとも、 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

Ⅳ 迅速な復旧復興

 １ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避
難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネッ
トワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

６ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備す
る 

７　文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経
済活動の早期復旧・復興を図る



 
第２章　計画の基本的な考え方

8 

〇 基本目標と事前に備えるべき目標の対応表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本目標

 

Ⅰ
人命の保護が最大限図られる
こと

 

Ⅱ
市及び社会の重要な機能が
致命的な障害を受けず維持
されること

 

Ⅲ
市民の財産及び公共施設に
係る被害の最小化

 

Ⅳ 迅速な復旧復興

 
事前に備えるべき目標

 

１
あらゆる自然災害に対し、直
接死を最大限防ぐ

 

２

救助・救急、医療活動が迅速
に行われるとともに、被災者
等の健康・避難生活環境を確
実に確保することにより、関
連死を最大限防ぐ

 

３
必要不可欠な行政機能を確
保する

 

４
経済活動を機能不全に陥ら
せない

 

５

情報通信サービス、電力等ラ
イフライン、燃料供給関連施
設、交通ネットワーク等の被
害を最小限に留めるととも
に、早期に復旧させる

 

６

地域社会・経済が迅速かつ
従前より強靭な姿で復興で
きる条件を整備する

 

７

文化遺産を等の地域資源を
守るとともに、農業・商工
業・観光等の地域経済活動
の早期復旧・復興を図る
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３　国土強靭化を推進する上での基本的な方針等 
（１）国土強靭化の取組姿勢 

・本市の強靭性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証しながら取り組みます。 

・短期的な視点によらず、長期的な視点を持って計画的に取り組みます。 

　 

（２）適切な施策の組み合わせ 

・大規模自然災害への対策として、施設の整備や耐震化等のハード対策と防災訓練や防

災教育等のソフト対策を適切に組み合わせることで効果的に国土強靭化を進めます。 

・国、県、市民、民間事業者等と連携及び役割分担し、自助、共助、公助を適切に組み

合わせた取組を推進します。 

・非常時に防災・減災等の効果を発揮することはもちろん、平時においても利活用等が

図られ、地域の経済活動や住民の利便性向上に資する取組を推進します。 

 

（３）効率的な施策の推進 

・人口減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、

財政資金を効率的に活用し、施策の持続的な実施及び重点化を図ります。 

・既存の社会資本の有効活用等により、費用を縮減しつつ効率的に施策を推進します。 

・施設等の効率的かつ効果的な維持管理を行います。 

 

（４）地域の特性に応じた施策の推進 

・人のつながりやコミュニティ機能を向上するとともに、地域において国土強靱化を推

進する担い手が適切に活動できるよう環境整備に努めます。 

・女性、高齢者、子供、障害者、外国人等に十分配慮して施策を推進します。 

・地域の特性に応じて、景観との調和及び環境の維持に配慮し、自然との共生を図りま

す。 
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第３章　香取市の地域特性と想定するリスク                      

 

１　香取市の地域特性 

（１）自然特性 

ア　地勢 

本市は、千葉県北東部に位置しており、東京都心から直線で約 70km、千葉市から約

50km、成田国際空港から約 15km の距離にあります。市域は東西約 21.2km、南北約 22.7km

におよび、面積は 262.35 ㎢と県内第４位の規模を有し、東部は東庄町、西部は神崎町、

成田市、南部は旭市、匝瑳市、多古町、そして北部は茨城県に接しています。また、国

道 51 号、東関東自動車道が市内を縦断し、JR 成田線が市内を横断しており、成田線、

鹿島線を合わせ 6駅が市内に所在しています。 

北部地域には水郷の風情が漂う利根川が東西に流れ、流域には水田地帯が広がり米の

生産地となっています。南部地域は北総台地の一角を占め、山林や畑が広がり、サツマ

イモなどの生産地となっています。 

また、水郷地域の象徴として、利根川、常陸利根川、横利根川、黒部川、小野川など

15 の一級河川が市内を流れ、主要な湖沼には与田浦、さらに、自然公園として水郷筑波

国定公園、県立大利根自然公園を有するなど、水郷の情緒を感じることのできる、豊か

な自然環境に恵まれています。 
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イ　気象 

本市は、内陸部にあり、おおむね平坦な地形であることから、年間を通じて雨量は少

なめで、６月の梅雨期及び９月、10 月の秋雨期にややまとまった降雨がみられます。 

月平均気温は、年間３℃～27℃の範囲で推移しており、最低気温と最高気温の差も

10℃弱であり、比較的温暖な気候です。また、風速は平均で 2.0m/s、３～５月が比較

的強く、11～１月の冬季が比較的弱くなっています。 

令和２年から令和６年にかけての年平均気温は、令和４年の 14.8℃が最も低く、令

和５・６年の 16.1℃が最も高くなっています。また、観測期間中の最高気温は令和４

年８月の 37.6℃、最低気温は令和３年１月の－7.3℃となっています。 

令和２年から令和６年にかけての年間の降水量は、令和４年が 1368.0 ㎜と少なく、

令和３年の 1979.5 ㎜が最も多くなっています。また、令和６年の風向きは１月～３月、

10 月～12 月は北西、４月～９月は南東にかけての風向きが多く、各月の平均風速は 2.0

ｍ/s となっています。 

 

ウ　地形地質 

本市の地形は、利根川以北の低湿地、利根川以南の平坦地、南部の台地に概ね分ける

ことができます。利根川沿い及び利根川以北は、利根川の沖積作用によってできた低湿

地帯で、多くの水路が存在する平坦地です。低地の地形は、自然堤防、砂州・砂堆、氾

濫平野、谷底平野、後背湿地、埋立地等に区分されます。 

地質は、利根川沿い及び利根川以南の平坦地は砂、粘土からなる沖積層で、大部分が

水田として活用されています。利根川沿いに分布する砂堆、自然堤防では砂質系の堆積

物、小野川等に分布する後背湿地では粘性土質の堆積物となり、氾濫平野では砂・シル

トが卓越します。また埋立地では砂質ですが、人為的堆積物であるため軟弱地盤となっ

ています。 

南部は、下総台地の一部で標高 30m から 50m の高さがあり、台地面は各斜面から細

い谷によって深く刻み込まれています。この台地の地質は更新世に堆積した洪積層か

らなり、粘土層の上に成田層の砂層が重なり、さらにその上は火山灰が堆積風化した地

層が覆っています。利根川以南は洪積台地がみられるが、地勢は概ね平坦です。 

 



 
第３章　香取市の地域特性と想定するリスク

12 

（２）人口動態 

ア　人口の推移 

本市の人口（※１）は、1985（昭和 60）年の 93,573 人をピークに 1995（平成７）年

以降減少の一途をたどっており、1995（平成７）年から 2020（令和 2）年の間に 21,188

人（22.7%）減少しています。また、今後も一貫して減少を続けることが見込まれてい

ます。 

 

【人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査結果より作成 

（※１）2006（平成 18）年以前は、合併前の佐原市、小見川町、山田町、栗源町の 

人口の合計 
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年齢区分別の人口は、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口(15～64 歳)が減少傾

向にある一方で、老年人口(65 歳以上)は増加傾向にあります。 

年少人口は 1980（昭和 55）年以降減少し続けており、2020（令和 2）年には構成比

9.2%となっています。一方、老年人口は 1980（昭和 55）年以降増加し続けており、2020

（令和 2）年には構成比 35%を超えています。 

1990（平成２）年と 1995（平成７）年の間に、年少人口と老年人口とが逆転し、急速

に少子高齢化が進んでいます。 

 

【年齢区分別人口、年齢区分構成の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査結果より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査結果より作成  
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イ　将来人口の見通し 

令和 2年国勢調査における本市の人口は 72,356 人となっています。令和 5年に改訂

した「香取市人口ビジョン」の推計では、本市の将来人口は、2025 年に 68,163 人（令

和 2年国勢調査人口比、－5.8%）、2030 年には 63,616 人（同、－12.1％）、2035 年には

54,596 人（同、-24.5％）、と見込まれています。 

 

【人口推計結果】  
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２　想定するリスク 

本市において被災する恐れのある自然災害として、地震・液状化、風水害、土砂災害、

火山噴火、雪害、落雷等があり、様々なリスクが存在します。その中でも、甚大な被害を

もたらす可能性の高い地震・液状化、風水害等に重点を置き、想定するリスクとして設定

します。 

 

（１）地震・液状化 

本市のある千葉県は，北米プレート・太平洋プレート・フィリピン海プレートが重なり

合う地域であり、プレート境界型をはじめとする地震が多く発生する場所となっています。

特に海域で発生する海溝型地震は、これまでにも大きな被害をもたらしています。 

国の公表によると、南関東地域で今後 30 年以内にマグニチュード７程度の地震が発生

する確率は 70％程度とされており、地震発生の蓋然性が高い状況にあります。 

平成 23 年 3 月の東日本大震災では、本市においても広範囲で液状化が発生し、人的被

害はほとんどなかったものの、住宅、橋梁・道路、河川施設、上下水道や電気、ガスなど

のライフライン、教育施設、農地・農業施設などに甚大な被害がありました。 
 

【東日本大震災の被害状況】 

 

 

 住宅被害 全壊 
大規模半壊 
半壊 
一部損壊

２２４棟 
１，１１２棟 
１，４１２棟 
３，４７３棟

 市道路被害   ６３６箇所
 河川 ２１箇所
 上水道 断水世帯数 

災害復旧
１９，８００世帯 

管路延長１９．１ｋｍ 
総額約５億８千万円

 下水道 影響世帯 
 ・公共下水道 
   災害復旧 
 
 ・農業集落排水 
   災害復旧

 
１，５２５世帯 

管路延長１３．５６ｋｍ 
総額約１４億１千万円 

２５５世帯 
管路延長２．５０ｋｍ 

総額約２億１千万円
 農業等被害 作付け不能面積 

 
損害額（収穫減） 
災害復旧事業

約２，５００ｈａ 
（市内水田の約３割） 

約３．８億円 
約２２．８億円

 歴史的町並み 重要伝統的建造物群保存地区内の 
伝統的建造物の約 2/3 が被災
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（２）風水害等 

本市は、北部には利根川が東西に流れ、その流域には水田地帯が広がり、南部の北総台

地には、山林と畑作地帯が広がっています。 

北部の利根川沿岸地域は河川氾濫や浸水被害を受けやすく、南部では土砂災害や倒木の

被害を受けやすい地形的条件にあります。 

令和元年の台風 15 号では、倒木などを要因とする長期停電が発生し、最大で 33,300

軒、最長で 15 日間も影響を受けました。また、その後の台風 19 号では、関東甲信越地域

の広範囲において、記録的な雨量を観測し、利根川の水位が氾濫危険水位を上回りました。

これにより本市で初めて利根川浸水想定区域内の約 4 万 8 千人に対する避難勧告が発令

されました。このほか、令和元年度の一連の風水害により住宅や農業施設等が甚大な被害

を受けました。 

 

【令和元年台風 15 号、台風 19 号、10 月 25 日大雨による被害状況】 

 

 

 人的被害 負傷者 ３人
 住宅被害 全壊 

大規模半壊 
半壊 
一部損壊

２棟 
１棟 

３２棟 
３，８９６棟

 がけ崩れ    １箇所
 市道路被害 倒木 

路肩等崩れ
１８９箇所 

６３箇所
 ライフライン 水道 

停電
１，７０８件 

最大約３３，３００軒
 農業等被害 農作物被害 

ビニールハウス等被害 
農業被害支援対策要望額

約４憶６千万円 
約７億３千万円 

約３１億５千万円
 中小企業被害 ８８件 １億５，９２４万円
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第４章　脆弱性評価と推進方針                                  

本計画は、第２章で設定した４つの基本目標と基本目標を具体化した７つの事前に備える

べき目標を達成するため、第３章で設定した想定するリスクに対応する適切な対策を計画す

るため、以下の手順により進めます。 

①　基本目標・事前に備えるべき目標の設定 

⇒　４つの基本目標と７つの事前に備えるべき目標を設定（第２章） 

②　想定するリスクの設定　 

⇒　(１)地震・液状化、(２)風水害等を想定（第３章） 

③　リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定 

⇒　30 の起きてはならない最悪の事態を設定 

④　脆弱性評価の実施 

⇒　リスクシナリオごとに脆弱性評価を実施 

⑤　施策分野の設定 

⇒　17 の施策分野を設定 

⑥　推進方針の設定 

⇒　リスクシナリオを回避するための方針・対策を推進方針として設定 

 

１　リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定 

想定したリスクから引き起こされるリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）を

設定します。 

リスクシナリオの設定に当たっては、国及び県の設定したリスクシナリオを参考としつ

つ、事前に備えるべき目標の達成に向けて必要となる 30 のリスクシナリオを設定します。

（リスクシナリオ一覧は 19、20 ページに掲載） 

 

２　脆弱性評価 
基本計画において、国土強靱化は、大規模自然災害等による被害を回避するための対策

等のどこに問題があるかを知る「脆弱性評価」を行うとともに、これを踏まえて、これか

ら何をすべきか、その「推進方針」を考え、「重点化・優先順位付け」を行った上で取り

組むこととされています。 

本計画での脆弱性評価については、リスクシナリオごとに現状の脆弱性を分析・評価し、

基本目標等を達成するための推進方針の検討に活用します。 
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３　施策分野の設定 
脆弱性評価に基づき、リスクシナリオを回避するため、以下のとおり施策分野を設定し

ます。 

 

４　推進方針の設定 
これまでの内容を踏まえてリスクシナリオごとに脆弱性評価を実施し、その評価結果に

基づく各リスクへの推進方針について、22 ページより示します。 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ❶行政機能・警察・消防等 

❷住宅・公園・都市機能・地籍調査 

❸上水道・下水道等 

❹保健医療・福祉 

❺エネルギー 

❻情報通信 

❼商工業・地域経済 

❽交通安全・公共交通 

❾農林水産

❿道路・河川・治山等  

⓫環境衛生 

⓬教育・文化 

⓭市民参加 

⓮リスクコミュニケーション 

⓯老朽化対策 

⓰少子高齢化対策 

⓱デジタル活用

 リスクシナリオごとの脆弱性評価結果と推進方針は 22 ページより掲載しています。 

また、施策分野ごとの推進方針は第５章（119 ページ）に掲載しています。



 
第４章　脆弱性評価と推進方針

19 

【リスクシナリオ一覧】　　　       ※ 　は重点化して取り組むリスクシナリオ 

 

 事前に備えるべき

目標
リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

 

1

あらゆる自然災

害に対し、直接

死を最大限防ぐ

1-1
大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発

生
 

1-2
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発

生
 

1-3

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水

による死傷者の発生（防災施設等の損壊・機能不全等によ

り洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化するもの

を含む）
 

1-4 大規模な土砂災害等による死傷者の発生

 

2

救助・救急、

医療活動が迅速

に行われるとと

もに、被災者等

の健康、避難生

活環境を確実に

確保することに

より、関連死を

最大限防ぐ

2-1
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の

絶対的不足
 

2-2
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺
 

2-3
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の

被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生
 

2-4
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物

資・エネルギー供給の停止
 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

 
2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生

 
2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生

 

3

必要不可欠な

行 政 機 能 を

確保する

3-1
被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及

び信号機の全面停止等による重大交通事故の発生
 

3-2 行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下

 

4

経済活動を機能

不全に陥らせな

い

4-1
有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済

等への甚大な影響
 

4-2 食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響

 
4-3

農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機

能の低下
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 事前に備えるべき

目標
リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

 

5

情報通信サービ

ス、電力等ライフ

ライン、燃料供給

関連施設、交通ネ

ットワーク等の

被害を最小限に

留めるとともに、

早期に復旧させ

る

5-1

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、

インターネット・SNS など、災害時に活用する情報サービ

スが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や

救助・支援が遅れる事態
 

5-2
電気・石油・ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停

止
 

5-3 上水道施設の長期間にわたる供給停止

 
5-4 汚水処理施設の長期間にわたる機能停止

 
5-5

交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な

影響
 

6

地域社会・経済が

迅速かつ従前よ

り強靭な姿で復

興できる条件を

整備する

6-1

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランテ

ィア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の

不足等により復興できなくなる事態
 

6-2
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興

の大幅な遅延
 

6-3
応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難生活の長

期化
 

6-4 地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延

 
6-5

液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・

復興の大幅な遅延
 

6-6
土地境界情報の混乱及び消失等により、復興事業に着手

できない状態
 

7

文化遺産等の地

域資源を守ると

ともに、農業・商工

業・観光等の地域

経済活動の早期

復旧・復興を図

る

7-1 後世に残すべき貴重な文化遺産の被災

 
7-2

農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による地域経済

への影響
 

7-3
商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による地域経済

への影響
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目標１：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ
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【リスクシナリオ】 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防

災施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期化にわたり脆弱

化するものを含む） 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

 

 

事前に備えるべき目標　１
あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防

ぐ



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-1：大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生

23 

 

 

〇公共施設・住宅・危険ブロック塀等の倒壊が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①②⑨ 

〇危険空き家等の倒壊が発生する。 

　⇒　脆弱性評価　③⑥ 

〇電柱の倒壊が起こる。 

⇒　脆弱性評価　④ 

〇大規模盛土造成地において、地震により、地滑りや地盤沈下が発生する。 

⇒　脆弱性評価　⑤ 

〇住民の危機意識が低いことにより、避難行動等が遅れる。 

⇒　脆弱性評価　⑥⑦ 

〇公共施設敷地内において、倒木が起こる。 

⇒　脆弱性評価　⑧ 

 

①公共施設の適切な維持管理や耐震化（再掲 3-2） 

〇香取市公共施設等総合管理計画に基づいた適切な維持管理を実施する必要があります。 

〇庁舎や小中学校の校舎など公共施設の耐震化や長寿命化を推進する必要があります。 

②住宅や民間施設の耐震化・危険ブロック塀対策（再掲 5-5） 

〇住宅の耐震化率が 80.0％（H30）に留まることから、住宅やその他建築物の耐震化を促

進する必要があります。 

〇民間施設の耐震化を推進する必要があります。 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 1-1
大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死

傷者の発生

 施策分野 ❶行政機能・警察・消防等　❷住宅・公園・都市機能・地籍調査　 

❹保健医療・福祉　❺エネルギー　❿道路・河川・治山等　⓬教育・文化　

⓭市民参加　⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024 

（R6）

2027 

（R9）
 

小・中学校校舎の大規

模改修工事実施数

大規模改修工事を実施

した小中学校校舎の延べ

棟数

16 棟 17 棟 18 棟

 

木造住宅の耐震化率

木造住宅のうち、耐震性が

十分である住宅の戸数割

合

75.3％ 

（H25）

80.0％ 

（H30）

85.0％ 

（R5）



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-1：大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生
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③空き家対策 

〇適切に管理されていない空き家等は倒壊の危険性が高いため、所有者に対して危険性を

通知し、対策を実施してもらう必要があります。 

④無電柱化の推進（再掲 5-2、5-5） 

〇電柱や電線の被災はライフラインの途絶や道路閉塞等に繋がるため、防災性の向上を図

る必要があります。 

⑤大規模盛土造成地への対策　 

〇大規模盛土造成地の安全性を把握し、危険な場合には対策を推進する必要があります。 

⑥地域防災力の向上（再掲 1-2、1-4、2-1、2-6、6-4） 

〇大規模災害時に被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助の取組が大変

重要であることから、地域一丸となった災害対応体制を構築する必要があります。 

⑦市民の防災意識の向上　 

〇大規模災害時には、市民一人ひとりが自分で考えて避難行動等を行うことが被害の軽減

に有効であるため、平時から市民の防災意識の向上を図る必要があります。 

⑧公共施設内の危険樹木の管理　 

〇公共施設の敷地内には樹高の高い樹木が多くあり、倒木により周辺への被害を及ぼす可

能性があることから適切に管理する必要があります。 

⑨常備消防機能の充実（再掲 1-2、2-1） 
　〇救助・救急活動の拠点である消防庁舎の被災による機能不全を防止する必要があります。 
　〇大規模地震災害や火災から人命の保護を図るため、消防車両、資機材等の更新や充実を

進め、計画的かつ適正な常備消防の機能を維持整備する必要があります。 
 

①公共施設の適切な維持管理や耐震化（再掲 3-2） 

〇香取市公共施設等総合管理計画に基づき適切な維持管理を実施します。 

〇学校は児童生徒の学習の場であるとともに、災害時には避難所等として活用されること

から施設を適切に管理し、計画的な改修、建て替えを行います。 

 

②住宅や民間施設の耐震化・危険ブロック塀対策（再掲 5-5） 

〇住宅やその他建築物の耐震化を促進するため、危険性や耐震化の必要性について啓発・

広報活動を行います。 

〇耐震診断や危険ブロック塀撤去、耐震補強工事等を行う市民等に対し、費用の助成を行

います。 

〇民間施設の耐震化を推進します。 

 

③空き家対策 

〇建物の倒壊を未然に防ぐため、適切に管理されていない空き家の所有者に対し、危険性

の通知や必要に応じて助言、指導、勧告等を行います。 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇公共施設等の耐震化・長寿命化　〇公共施設等の統合・廃止の推進 

〇公共施設等のエレベーターの耐震化 〇学校施設の長寿命化・予防改修の実施

〇学校施設のバリアフリー化の推進

 
主な対応方策

〇耐震診断・改修費用助成　〇危険ブロック塀等撤去助成 

〇耐震診断実施者に対するフォローアップ 

〇社会福祉施設への耐震化・防災改修等の支援

 主な対応方策 〇空き家対策の推進　〇空き家バンクの活用等



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-1：大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生
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④無電柱化の推進（再掲 5-2、5-5） 

〇幹線道路、市街地におけるライフラインの確保や道路閉塞を防止するため、液状化リス

クの低い市街地において、電線類の地中化等の検討を行い、無電柱化を推進します。 

 

⑤大規模盛土造成地への対策　 

〇大規模盛土造成地の変動予測調査を実施し、その結果の周知を行い、宅地の耐震化を推

進します。 

 
⑥地域防災力の向上（再掲 1-2、1-4、2-1、2-6、6-4） 

〇自助・共助の働きを高めるため、自治会、住民自治協議会等が主催する地域防災訓練や

防災意識の高揚を図るイベントなど、平時からの地域活動を奨励・支援します。 

〇消防団と自主防災組織の地域防災への取組を強化します。 

〇自主防災組織への資機材支援等により地域防災力の向上を図ります。 

〇平時より防災・減災に効果的に取り組むため、学校、家庭、地域、行政が連携・協力し

防災教育、防災訓練を実施します。 

〇自発的な防災ボランティア活動を行う防災士の資格取得等を支援し、一人でも多くの担

い手の養成を推進します。 

 

⑦市民の防災意識の向上　 

〇香取市総合防災マップ（洪水・土砂災害等のハザードマップ）の適宜見直しを実施する

ほか、広報誌や市 HP 等を通じて、災害に対する日頃の備えと心構え等について、市民

へ定期的な周知啓発を行います。 

〇災害時における避難行動について、訓練や広報啓発を行います。 

 

⑧公共施設内の危険樹木の管理　 

〇公共施設の敷地内の樹木等で、災害時に倒木等により被害を引き起こす可能性があるも

のは、必要性を考慮したうえで伐採等を行います。 

 
⑨常備消防機能の充実（再掲 1-2、2-1） 
　〇本部庁舎の機能を強化するとともに、本部庁舎が被災した場合に備え、代替施設や機能

を補完する施設を整備します。 
　〇大規模地震災害や火災から人命の保護を図るため、消防車両、資機材等の更新や充実を

進め、計画的かつ適正な常備消防の機能を維持整備します。 

 主な対応方策 〇無電柱化の推進

 主な対応方策 〇変動予測調査の実施　〇宅地の耐震化の推進　

 

主な対応方策

〇防災教育の推進　〇消防団員の加入促進　 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実による機能強化 

〇防災士の資格取得支援　〇自治会に対する支援の充実

 
主な対応方策

〇香取市総合防災マップの更新・周知　 

〇シェイクアウト訓練など定期的な市民参加型訓練の実施 

〇日頃の災害への備えなど広報等による定期的な周知啓発

 主な対応方策 〇危険樹木の伐採

 
主な対応方策

〇消防庁舎等の防災対策、代替施設の検討 

〇常備消防施設や資機材等の計画的な整備



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-1：大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

公共施設の適切な維持

管理や耐震化
〇

財政課、教育総務課、 

各施設担当課

 
②

住宅や民間施設の耐震

化・危険ブロック塀対策
〇 〇 〇

都市整備課、 

高齢者福祉課

 
③ 空き家対策 〇 〇 〇 都市整備課

 
④ 無電柱化の推進 〇 〇 〇 〇 土木課

 
⑤

大規模盛土造成地への

対策
〇 〇 〇 〇 都市整備課

 
⑥ 地域防災力の向上 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、 

学校教育課、消防本部

 
⑦ 市民の防災意識の向上 〇 〇 〇 総務課

 
⑧

公共施設内の危険樹木

の管理
〇

財政課、教育総務課、 

各施設担当課

 
⑨ 常備消防機能の充実 〇 〇 総務課、消防本部



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-2：地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生
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〇地震等に起因して、住宅等の火災が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①⑤ 

〇密集市街地において、延焼被害が発生する。 

⇒　脆弱性評価　②③⑤ 

〇空き家等の火災が発生する。 

⇒　脆弱性評価　③⑤ 

〇火災の多発により、消火活動が遅れる。 

⇒　脆弱性評価　④⑤ 

 

①住宅用火災警報器・民間施設の消防用設備等の普及 

〇香取広域市町村圏事務組合消防本部の区域における住宅用火災警報器の条例適合率は

46％（R6）に留まっており、全国平均の 66.2%（R6）と比較し低い状況にあるため、普

及啓発を図る必要があります。 

〇停電からの復旧時には通電火災が発生する可能性があることから、感震ブレーカーの普

及啓発を図る必要があります。 

〇火災予防及び火災時の被害軽減のため、消防法令違反対象物の是正の推進を図る必要が

あります。 

〇民間施設の消防用設備等設置を推進する必要があります。 

②密集市街地への対策 

〇密集市街地については火災延焼の危険があることから、住環境の改善を進める必要があ

ります。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 1-2
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死

傷者の発生

 
施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❷住宅・公園・都市機能・地籍調査　 

❹保健医療・福祉　❿道路・河川・治山等　⓬教育・文化　⓭市民参加

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 住宅用火災警報器の設

置率
火災予防条例適合率

50％ 

（R元）

46％ 

（R6）
60％

 

特定空家等の解除件数

空家法に基づき実施した

指導等により改善され、特

定空家等を解除した件数

－ 396 件 415 件

 空き家バンクシステム

を通じた物件の斡旋件

数

空き家バンクシステムを通じ

た物件の斡旋件数（５年間の

累計）
－ 35 件 53 件



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-2：地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生
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③空き家対策 

〇適切に管理されていない空き家等は火災の危険性が高いため、所有者に対して危険性を

通知し、対策を実施してもらう必要があります。 

④地域防災力の向上（再掲 1-1、1-4、2-1、2-6、6-4） 

〇大規模災害時に被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助の取組が大変

重要であることから、地域一丸となった災害対応体制を構築する必要があります。 

⑤常備消防機能の充実（再掲 1-1、2-1） 

　〇救助・救急活動の拠点である消防庁舎の被災による機能不全を防止する必要があります。 

　〇大規模地震災害や火災から人命の保護を図るため、消防車両、資機材等の更新や充実を

進め、計画的かつ適正な常備消防の機能を維持整備する必要があります。 

 

①住宅用火災警報器・民間施設の消防用設備等の普及 

〇香取広域市町村圏事務組合消防本部と連携し、住宅用火災警報器の普及啓発に取り組み

ます。 

〇香取広域市町村圏事務組合消防本部と連携し、消防法令違反対象物の是正の推進に取り

組みます。 

〇民間施設の消防用設備等設置を推進します。 

 

②密集市街地への対策 

〇市街地火災の拡大防止のため、建築物の不燃化・難燃化を促進します。 

〇密集市街地における延焼被害を防止するための対策を実施します。 

〇公園や道路等の防災空間の確保等に努めます。 

 

③空き家対策 

〇建物の火災発生を未然に防ぐため、適切に管理されていない空き家の所有者に対し、危

険性の通知や必要に応じて助言、指導、勧告等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇住宅用火災警報器の設置促進　〇感震ブレーカーの設置促進 

〇法令違反対象物の是正推進 

〇社会福祉施設への消防設備等設置・防災改修等の支援

 主な対応方策 〇建物不燃化の啓発・広報　〇道路・公園等の公共空間の確保

 主な対応方策 〇空き家対策の推進　〇空き家バンクの活用等



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-2：地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生
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④地域防災力の向上（再掲 1-1、1-4、2-1、2-6、6-4） 

〇自助・共助の働きを高めるため、自治会、住民自治協議会等が主催する地域防災訓練や

防災意識の高揚を図るイベントなど、平時からの地域活動を奨励・支援します。 

〇消防団と自主防災組織の地域防災への取組を強化します。 

〇自主防災組織への資機材支援等により地域防災力の向上を図ります。 

〇平時より防災・減災に効果的に取り組むため、学校、家庭、地域、行政が連携・協力し

防災教育、防災訓練を実施します。 

〇自発的な防災ボランティア活動を行う防災士の資格取得等を支援し、一人でも多くの担

い手の養成を推進します。 

 

⑤常備消防機能の充実（再掲 1-1、2-1） 

　〇消防庁舎の機能を強化するとともに、本部庁舎が被災した場合に備え、代替施設や機能

を補完する施設を整備します。 

　〇大規模地震災害や火災から人命の保護を図るため、消防車両、資機材等の更新や充実を

進め、計画的かつ適正な常備消防の機能を維持整備します。 

　 

 
 

 

主な対応方策

〇防災教育の推進　〇消防団員の加入促進 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実による機能強化 

〇防災士の資格取得支援　〇自治会に対する支援の充実

 
主な対応方策

〇消防庁舎等の防災対策、代替施設の検討 

〇常備消防施設や資機材等の計画的な整備

 推進方針ごとの役割と担当課等
 

推進方針

公助 共助 自助
担当課等 

市民 
その他

 香取市
自治
会等

市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

住宅用火災警報器・民間

施設の消防用設備等の普

及

〇 〇 〇 〇
総務課、消防本部 

高齢者福祉課

 
② 密集市街地への対策 〇 〇 〇 〇 都市整備課

 
③ 空き家対策 〇 〇 〇 都市整備課

 
④ 地域防災力の向上 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、 

学校教育課、消防本部

 
⑤ 常備消防機能の充実 〇 〇 総務課、消防本部
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 目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-3：突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生(防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化するものを含む)
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〇利根川や小野川などの河川、水路等の氾濫が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇河川管理施設の損壊・機能不全により、被害が拡大する。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇排水機場等の損壊により、河川の水位調整や内水排除ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　② 

〇道路冠水により、通行不能や車両の水没が発生する。 

⇒　脆弱性評価　③ 

〇ゲリラ豪雨等により、道路冠水や浸水被害が発生する。 

⇒　脆弱性評価　③⑦⑨⑫ 

〇浸水危険地域の認知不足により逃げ遅れが発生する。 

⇒　脆弱性評価　④⑦ 

〇避難所等が不足し、受入れができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　⑤⑥ 

〇水防活動の遅れ等により、被害が拡大する。 

⇒　脆弱性評価　⑧ 

〇貯水槽の被災により、消火活動ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　⑩ 

〇水道施設の損壊により、消火栓等が使用不能となる。 

⇒　脆弱性評価　⑪ 

 

①河川改修　 

〇国・県が管理する利根川や小野川等のほか、市が管理する河川等の流域を水害から守る

ため、河川及び河川管理施設の改修、整備を進める必要があります。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 1-3

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地

等の浸水による死傷者の発生（防災施設等の損

壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が

長期にわたり脆弱化するものを含む）
 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❸上水道・下水道等　➍保険医療・福祉　　　

❻情報通信　❽交通安全・公共交通　❿道路・河川・治山等 

⓮リスクコミュニケーション　⓯老朽化対策　⓱デジタル活用

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024 

（R6)

2027

（R9）
 香取市総合防災マップ

の更新

重要な防災情報の改訂に

より適宜更新
実施 未実施 適宜更新

 
老朽管残存延長

残存している石綿セメン

ト管の延長
107Km 82.5Km 67.5Km



 目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-3：突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生(防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化するものを含む)

32 

②河川管理施設の維持管理 

〇排水機場等は既に耐用年数を超過しているものもあり、改修や長寿命化を図る必要があ

ります。 

〇河川管理施設は、巡視・点検等により、適切に管理する必要があります。 

③道路冠水対策　 

〇ゲリラ豪雨等によって道路冠水が発生し、交通が分断されると、救急・救助活動や救援

物資の輸送等の支障となるほか、地域住民の避難等の支障となるため、対策を実施する

必要があります。 

④情報伝達体制（再掲 1-4、2-6、5-1） 

〇避難指示などの避難情報や大雨特別警報などの防災気象情報を迅速かつ効率的に提供

する必要があります。 

〇防災行政無線だけでなく、様々な情報伝達手段を運用していく必要があります。 

⑤避難所・避難場所等の確保（再掲 1-4、2-3） 

〇避難所・避難場所を確保し平時から住民に周知するとともに、障害者など一般的な避難

所では生活に支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉避難所等の指定促進を図る必要

があります。 

〇避難先として市の指定する避難所等以外への避難を検討するよう、市民へ周知する必要

があります。 

〇避難行動要支援者名簿を適宜更新する必要があります。 

〇個別避難計画の作成を推進する必要があります。 

⑥広域的な連携体制（再掲 2-3） 

〇避難所の物資が不足し、市内での供給体制が機能しない事態に備えて広域的な受援体制

を整備する必要があります。 

〇想定外の大規模災害から住民を広域的に避難させる手法について検討を進める必要が

あります。 

⑦洪水・内水ハザードマップの活用　 

〇香取市総合防災マップ（洪水・土砂災害等のハザードマップ）の適宜見直しを実施する

ほか、広報誌や市 HP 等を通じて災害に対する日頃の備えと心構え等について、市民へ

定期的な周知啓発を行う必要があります。 

〇内水ハザードマップについては、集中豪雨の発生状況や浸水状況等の変化に応じて見直

す必要があります。 

⑧水防活動　 

〇河川氾濫や洪水による被害の拡大を防ぐため、迅速な水防活動を実施できる体制を構築

する必要があります。 

⑨下水道による雨水対策　 

〇内水害による被害を最小限にするために、雨水対策を実施する必要があります。 

⑩貯水槽の機能維持　 

〇貯水槽が災害時に機能不全になることにより、二次災害が発生する恐れがあることから、

適切な管理と防災対策の実施をする必要があります。 

⑪水道施設の耐震化・老朽化対策（再掲 2-4、5-3） 

〇水道の管路や浄水施設等について、災害に強い水道施設の構築を図る必要があります。 

⑫社会福祉施設の水害対策 

　〇社会福祉施設の水害対策・避難設備の整備を推進する必要があります。 

 



 目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-3：突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生(防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化するものを含む)
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①河川改修　 

〇河川流域を水害から守るため、市が管理する河川や水路の護岸強化等の対策工事を実施

します。 

〇利根川や小野川などの国・県が管理する河川については、河川改修等の要望・協議を実

施します。 

〇小野川は佐原の町並みの景観を形成する資源であるため、景観や環境に配慮した整備の

要望・協議を実施します。 

 

②河川管理施設の維持管理 

〇河川流域を水害から守るため、排水機場等の河川管理施設の長寿命化など、計画的な維

持管理を行います。 

〇国・県・土地改良区等が管理する施設は、適切な維持管理の要望・協議を実施します。 

 

③道路冠水対策　 

〇排水不良箇所を把握し、市道の排水施設の改修整備等の対策工事を実施するほか、国

道・県道等の排水不良箇所について、国・県への要望・協議を実施します。 

〇市民に対し、道路冠水箇所を周知します。 

 

④情報伝達体制（再掲 1-4、2-6、5-1） 

〇正確な情報を全ての市民に届けるため、災害情報の伝達手段を多様化します。 

〇災害対応を迅速に実施するため、市民からの情報を適切に収集できる体制を整備します。 

〇通信施設等の適切な運用と保守点検を実施するほか、デジタル技術を活用した新たな手

段の導入など更新を適宜実施します。 

 

⑤避難所・避難場所等の確保（再掲 1-4、2-3） 

〇避難所・避難場所を確保し平時から住民に周知するとともに、障害者など一般的な避難

所では生活に支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉避難所等の指定促進を図ります。 

〇避難所等の不足をカバーするため、市の指定する避難所等だけではなく、安全な親戚・

知人宅やホテル等への避難を検討するよう周知します。 

〇避難行動要支援者名簿を適宜更新します。 

〇個別避難計画の作成を推進します。 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇河川改修等の実施　〇国・県への要望・協議の実施

 
主な対応方策

〇河川管理施設の計画的な施設維持管理の実施 

〇国・県・土地改良区等への要望・協議の実施

 
主な対応方策

〇道路冠水対策工事の実施　〇国・県への要望・協議の実施 

〇道路冠水箇所の周知強化

 
主な対応方策

〇情報伝達体制の確立　〇情報伝達手段の多様化　 

〇避難所における通信環境の整備　〇通信施設等の防災対策　 

〇情報通信技術（ICT）活用の検討

 
主な対応方策

〇避難所等の確保・周知（国、県、民間施設、広域連携避難所等を含む） 

〇避難所等以外への避難先の検討を周知 

〇避難行動要支援者名簿の適宜更新　〇個別避難計画の作成推進



 目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-3：突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生(防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化するものを含む)
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⑥広域的な連携体制（再掲 2-3） 

〇物資調達・輸送調整等支援システムによる物資供給を受ける体制を構築するとともに、

災害時応援協定による物資調達体制を構築します。 

〇県・他市町村・民間企業などの関係機関と連携し、広域的な避難や物資等の受援体制を

整備します。 

 

⑦洪水・内水ハザードマップの活用　 

〇香取市総合防災マップ（洪水・土砂災害等のハザードマップ）の適宜見直しを実施する

ほか、広報誌や市 HP 等を通じて、災害に対する日頃の備えと心構え等について、市民

へ定期的な周知啓発を行います。 

〇降雨や浸水の状況、下水道排水施設等の整備状況、土地の利用状況等の変化に対応し、

内水ハザードマップを随時見直し、更新します。 

 

⑧水防活動　 

〇香取市水防計画に基づき、迅速な水防活動を実施できる体制を強化します。 

 

⑨下水道による雨水対策　 

〇合流式下水道区域における下水道施設及び貯留施設等を整備します。 

〇合流式下水道区域における下水道施設を改築します。 

 

⑩貯水槽の機能維持　 

〇災害時に貯水槽が機能不全に陥らないよう日常から施設の適切な管理を行うとともに、

防災対策を考慮した計画的な更新を行います。 

 

⑪水道施設の耐震化・老朽化対策（再掲 2-4、5-3） 

〇災害に強い水道施設の構築を図るため、石綿セメント管などの老朽管の更新や耐震性に

課題のある浄水施設の耐震化を実施します。 

 

⑫社会福祉施設の水害対策 

　〇社会福祉施設の水害対策・避難設備の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 
主な対応方策

〇災害時応援協定の締結　〇広域防災訓練の実施 

〇県・他市町村・民間企業等との連携体制の整備

 主な対応方策 〇香取市総合防災マップ・内水ハザードマップの更新・周知

 主な対応方策 〇水防訓練の実施　〇水防団の充実強化の推進

 
主な対応方策

〇下水道施設及び貯留施設等の整備　〇リアルタイム情報提供設備の整備 

〇大規模雨水処理施設整備事業計画に基づく施設の改築

 主な対応方策 〇貯水槽の防災対策

 主な対応方策 〇老朽管等の更新　〇浄水施設・管路等の耐震化の実施

 主な対応方策 〇社会福祉施設への水害対策・防災改修等の支援



 目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-3：突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生(防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化するものを含む)
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 河川改修 〇 〇 土木課

 
② 河川管理施設の維持管理 〇 〇 〇 土木課

 
③ 道路冠水対策 〇 〇 〇 土木課

 
④ 情報伝達体制 〇 〇 〇 総務課、秘書広報課

 
⑤ 避難所・避難場所等の確保 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課、社会福祉課

 
⑥ 広域的な連携体制 〇 〇 〇 〇 総務課、企画政策課

 
⑦

洪水・内水ハザードマップ

の活用
〇 〇 〇 総務課、下水道課

 
⑧ 水防活動 〇 〇 〇 〇 土木課

 
⑨ 下水道による雨水対策 〇 下水道課

 
⑩ 貯水槽の機能維持 〇 〇 総務課、消防本部

 
⑪

水道施設の耐震化・老朽化

対策
〇 水道課

 
⑫ 社会福祉施設の水害対策 〇 〇 高齢者福祉課
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目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-4：大規模な土砂災害等による死傷者の発生
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〇土砂災害により家屋の倒壊や道路の通行不能が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①④⑤ 

〇土砂災害警戒区域の認知不足により逃げ遅れが発生する。 

⇒　脆弱性評価　①②③④ 

 

①土砂災害警戒区域等への対策 

〇土砂災害が発生した時に、市民等の生命、身体及び財産に危害が生ずる恐れがある区域

について香取市総合防災マップ（土砂災害等ハザードマップ）の適宜見直しや市民への

周知を図る必要があります。 

〇危険個所の点検を実施するとともに、国県の施策等の効果的な活用を図りながら、緊急

性の高いものから対策施設の整備等を推進する必要があります。 

②情報伝達体制（再掲 1-3、2-6、5-1） 

〇避難指示などの避難情報や大雨特別警報などの防災気象情報を迅速かつ効率的に提供

する必要があります。 

〇防災行政無線だけでなく、様々な情報伝達手段を運用していく必要があります。 

③地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、2-1、2-6、6-4） 

〇大規模災害時に被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助の取組が大変

重要であることから、地域一丸となった災害対応体制を構築する必要があります。 

④避難所・避難場所等の確保（再掲 1-3、2-3） 

　〇避難所・避難場所を確保し平時から住民に周知するとともに、障害者など一般的な避難

所では生活に支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉避難所等の指定促進を図る必要

があります。 

　〇避難先として市の指定する避難所等以外への避難を検討するよう、市民へ周知する必要

があります。 

　○避難行動要支援者名簿を適宜更新する必要があります。 

〇個別避難計画の作成を推進する必要があります。 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 1-4 大規模な土砂災害等による死傷者の発生

 施策分野 ❶行政機能・警察・消防等　➍保健医療・福祉　❻情報通信　 

❿道路・河川・治山等　⓬教育・文化　⓭市民参加　⓱デジタル活用

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024 

（R6）

2027

（R9）
 

自主防災組織の組織率
全世帯数に占める自主防

災組織加入世帯の割合
44% 45％ 60％



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-4：大規模な土砂災害等による死傷者の発生
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⑤社会福祉施設の防災対策 

　〇社会福祉施設の防災対策を推進する必要があります。 

①土砂災害警戒区域等への対策　 

〇千葉県が行う土砂災害警戒区域等の調査や指定との連携や被害防止のための対策施設

の整備等を推進します。 

〇警戒避難体制の整備を促進するため、香取市総合防災マップ（土砂災害等ハザードマッ

プ）による周知を行います。 

〇現在、土砂災害警戒区域等に指定されていないものの被害が想定される箇所を把握しま

す。 

 

②情報伝達体制（再掲 1-3、2-6、5-1） 

〇正確な情報を全ての市民に届けるため、災害情報の伝達手段を多様化します。 

〇災害対応を迅速に実施するため、市民からの情報を適切に収集できる体制を整備します。 

〇通信施設等の適切な運用と保守点検を実施するほか、デジタル技術を活用した新たな手

段の導入など更新を適宜実施します。 

 

③地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、2-1、2-6、6-4） 

〇自助・共助の働きを高めるため、自治会、住民自治協議会等が主催する地域防災訓練や

防災意識の高揚を図るイベントなど、平時からの地域活動を奨励・支援します。 

〇消防団と自主防災組織の地域防災への取組を強化します。 

〇自主防災組織への資機材支援等により地域防災力の向上を図ります。 

〇平時より防災・減災に効果的に取り組むため、学校、家庭、地域、行政が連携・協力し

防災教育、防災訓練を実施します。 

〇自発的な防災ボランティア活動を行う防災士の資格取得等を支援し、一人でも多くの担

い手の養成を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

主な対応方策

〇千葉県が行う土砂災害警戒区域等の指定との連携・周知の実施 

〇急傾斜地崩壊防止施設の整備　 

〇香取市総合防災マップ（土砂災害ハザードマップ）の更新・周知 

〇警戒避難体制の整備

 
主な対応方策

〇情報伝達体制の確立　〇情報伝達手段の多様化　 

〇避難所における通信環境の整備　〇通信施設等の防災対策　 

〇情報通信技術（ICT）活用の検討

 

主な対応方策

〇防災教育の推進　〇消防団員の加入促進　 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実による機能強化 

〇防災士の資格取得支援　〇自治会に対する支援の充実



 
目標 1：あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

シナリオ 1-4：大規模な土砂災害等による死傷者の発生
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④避難所・避難場所等の確保（再掲 1-3、2-3） 

　〇避難所・避難場所を確保し平時から住民に周知するとともに、障害者など一般的な避難

所では生活に支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉避難所等の指定促進を図ります。 

　〇避難所等の不足をカバーするため、市の指定する避難所等だけではなく、安全な親戚・

知人宅やホテル等への避難を検討するよう周知します。 

　○避難行動要支援者名簿を適宜更新します。 

〇個別避難計画の作成を推進します。 

 

⑤社会福祉施設の防災対策 

　〇社会福祉施設の防災対策を推進します。 

 

 

 

 
主な対応方策

〇避難所等の確保・周知（国、県、民間施設、広域連携避難所等を含む） 

〇避難所等以外への避難先の検討を周知 

○避難行動要支援者名簿の適宜更新　〇個別避難計画の作成推進

 主な対応方策 〇社会福祉施設への防災改修等の支援

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

土砂災害警戒区域等へ

の対策
〇 〇 〇 〇 〇 総務課、土木課

 
② 情報伝達体制 〇 〇 〇 総務課、秘書広報課

 
③ 地域防災力の向上 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、学校

教育課、消防本部

 
④

避難所・避難場所等の確

保
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課、社会福祉課

 
⑤ 社会福祉施設の防災対策 〇 〇 高齢者福祉課



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ
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【リスクシナリオ】 

2-1　自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-2　医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネル

ギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-3　劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の  

健康・心理状態の悪化による死者の発生 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギ

ー供給の停止 

2-5　想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標　２

救助・救急、医療活動が迅速に行われるととも

に、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確

保することにより、関連死を最大限防ぐ



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-1：自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
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〇消防庁舎が損壊し、機能不全に陥る。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇消防車両等の不足により、救助・救急活動が遅れる。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇救助・救急隊員等の到着に時間がかかり、必要な手当・処置等が行われない。 

⇒　脆弱性評価　①③ 

 

①常備消防機能の充実（再掲 1-1、1-2） 

〇救助・救急活動の拠点である消防庁舎の被災による機能不全を防止する必要があります。 

○大規模地震災害や火災から人命の保護を図るため、消防車両、資機材等の更新や充実を

進め、計画的かつ適正な常備消防の機能を維持整備する必要があります。 

②地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、1-4、2-6、6-4） 

〇大規模災害時に被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助の取組が大変

重要であることから、地域一丸となった災害対応体制を構築する必要があります。 

③応急手当・救急救命等の普及啓発　 

〇救助・救急隊員等が到着するまでの間に、市民等が自ら適切な応急手当・救命措置等を

実施できるようにする必要があります。　 

 

①常備消防機能の充実（再掲 1-1、1-2） 

〇本部庁舎の機能を強化するとともに、本部庁舎が被災した場合に備え、代替施設や機能

を補完する施設を整備します。 

〇大規模地震災害や火災から人命の保護を図るため、消防車両、資機材等の更新や充実を

進め、計画的かつ適正な常備消防の機能を維持整備します。 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇消防庁舎等の防災対策、代替施設の検討　 

〇常備消防施設や資機材等の計画的な整備

 

リスクシナリオ 2-1
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急

活動等の絶対的不足

 施策分野 ❶行政機能・警察・消防等　⓬教育・文化　⓭市民参加

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

適正団員数を満たして

いる消防団の割合

各年度末における適正団員

数を満たしている消防団の

割合

－ 44％ 60％



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-1：自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
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②地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、1-4、2-6、6-4） 

〇自助・共助の働きを高めるため、自治会、住民自治協議会等が主催する地域防災訓練や

防災意識の高揚を図るイベントなど、平時からの地域活動を奨励・支援します。 

〇消防団と自主防災組織の地域防災への取組を強化します。 

〇自主防災組織への資機材支援等により地域防災力の向上を図ります。 

〇平時より防災・減災に効果的に取り組むため、学校、家庭、地域、行政が連携・協力し

防災教育、防災訓練を実施します。 

〇自発的な防災ボランティア活動を行う防災士の資格取得等を支援し、一人でも多くの担

い手の養成を推進します。 

 

③応急手当・救急救命等の普及啓発　 

〇救急救命講習会等を開催し、市民自らが、いざという時に対応できるよう、応急手当や

AED を用いた心肺蘇生法の普及啓発を実施します。 

〇救急救命講習会等に必要な資機材を充実します。 

 

 

 

 

主な対応方策

〇防災教育の推進　〇消防団員の加入促進　 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実による機能強化　 

〇防災士の資格取得支援　〇自治会に対する支援の充実

 
主な対応方策

〇応急手当・心肺蘇生法の普及啓発 

〇救急救命講習会等の開催及び参加促進

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 常備消防機能の充実 〇 〇 総務課、消防本部

 
② 地域防災力の向上 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課 

学校教育課、消防本部

 
③

応急手当・救急救命等の

普及啓発
〇 〇 〇 〇 総務課、消防本部



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-2：医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の

途絶による医療機能の麻痺
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〇医療機関の被災等により、医療機能が低下する。 

⇒　脆弱性評価　①②④⑤ 

〇電力供給が途絶え、医療活動に支障が出る。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇透析等の医療が、受けられない。 

⇒　脆弱性評価　③⑤ 

 

①医療機関における非常時の電力確保（再掲 5-2） 

〇災害時の外部電源喪失時において医療活動が継続できるよう、非常用発電設備及び燃料

を確保する必要があります。 

〇自立・分散型エネルギー導入など、電力供給体制を確保する必要があります。 

②救護体制の連携強化　　 

〇大規模災害により負傷者が大量発生した場合、医療機関で対応できる応急処置・患者搬

送・治療等の対応能力を上回ってしまうおそれがあることから、救護体制を強化する必

要があります。 

〇地域内の医療体制で対応できない場合に備え、県の災害医療本部との連携を強化する必

要があります。 

③透析医療等の継続体制　 

〇生命維持に必須となる医療を継続させるため、透析医療施設などが被災した際に代替と

なる施設を確保する必要があります。 

④医薬品等の備蓄物資の確保　 

〇病院は災害時の医療確保のため食料、飲料水、医薬品等の備蓄や緊急時における供給体

制を確保する必要があります。 

⑤医療関係機関における BCP の作成・医療継続訓練の実施　 

〇病院は災害時にも継続的に業務を行えるよう、BCP の作成や医療継続訓練を行う必要が

あります。 

 

①医療機関における非常時の電力確保（再掲 5-2） 

〇石油商業組合等との協定に基づく供給体制を確保します。 

〇災害拠点病院等の電力を確保するため、協定に基づく電源車配備や燃料等の供給体制を

構築します。 

〇地域の診療所等においても必要に応じ電力確保を支援します。 

 

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇石油類燃料の供給体制の整備　〇電源車配備に係る協定の締結 

〇蓄電設備の整備　〇非常用電源設備の適切な維持管理

 

リスクシナリオ 2-2

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺
 施策分野 ❹保健医療・福祉　❺エネルギー　⓮リスクコミュニケーション



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-2：医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の

途絶による医療機能の麻痺
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②救護体制の連携強化　　 

〇県や香取郡市医師会と連携し、迅速に救護所を設置できる体制を構築します。 

〇災害拠点病院である県立佐原病院及び香取おみがわ医療センターと連携し、被災した市

民の受入れ体制を構築します。 

〇地域内の医療体制で対応できない場合に備え、県の災害医療本部との連携を強化します。 

〇広域災害・救急医療情報システム（EMIS）を活用し、災害派遣医療チーム（DMAT）の派

遣を要請します。 

〇基幹医療機関と救護所の連絡体制を構築します。 

 

③透析医療等の継続体制　 

〇透析医療を継続するため、市内透析医療機関における相互支援体制の整備を促進します。 

 

④医薬品等の備蓄物資の確保　 

〇香取郡市医師会等を通じ、医療機関による自衛措置設備の整備及び計画的な医薬品等の

備蓄を促進します。 

〇医薬品等の不足時に備え、県、医療機関との連携体制を強化します。 

 

⑤医療機関における BCP の作成・医療継続訓練の実施　 

〇継続的に医療体制を維持できるよう、医療機関へ災害時の医療継続体制の構築を働きか

けます。 

〇広域災害・救急医療情報システム（EMIS）を活用し、災害派遣医療チーム（DMAT）の派

遣を要請する訓練や講習会等を実施します。 

 

 

 
主な対応方策

〇協定に基づく香取郡市医師会との連携強化 

〇県災害医療本部との連携強化　〇DMAT 等の受入体制整備

 主な対応方策 〇市内透析医療機関における相互支援体制の整備を促進

 
主な対応方策

〇医療機関による自衛措置設備の整備・医薬品等の備蓄の促進 

〇薬局等の民間企業と連携した医薬品等の備蓄物資の確保 

〇県、医療機関との連携体制を強化

 主な対応方策 〇医療機関の BCP の作成促進　〇医療機関による医療継続訓練実施の促進

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

医療機関における非常時

の電力確保
〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課、健康づくり課

 
② 救護体制の連携強化 〇 〇 〇 〇 〇 健康づくり課

 
③ 透析医療等の継続体制 〇 〇 〇 健康づくり課

 
④

医薬品等の備蓄物資の

確保
〇 〇 〇 〇 〇 健康づくり課

 
⑤

医療機関における BCP の

作成・医療継続訓練の実施
〇 〇 〇 〇 健康づくり課



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-3：劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理

状態の悪化による死者の発生
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〇避難所等が不足し、受入れができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

○避難生活で健康、心理状態が悪化し災害関連死が発生する。 

　⇒　脆弱性評価　①②③④ 

〇備蓄物資が不足する。 

⇒　脆弱性評価　④⑤ 

〇必要な備蓄物資の調達ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　④⑤ 
 

①避難所・避難場所等の確保（再掲 1-3、1-4） 

〇避難所・避難場所を確保し平時から住民に周知するとともに、障害者など一般的な避難

所では生活に支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉避難所等の指定促進を図る必要

があります。 

〇避難先として市の指定する避難所等以外への避難を検討するよう、市民へ周知する必要

があります。 

〇避難行動要支援者名簿を適宜更新する必要があります。 

〇個別避難計画の作成を推進する必要があります。 

②福祉避難所の拡充・連携　 

〇一般避難所での避難生活が困難な要配慮者（高齢者、障害者等）が利用できる福祉避難

所を拡充する必要があります。 

③避難所の環境整備　 

〇避難所となる施設について、災害時に活用できるよう維持管理を行う必要があります。 

〇必要に応じ、非常用電源、マンホールトイレ、空調、換気、照明等避難生活の環境を良

好に保つための設備の整備等に努める必要があります。 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 2-3

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたら

す、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による

死者の発生
 

施策分野
❶行政機能・警察・消防等　❹保健医療・福祉　⓬教育・文化 

⓭市民参加　⓮リスクコミュニケーション

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

福祉避難所数 福祉避難所の施設数 20 施設 20 施設 22 施設



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-3：劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理

状態の悪化による死者の発生
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④備蓄物資の確保・供給体制（再掲 2-4） 

〇発災から約 3日間は外部からの物資供給や支援が困難なため、最大避難想定人数に対応

できるよう備蓄目標を定め、備蓄物資の適切な確保と管理を行う必要があります。 

　○想定数を超える避難者の受入れや避難が長期化する事態に備えて、国・県・民間事業者

等と連携し、物資供給を受けられる体制を構築する必要があります。 

〇必要に応じ、避難所の生活環境を良好に保つための資機材の備蓄に努める必要がありま　

す。 

〇ローリングストック法を活用した備蓄の推奨など、日頃の備えについて市民へ定期的な

周知を行う必要があります。 

〇救援物資の受入れ・集積拠点として、市内 4個所の集中備蓄倉庫（香取市役所防災倉庫、

小見川市民センター、山田支所、栗源市民センター）の機能強化を推進する必要があり

ます。 

⑤広域的な連携体制（再掲 1-3） 

〇避難所の物資が不足し、市内での供給体制が機能しない事態に備えて広域的な受援体制

を整備する必要があります。 

〇想定外の大規模災害から住民を広域的に避難させる手法について検討を進める必要が

あります。 

 

①避難所・避難場所等の確保（再掲 1-3、1-4） 

〇避難所・避難場所を確保し平時から住民に周知するとともに、障害者など一般的な避難

所では生活に支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉避難所等の指定促進を図ります。 

〇避難所等の不足をカバーするため、市の指定する避難所等だけではなく、安全な親戚・

知人宅やホテル等への避難を検討するよう周知します。 

○避難行動要支援者名簿を適宜更新します。 

〇個別避難計画の作成を推進します。 

 

②福祉避難所の拡充・連携　 

〇福祉施設と連携して、福祉避難所を拡充します。 

〇一般避難所での避難生活が困難な要配慮者（高齢者、障害者等）のための施設整備や備

品の備蓄を行います。 

 

③避難所の環境整備 

〇避難所となる施設については、災害時に活用できるよう維持管理を行います。 

〇必要に応じ、非常用電源、マンホールトイレ、空調、換気、照明等避難生活の環境を良

好に保つための設備の整備等に努めます。 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇避難所等の確保・周知（国、県、民間施設、広域連携避難所等を含む） 

〇避難所等以外への避難先の検討を周知 

○避難行動要支援者名簿の適宜更新　〇個別避難計画の作成推進

 主な対応方策 〇福祉避難所（協定含む）の指定、拡充　〇福祉避難所の整備　〇備品の備蓄

 
主な対応方策

〇設備の点検と修繕　〇定期的な清掃・水質検査等の実施 

〇消耗品・清掃用具の整備　 

○避難所の生活環境改善のための設備の検討や整備



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-3：劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理

状態の悪化による死者の発生
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④備蓄物資の確保・供給体制（再掲 2-4） 

〇最大避難想定人数に対応できるよう備蓄目標を定め、備蓄物資の適切な確保と管理を行

います。 

〇想定数を超える避難者の受入れや避難が長期化する事態に備えて、国・県・民間事業者

等と連携し、物資供給を受けられる体制を構築します。 

○必要に応じ、避難所の生活環境を良好に保つための資機材の備蓄に努めます。 

○ローリングストック法を活用した備蓄の推奨など、日頃の備えについて市民等へ定期的

な周知を行います。 

○救援物資の受入れ・集積拠点として、市内 4個所の集中備蓄倉庫（香取市役所防災倉庫、

小見川市民センター、山田支所、栗源市民センター）の機能強化を推進します。 

 

⑤広域的な連携体制（再掲 1-3） 

〇物資調達・輸送調整等支援システムによる物資供給を受ける体制を構築するとともに、

災害時応援協定による物資調達体制を構築します。 

〇県・他市町村・民間企業などの関係機関と連携し、広域的な避難や物資等の受援体制を

整備します。 

 

 

 

主な対応方策

〇備蓄物資の適切な確保と管理　〇備蓄倉庫の整備　 

〇国・県・民間事業者等との連携 

○避難所の生活環境改善のための資機材の検討や整備 

○日頃の災害への備えなど広報等による定期的な周知啓発 

○物資供給の協定締結　○物資受援体制の強化 

 
主な対応方策

〇災害時応援協定の締結　〇広域防災訓練の実施 

〇県・他市町村・民間企業等との連携体制の整備

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 避難所・避難場所等の確保 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課、社会福祉課

 
② 福祉避難所の拡充・連携 〇 〇 社会福祉課

 
③ 避難所の環境整備 〇

総務課、財政課、教育総務

課、生涯学習課

 
④

備蓄物資の確保・供給体

制
〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課

 
⑤ 広域的な連携体制 〇 〇 〇 〇 〇 総務課、企画政策課
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 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-4：被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

停止
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〇水道施設の損壊により、水の供給ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇道路の通行不能等により、物資が供給できなくなる。 

⇒　脆弱性評価　③④ 

〇倒木により、道路通行が不能になる。 

⇒　脆弱性評価　⑤ 

〇避難所や家庭内の備蓄が不足する。 

⇒　脆弱性評価　⑥ 

〇周辺自治体も含めた広域的な被災により、物資が届かない。 

⇒　脆弱性評価　⑥⑦ 

 

①水道施設の耐震化・老朽化対策（再掲 1-3、5-3） 

〇水道の管路や浄水施設等について、災害に強い水道施設の構築を図る必要があります。 

②応急給水体制・応急復旧体制（再掲 5-3） 

〇災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が行えるよう、関係団体等との連

携を強化する必要があります。 

〇上水道施設の被災により給水体制が機能しない事態に備えて広域的な受援体制を整備

する必要があります。 

〇応急給水活動に必要な資機材や耐震性貯水槽、給水拠点などを確保する必要があります。 

③道路網の整備（再掲 2-6、4-2、5-5） 

〇災害に強い道路ネットワークを構築するため、計画的な道路整備を行う必要があります。 

④道路施設の老朽化対策（再掲 2-6、4-2、5-5） 

〇更新時期を迎える道路施設について、適切な維持管理により長寿命化を図る必要があり

ます。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 2-4
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命

に関わる物資・エネルギー供給の停止

 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❸上水道・下水道等　❽交通安全・公共交通　

❿道路・河川・治山等　⓭市民参加　⓮リスクコミュニケーション　 

⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

備蓄充足率

備蓄計画に対する物資の

備蓄数の割合（備蓄数

100％以上の品目は 100％

として算出）

33％ 39％ 60％



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-4：被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

停止
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⑤樹木の事前伐採（再掲 4-2、5-2、5-5） 

〇倒木による道路閉塞や停電を防止するため、事前に危険な樹木の伐採を行う必要があり

ます。 

⑥備蓄物資の確保・供給体制（再掲 2-3） 

〇発災から約 3日間は外部からの物資供給や支援が困難なため、最大避難想定人数に対応

できるよう備蓄目標を定め、備蓄物資の適切な確保と管理を行う必要があります。 

○想定数を超える避難者の受入れや避難が長期化する事態に備えて、国・県・民間事業者

等と連携し、物資供給を受けられる体制を構築する必要があります。 

〇必要に応じ、避難所の生活環境を良好に保つための資機材の備蓄に努める必要がありま

す。 

〇ローリングストック法を活用した備蓄の推奨など、日頃の備えについて市民へ定期的な

周知を行う必要があります。 

〇救援物資の受入れ・集積拠点として、市内 4個所の集中備蓄倉庫（香取市役所防災倉庫、

小見川市民センター、山田支所、栗源市民センター）の機能強化を推進する必要があり

ます。 

⑦遠方の自治体との相互応援体制　 

〇近隣自治体を含む広域的な被災に備え、遠方の自治体との相互応援体制を構築する必要

があります。 

 

①水道施設の耐震化・老朽化対策（再掲 1-3、5-3） 

〇災害に強い水道施設の構築を図るため、石綿セメント管などの老朽管の更新や耐震性に

課題のある浄水施設の耐震化を実施します。 

 

②応急給水体制・応急復旧体制（再掲 5-3） 

〇千葉県水道災害相互応援協定や日本水道協会災害時相互応援に関する協定を活用し、応

急給水体制の充実を図ります。 

〇物資調達に係る協定を締結し、備蓄用飲料水を確保します。 

〇災害時に備え、他自治体等との相互応援協定を締結します。 

〇耐震性貯水槽により飲料水の確保を行います。 

〇給水拠点や給水用資機材を確保するとともに耐震性貯水槽を整備します。 

 

③道路網の整備（再掲 2-6、4-2、5-5） 

〇道路ネットワークを強化するため、香取市幹線道路網整備計画等に基づいた市道整備を

実施します。 

〇一般国道 51 号や東関東自動車道は緊急輸送道路であることから適正な維持管理と整備

促進を要望します。 

〇道路ネットワークを構成する国県道の整備促進を要望します。 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇老朽管等の更新　〇浄水施設・管路等の耐震化の実施　

 
主な対応方策

〇応急給水体制の充実　〇備蓄用飲料水の調達に係る協定の締結 

〇災害時応援協定の締結　〇耐震性貯水槽の適正管理と操作訓練の実施 

〇耐震性貯水槽の整備　〇給水拠点や給水用資機材の確保

 主な対応方策 〇道路網整備の推進　〇道路管理者への整備促進の要望



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-4：被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

停止
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④道路施設の老朽化対策（再掲 2-6、4-2、5-5） 

〇橋梁・法面・照明等の道路施設ごとの長寿命化計画等に基づき、計画的な点検・補修・

更新を実施します。 

 

⑤樹木の事前伐採（再掲 4-2、5-2、5-5） 

〇道路パトロールや住民からの情報を元に、事前に危険な樹木を把握し所有者に対し伐採

等を要請します。 

 

⑥備蓄物資の確保・供給体制（再掲 2-3） 

〇最大避難想定人数に対応できるよう備蓄目標を定め、備蓄物資の適切な確保と管理を行

います。 

〇想定数を超える避難者の受入れや避難が長期化する事態に備えて、国・県・民間事業者

等と連携し、物資供給を受けられる体制を構築します。 

○必要に応じ、避難所の生活環境を良好に保つための資機材の備蓄に努めます。 

○ローリングストック法を活用した備蓄の推奨など、日頃の備えについて市民等へ定期的

な周知を行います。 

○救援物資の受入れ・集積拠点として、市内 4個所の集中備蓄倉庫（香取市役所防災倉庫、

小見川市民センター、山田支所、栗源市民センター）の機能強化を推進します。 

 

⑦遠方の自治体との相互応援体制 

〇広域的な被災により近隣自治体からの応援が困難な場合に備え、遠方の自治体等との相

互応援協定を締結します。 

〇災害時に円滑に応援の受入れができる体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な対応方策

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進

 
主な対応方策

〇日常的な危険個所の確認　〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

 

主な対応方策

〇備蓄物資の適切な確保と管理　〇備蓄倉庫の整備 

〇国・県・民間事業者等との連携 

○避難所の生活環境改善のための資機材の検討や整備 

○日頃の災害への備えなど広報等による定期的な周知啓発 

○物資供給の協定締結　○物資受援体制の強化

 主な対応方策 〇遠方の自治体との災害時応援協定の締結



 目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-4：被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

停止
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

水道施設の耐震化・老朽化

対策
〇 水道課

 
②

応急給水体制・応急復旧

体制
〇 〇 〇 〇 水道課、総務課

 
③ 道路網の整備 〇 〇 土木課

 
④ 道路施設の老朽化対策 〇 〇 土木課

 
⑤ 樹木の事前伐採 〇 〇 〇 〇 総務課、土木課、農政課

 
⑥

備蓄物資の備蓄・供給体

制
〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課

 
⑦

遠方の自治体との相互

応援体制
〇 〇 総務課、企画政策課



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-5：想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱
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〇祭りやイベント時などに災害が発生し、多数の観光客等が帰宅困難となる。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇一時滞在施設等が不足し、受入れができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇備蓄物資が不足する。 

⇒　脆弱性評価　① 

 

①帰宅困難者対策　　 

〇多数の帰宅困難者が発生した場合、一時的に受け入れる公共施設等の選定を検討する必

要があるほか、必要に応じて代替輸送体制を確保する必要があります。 

○安否確認手段について、帰宅困難者に対し適切な情報提供を行う必要があります。 

②観光客への対応　 

〇佐原の大祭や水郷おみがわ花火大会など多くの観光客を集めるイベント時に災害が発

生しても、観光客等の安全が図られるよう、事前に安全対策や避難経路等を検討する必

要があります。 

③公共交通事業者との協力体制（再掲 5-5） 

〇被災により公共交通網が麻痺する恐れがあるため、代替輸送手段等について検討する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

 
施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❹保健医療・福祉　❼商工業・地域経済 

❽交通安全・公共交通　⓮リスクコミュニケーション

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

備蓄充足率

備蓄計画に対する物資の

備蓄数の割合（備蓄数

100％以上の品目は 100％

として算出）

33％ 39％ 60％



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-5：想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱
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①帰宅困難者対策　　 

〇多数の帰宅困難者が発生した場合、一時的に受け入れる公共施設等の選定を検討する必

要があるほか、必要に応じて代替輸送体制を確保します。 

〇安否確認手段について、帰宅困難者に対して適切な情報提供を行います。 

○帰宅困難者を一定期間受け入れる場合、可能な範囲で食料や飲料水等の備蓄に努めます。 

 

②観光客への対応　 

〇多くの観光客を集めるイベント時などに災害が発生した場合に備え、対応方策や防災情

報の周知方法を検討します。 

 

③公共交通事業者との協力体制（再掲 5-5） 

〇事業者との協力体制を構築し、臨時バスやタクシーなどの代替輸送手段を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇自衛隊や関係機関との連携・協力体制の検討　 

〇公共交通事業者との協力体制の構築　〇一時滞在施設の選定検討と確保　 

〇帰宅困難者への情報提供の実施　○帰宅困難者用の備蓄物資の確保

 

主な対応方策

〇災害時の観光客への対応方法の検討 

〇防災情報の提供手段の多様化 

〇観光パンフレット等への防災情報の掲載 

〇防災に関する情報の多言語化

 主な対応方策 〇公共交通事業者との協力体制の構築　〇代替輸送手段の確保

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 帰宅困難者対策 〇 〇 〇 〇

商工観光課、総務課、イベ

ント等担当課

 
② 観光客への対応 〇 〇 〇 〇

商工観光課、イベント等

担当課

 
③

公共交通事業者との

協力体制
〇 〇 企画政策課



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-6：多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 
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〇道路網が寸断され、救助ができない事態が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①②③⑤ 

〇支援物資が届けられなくなる。 

⇒　脆弱性評価　①③⑤ 

〇通信手段がなくなる。 

⇒　脆弱性評価　④ 

 

①道路網の整備（再掲 2-4、4-2、5-5） 

〇災害に強い道路ネットワークを構築するため、計画的な道路整備を行う必要があります。 

②道路施設の老朽化対策（再掲 2-4、4-2、5-5） 
〇更新時期を迎える道路施設について、適切な維持管理により長寿命化を図る必要があり

ます。 

③ヘリコプター等による救助・救援対策 

〇孤立集落発生時には、ヘリコプター等による救助・救援活動を行う必要があります。 

④情報伝達体制（再掲 1-3、1-4、5-1） 

〇避難指示などの避難情報や大雨特別警報などの防災気象情報を迅速かつ効率的に提供

する必要があります。 

〇防災行政無線だけでなく、様々な情報伝達手段を運用していく必要があります。 

⑤地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、1-4、2-1、6-4） 

〇大規模災害時に被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助の取組が大　

変重要であることから、地域一丸となった災害対応体制を構築する必要があります。 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生

 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❻情報通信　❽交通安全・公共交通　 

❿道路・河川・治山等　⓬教育・文化　⓭市民参加　 

⓮リスクコミュニケーション　⓯老朽化対策　⓱デジタル活用

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 防災情報の伝達手段の

種類

防災情報の伝達手段の種

類
－ 9種類

随時検証

と見直し



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-6：多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 
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①道路網の整備（再掲 2-4、4-2、5-5） 

〇道路ネットワークを強化するため、香取市幹線道路網整備計画等に基づいた市道整備を

実施します。 

〇一般国道 51 号や東関東自動車道は緊急輸送道路であることから適正な維持管理と整備

促進を要望します。 

〇道路ネットワークを構成する国県道の整備促進を要望します。 

 

②道路施設の老朽化対策（再掲 2-4、4-2、5-5） 

〇橋梁・法面・照明等の道路施設ごとの長寿命化計画等に基づき、計画的な点検・補修・

更新を実施します。 

 

③ヘリコプター等による救助・救援対策　　 

〇ヘリコプターによる空路からの孤立地域の救助・救援活動を迅速・円滑に行えるよう、

警察、消防、自衛隊などの関係機関と連絡体制や離着陸場所等の調整を行います。 

 

④情報伝達体制（再掲 1-3、1-4、5-1） 

〇正確な情報を全ての市民に届けるため、災害情報の伝達手段を多様化します。 

〇災害対応を迅速に実施するため、市民からの情報を適切に収集できる体制を整備します。 

〇通信施設等の適切な運用と保守点検を実施するほか、デジタル技術を活用した新たな手

段の導入など更新を適宜実施します。 

 

⑤地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、1-4、2-1、6-4） 

〇自助・共助の働きを高めるため、自治会、住民自治協議会等が主催する地域防災訓練や

防災意識の高揚を図るイベントなど、平時からの地域活動を奨励・支援します。 

〇消防団と自主防災組織の地域防災への取組を強化します。 

〇自主防災組織への資機材支援等により地域防災力の向上を図ります。 

〇平時より防災・減災に効果的に取り組むため、学校、家庭、地域、行政が連携・協力し

防災教育、防災訓練を実施します。 

〇自発的な防災ボランティア活動を行う防災士の資格取得等を支援し、一人でも多くの担

い手の養成を推進します。 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇道路網整備の推進　〇道路管理者への整備促進の要望

 
主な対応方策

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進

 主な対応方策 〇ヘリコプターによる救助体制の整備

 
主な対応方策

〇情報伝達体制の確立　〇情報伝達手段の多様化　 

〇避難所における通信環境の整備　〇通信施設等の防災対策　 

〇情報通信技術（ICT）活用の検討

 

主な対応方策

〇防災教育の推進　〇消防団員の加入促進　 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実による機能強化 

○防災士の資格取得支援　〇自治会に対する支援の充実



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-6：多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 道路網の整備 〇 〇 土木課

 
② 道路施設の老朽化対策 〇 〇 土木課

 
③

ヘリコプター等による

救助・救援対策
〇 〇 〇 総務課

 
④ 情報伝達体制 〇 〇 〇 総務課、秘書広報課

 
⑤ 地域防災力の向上 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、学校

教育課、消防本部
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目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-7：大規模な自然災害と感染症との同時発生 
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〇予防対策の不足により、感染症等が蔓延する。 

⇒　脆弱性評価　①⑥⑦ 

〇汚水処理施設等の被災により、衛生状況が悪化する。 

⇒　脆弱性評価　②④ 

〇避難所の衛生状況の悪化により、感染症等が拡大する。 

⇒　脆弱性評価　③⑤⑥ 

〇浸水被害により、衛生環境が悪化する。 

⇒　脆弱性評価　④ 

 

①予防接種、消毒・害虫駆除等の実施　 

〇感染症の発生・蔓延を防ぐため、平時から予防接種を促進する必要があります。 

〇災害発生時に、消毒や害虫駆除等を速やかに実施するための体制を構築する必要があり

ます。 

②汚水処理施設等の耐震化・老朽化対策（再掲 5-4） 

〇大規模地震による汚水処理施設等の機能停止を防ぐために、耐震化・老朽化対策を推進

する必要があります。 

③マンホールトイレの整備（再掲 5-4） 

〇災害時に下水道施設の機能停止による衛生状況の悪化を防ぐためにトイレ対策を実施

する必要があります。 

④下水道 BCP の策定（再掲 5-4） 

〇災害時や停電時に、下水道の機能維持や速やかな機能回復が図られるよう、下水道 BCP

の策定と定期的な見直しをするとともに、業務継続に必要な資機材等の確保を行う必要

があります。 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生

 
施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❸上水道・下水道等　❹保健医療・福祉　 

⓫環境衛生　⓮リスクコミュニケーション　⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

予防接種ワクチンの接

種率

予防接種法に基づく麻し

ん・風しん予防接種の接

種率

88.4％ 91.4％ 95％

 マンホールトイレの整

備

マンホールトイレの整備箇

所数
０箇所 5 箇所 5箇所



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-7：大規模な自然災害と感染症との同時発生 
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⑤避難所の衛生管理　 

〇災害時に避難所等での衛生状況の悪化を防ぐため、室内環境の調査、トイレやごみ保管

場所を適正に管理する必要があります。 

⑥新型コロナウイルス等の感染症対策 

〇感染症は災害時だけでなく、平時においても大きな混乱を招くリスクが高いため、平時

より感染症予防に関する正しい知識を普及啓発する必要があります。 

〇災害時における新型コロナウイルス対策方法の周知や三密を避けるなどの対策を実施

する必要があります。 

○接触感染、飛沫感染を防ぐための衛生管理が徹底された避難所の設営・運営管理体制を

構築する必要があります。 

○避難所の衛生環境を良好に保つために、トイレやごみ保管場所を適切に管理できる体制

を整備する必要があります。 

⑦社会福祉施設の換気設備整備の普及 

〇感染症は災害時だけでなく、平時においても対策を講じる必要があり、社会福祉施設の

換気設備設置を推進する必要があります。 

 

①予防接種、消毒・害虫駆除等の実施　 

〇予防接種の有効性の理解を広め、適正年齢による確実な定期予防接種実現のため、市民

及び対象者に周知を徹底します。 

〇消毒や害虫駆除等を速やかに実施するための体制を構築するとともに、薬剤散布機及び

薬剤を配備します。 

 

②汚水処理施設等の耐震化・老朽化対策（再掲 5-4） 

〇災害に強い下水道施設の構築を図るため、汚水処理施設等の耐震化と老朽化した施設の

改築・更新を実施します。 

 

③マンホールトイレの整備（再掲 5-4） 

〇災害時に衛生状況の悪化を防ぐために、避難場所等において設置可能な基数等を検討し、

マンホールトイレを整備します。 

 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇平時における予防接種の実施 〇消毒・害虫駆除等の速やかな実施体制の構築

 

主な対応方策

〇総合地震対策計画に基づく公共下水道施設の耐震化の実施 

〇ストックマネジメント計画に基づく公共下水道施設の維持管理及び計画的な

改築・更新の実施 

〇機能診断及び最適整備構想に基づく農業集落排水施設の耐震化・老朽化対策

の実施 

〇地域汚水処理施設の耐震化・老朽化対策の実施

 主な対応方策 〇マンホールトイレの整備



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-7：大規模な自然災害と感染症との同時発生 

61 

④下水道 BCP の策定（再掲 5-4） 

〇災害時や停電時に、迅速に機能回復を図れるよう、下水道 BCP の策定及び定期的な見直

しを行います。 

〇汚水処理機能を確保するために必要な資機材・備蓄物資等を確保します。 

〇関係団体・民間企業に対し、速やかに支援を要請できるよう災害支援協定を締結し、平

常時から連絡体制の確認や情報共有等を行い、連携を強化します。 

 

⑤避難所の衛生管理　 

〇接触感染、飛沫感染を防ぐための衛生管理が徹底された避難所の設営・運営管理体制を

構築します。 

〇避難所の衛生環境を良好に保つために、トイレやゴミ保管場所を適切に管理及び処分で

きる体制を整備します。 

〇感染症予防に必要な物資調達を行い、備蓄に当たってはローリングストック法を活用し

ます。 

 

⑥新型コロナウイルス等の感染症対策　 

〇新型コロナウイルス等の感染症についての予防や対策に関する知識を様々な広報活動

により周知します。 

〇感染拡大防止の注意喚起を促すため、正確な最新情報を公表します。 

〇災害時における避難所での三密の回避や手指消毒など感染拡大防止対策を実施します。 

○接触感染、飛沫感染を防ぐための衛生管理が徹底された避難所の設営・運営管理体制を

構築する必要があります。 

○避難所の衛生環境を良好に保つために、トイレやごみ保管場所を適切に管理できる体制

を整備する必要があります。 

 

⑦社会福祉施設の換気設備整備の普及 

　〇感染症は災害時だけでなく、平時においても対策を講じる必要があり、社会福祉施設の

換気設備設置を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な対応方策

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保　〇災害支援協定の締結

 
主な対応方策

〇避難所における衛生管理体制の確保 

〇感染症予防に必要な備蓄物資の確保・管理

 

主な対応方策

〇感染拡大防止のための感染症予防対策の普及啓発 

〇避難所における新型コロナウイルス対策の実施 

○避難所における衛生管理体制の確保 

○感染症予防に必要な備蓄物資の確保

 主な対応方策 〇社会福祉施設への換気設備整備の支援



 
目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ  

シナリオ 2-7：大規模な自然災害と感染症との同時発生 
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

予防接種、消毒・害虫

駆除等の実施
〇 〇 〇

健康づくり課、環境安全

課

 
②

汚水処理施設等の耐震

化・老朽化対策
〇 下水道課

 
③ マンホールトイレの整備 〇 下水道課

 
④ 下水道 BCP の策定 〇 〇 下水道課

 
⑤ 避難所の衛生管理 〇 〇

総務課、健康づくり課、

環境安全課

 
⑥

新型コロナウイルス等

の感染症対策
〇 〇 〇 〇 総務課、健康づくり課

 
⑦

社会福祉施設の換気設備

設置の普及
〇 〇 高齢者福祉課
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目標３：必要不可欠な行政機能を確保する
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【リスクシナリオ】 

3-1　被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全

面停止等による重大交通事故の発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標　３ 必要不可欠な行政機能を確保する



 
目標３：必要不可欠な行政機能を確保する 

シナリオ 3-1：被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重大交通事故の発生
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〇治安の悪化により、空き巣等の犯罪や略奪、暴動が発生する。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇信号機の停止により、交通の混乱や事故が発生する。 

⇒　脆弱性評価　② 

〇災害情報や交通情報、防犯情報の提供ができない。または、遅延する。 

⇒　脆弱性評価　③ 

 

①防犯意識の向上　 

〇災害時には空き巣等の犯罪が発生する恐れが高くなるため、防犯意識の向上について啓

発を行う必要があります。 

②信号機の停電対策　 

〇停電時においても信号機の機能復旧が可能な体制を整備する必要があります。 

〇信号機の停止による交通渋滞や交通事故を防止する必要があります。 

③交通・防犯に関する情報伝達 

〇災害時に交通規制情報や交通安全対策、防犯対策などの情報を市民が得られるよう、情

報伝達手段を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 3-1

被災による警察機能の大幅な低下による治安の

悪化及び信号機の全面停止等による重大交通事

故の発生
 

施策分野
❶行政機能・警察・消防等　❻情報通信　❽交通安全・公共交通 

⓭市民参加　⓱デジタル活用

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 人口 1,000 人当たりの

刑法犯認知件数

年間刑法犯認知件数/人口

×1,000

6.123 件 

（R元）
7.582 件 3.268 件

 
防犯カメラの設置数

香取市が設置する街路防

犯カメラの数
0台 22 台 22 台



 
目標３：必要不可欠な行政機能を確保する 

シナリオ 3-1：被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重大交通事故の発生
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①防犯意識の向上　 

〇災害時には、県、警察及び自主防犯団体と連携して、空き巣等に対する注意喚起及び巡

視・巡回等を推進します。 

〇犯罪を抑止するため、街路防犯カメラを設置します。 

 

②信号機の停電対策　 

〇可搬型発電機による信号機の機能復旧を可能とするため、県、警察及び関係機関との連

携体制を構築します。 

〇県及び警察と連携して、信号機の停止に対する注意喚起を実施できる体制を整備します。 

 

③交通・防犯に関する情報伝達　 

〇交通規制情報や交通安全対策、防犯対策などの情報を確実に市民に届けるために、情報

伝達手段を整備します。 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇空き巣等に対する注意喚起の実施　〇街路防犯カメラの設置推進

 
主な対応方策

〇県、警察等の関係機関との連携体制の構築 

〇信号機の停止による交通渋滞・交通事故の防止

 主な対応方策 〇災害時の情報伝達手段の確保　〇交通・防犯情報を提供できるアプリの構築

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 防犯意識の向上 〇 〇 〇 〇 〇 〇 環境安全課

 
② 信号機の停電対策 〇 〇 〇 環境安全課

 
③

交通・防犯に関する情報

伝達
〇 〇 〇 環境安全課



 
目標３：必要不可欠な行政機能を確保する 

シナリオ 3-2：行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下
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〇庁舎等の被災により、行政機能が低下する。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇業務システムや情報システム等の麻痺により、行政機能が低下する。 

⇒　脆弱性評価　④ 

〇職員の被災により、行政機能が低下する。 

⇒　脆弱性評価　⑤⑥⑦ 

〇感染症等の蔓延、職員の感染により、行政機能が低下する。 

⇒　脆弱性評価　⑤ 

 

①公共施設の適切な維持管理や耐震化（再掲 1-1） 

〇香取市公共施設等総合管理計画に基づいた適切な維持管理を実施する必要があります。 

〇庁舎や小中学校の校舎など公共施設の耐震化や長寿命化を推進する必要があります。 

②本庁舎の代替機能の確保　 

〇本庁舎が被災した際に代替機能を果たす施設を確保する必要があります。 

③公共施設における非常時の電力確保（再掲 5-2） 

〇行政機能や学校教育の維持に当たって電力の確保が必須であるため、各施設において非

常用電力を確保する必要があります。 

④基幹業務システム等の対災害性の強化 

〇行政機能を維持するために、最低限必要な基幹業務システム・情報システム等の対災害

性を強化する必要があります。 

⑤行政機関における感染症対策 

〇感染症等の蔓延による行政機能の停止を防ぐために、平時より感染症対策を実施する必

要があります。 

⑥職員への情報伝達 

〇迅速に配備体制を構築するため、職員への情報伝達体制を整備する必要があります。 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 3-2 行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下

 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❷住宅・公園・都市機能・地籍調査　 

❹保健医療・福祉　❺エネルギー　❻情報通信　⓬教育・文化　⓭市民参加　

⓮リスクコミュニケーション　⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020　

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 本庁舎における非常用

電源の連続稼働時間

本庁舎に貯蓄している燃

料での連続稼働時間
22 時間 22 時間 48 時間



 
目標３：必要不可欠な行政機能を確保する 

シナリオ 3-2：行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下
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⑦職員等の受援体制（再掲 6-1） 

〇職員の被災や想定を超える事態等により人員が不足した場合に備えて、応援職員や支援

物資の早期受け入れを図るため、受援体制を構築する必要があります。 

 

①公共施設の適切な維持管理や耐震化（再掲 1-1） 

〇香取市公共施設等総合管理計画に基づき適切な維持管理を実施します。 

〇学校は児童生徒の学習の場であるとともに、災害時には避難所等として活用されること

から施設を適切に管理し、計画的な改修、建て替えを行います。  

 

②本庁舎の代替機能の確保　 

〇本庁舎の代替である山田支所の施設及び通信機能を強化します。また、他の代替施設の

確保・整備についても検討を行います。 

 

③公共施設における非常時の電力確保（再掲 5-2） 

〇非常用発電機の整備状況について検証を行います。 

〇平時から非常用発電機の点検を実施します。 

〇２系統受電等も含めた、電力供給体制の確保を検討するとともに、非常時に電源として

も機能する電気自動車等を導入します。 

〇停電時においても、学校が運営できるよう、電力供給体制を強化します。 

 

④基幹業務システム等の対災害性の強化　 

〇情報システムや通信手段の対災害性を強化、高度化します。 

〇情報システムのバックアップ体制を強化します。 

 

⑤行政機関における感染症対策　 

〇日常生活における基本的感染予防に関する知識の習得、新しい生活様式の実践を全庁的

に実施します。 

〇感染防止を図るための設備・備品等を整備します。 

〇職員に感染者が発生した場合でも業務を継続できる体制を整備します。 

 

⑥職員への情報伝達 

〇災害時に迅速に災害配置体制を構築するため、職員への情報伝達体制を整備します。 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇公共施設等の耐震化・長寿命化　〇公共施設等の統合・廃止の推進 

〇公共施設等のエレベーターの耐震化 〇学校施設の長寿命化・予防改修の実施 

〇学校施設のバリアフリー化の推進

 主な対応方策 〇代替施設の整備　〇代替施設の通信網の確保

 
主な対応方策

〇非常用発電設備の整備　〇電気自動車等の導入 

〇再生可能エネルギーの活用及び蓄電設備の整備　〇備蓄計画の検討

 
主な対応方策

〇基幹業務システム、情報システム等の対災害性の強化、高度化 

〇データ・システムのバックアップ体制の強化　〇非常時電源の確保

 
主な対応方策

〇行政職員の感染症対策の実施　〇感染防止のための設備・備品等の整備 

〇業務継続体制の整備



 
目標３：必要不可欠な行政機能を確保する 

シナリオ 3-2：行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下
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⑦職員等の受援体制（再掲 6-1） 

〇職員等の受援体制を整備するため、平時から他自治体等との相互応援協定の締結や情報

交換等により連携を強化します。 

 

 

 

 主な対応方策 〇職員への情報伝達体制の整備

 主な対応方策 〇職員等の受援体制の整備

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

公共施設の適切な維持

管理や耐震化
〇

財政課、教育総務課、 

各施設担当課

 
② 本庁舎の代替機能の確保 〇 〇 総務課、財政課

 
③

公共施設における非常時

の電力確保
〇 〇 〇

財政課、教育総務課、環境

安全課、各施設担当課

 
④

基幹業務システム等の

対災害性の強化
〇 総務課

 
⑤

行政機関における感染

症対策
〇 〇 総務課、健康づくり課

 
⑥ 職員への情報伝達 〇 〇 総務課

 
⑦ 職員等の受援体制 〇 総務課



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 
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【リスクシナリオ】 

4-1　有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大

な影響 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

4-3　農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下 

 

 

 

事前に備えるべき目標　４ 経済活動を機能不全に陥らせない



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-1：有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大な影響
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〇風評被害等により、農産物等の売り上げが減少する。 

⇒　脆弱性評価　①③ 

〇風評被害等により、観光客が減少する。 

⇒　脆弱性評価　①④ 

〇農作物等の安全性が損なわれてしまう。 

⇒　脆弱性評価　②③ 

〇有害物質の流出により、環境が汚染される。 

⇒　脆弱性評価　② 

 

①風評被害対策（再掲 7-2、7-3） 

〇事故や災害等に起因する農林水産業や観光産業への風評被害に対応する体制を整備す

る必要があります。 

〇事故や災害等が発生した際に正確な情報発信や取材等に対応する体制を整備する必要

があります。 

②有害物質等への対応 

〇河川等へ油等の流出事故が発生した場合に、流出油等の防除・回収作業を迅速かつ的確

に実施する必要があります。 

〇放射能漏れに対応するため、放射線測定体制を整備する必要があります。 

③農産物の産地イメージ向上（再掲 7-2） 

〇被災時においても香取市産農産物の安全・安心を情報発信する必要があります。 

④観光地イメージの向上（再掲 7-3） 

〇被災時においても観光需要を早期に回復させる取組が必要です。 

 

①風評被害対策（再掲 7-2、7-3） 

〇過剰反応による風評被害を防ぎ、消費者・観光客等の安全・安心を確保するため、関係

機関等と連携し、正確な情報収集と迅速かつ的確な情報提供を行う体制を整備します。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 4-1
有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等に

よる経済等への甚大な影響

 施策分野 ❻情報通信　❼商工業・地域経済　❾農林水産　⓫環境衛生

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

放射線測定器の整備数
市等で所有している放射線

測定器の数
2器 2器 2器



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-1：有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大な影響

72 

〇市のイメージダウンにつながる風評被害を防ぐため、関係部署が連携し、相互に応援す

ることで取材等に対応し、正確な情報を発信できる体制を整備します。 

 

②有害物質等への対応 

〇有害物質の流出事故や放射能漏れに対応するため、有害・危険物質対応資機材や放射線

測定体制を整備します。 

 

③農産物の産地イメージ向上（再掲 7-2） 

〇平時から、かとり農業協同組合等と連携して販売促進活動を実施し、香取市産農産物の

イメージ向上やブランド化を図り、被災時においては安全・安心の情報を発信できる体

制を整備します。 

 

④観光地イメージの向上（再掲 7-3） 

〇平時から、観光協会や NPO 法人等と連携し、観光地としてのイメージ向上を図り、被災

時においては観光需要を早期に回復させる取組を推進します。 

 

 

 

 

 主な対応方策 〇適切な情報発信体制の整備

 主な対応方策 〇有害・危険物質対応資機材の整備　〇放射線測定体制の整備

 主な対応方策 〇農産物販売促進事業の実施　〇被災時における情報発信体制の整備

 主な対応方策 〇誘客事業の実施　〇被災時における情報発信体制の整備

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 風評被害対策 〇 〇

秘書広報課、商工観光課、

農政課

 
② 有害物質等への対応 〇 環境安全課

 
③

農産物の産地イメージ

向上
〇 〇 〇 〇 農政課

 
④ 観光地イメージの向上 〇 〇 〇 〇 商工観光課



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-2：食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響
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〇農地や農業水利施設の被災により、農作物の生産力が低下する。　 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇農業生産者の不足により、農産物の生産力が低下する。 

⇒　脆弱性評価　③ 

〇道路の被災により、生産・流通に支障がでる。 

⇒　脆弱性評価　④⑤⑥⑦ 

 

①農業生産基盤の整備（再掲 4-3） 

〇大規模自然災害による食料不足に備え、首都圏の食料供給基地として生産性の高い農業

生産基盤の整備を促進する必要があります。 

②農業水利施設等の維持管理　 

〇大規模自然災害後においても農業生産を継続するため、安定した農業用水を維持する必

要があります。 

③農業の担い手確保（再掲 4-3） 

〇農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでいるため、次世代の担い手を確保する必要が

あります。 

④道路網の整備（再掲 2-4、2-6、5-5） 

〇災害に強い道路ネットワークを構築するため、計画的な道路整備を行う必要があります。 

⑤道路施設の老朽化対策（再掲 2-4、2-6、5-5） 

〇更新時期を迎える道路施設について、適切な維持管理により長寿命化を図る必要があり

ます。 

⑥樹木の事前伐採（再掲 2-4、5-2、5-5） 

〇倒木による道路閉塞や停電を防止するため、事前に危険な樹木の伐採を行う必要があり

ます。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 4-2
食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚

大な影響

 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❺エネルギー　❽交通安全・公共交通　 

❾農林水産　❿道路・河川・治山等　⓮リスクコミュニケーション　 

⓯老朽化対策　⓰少子高齢化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

地域計画策定数

地域計画策定数（2020 の

実績は、集落・地域にお

ける人・農地プランの作

成数）

61 件 20 地区 20 地区



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-2：食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響
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⑦道の駅の防災機能強化　 

〇道の駅は、災害時に緊急避難場所や復旧・復興支援のための拠点となり得ることから、

機能の充実強化を図る必要があります。 

①農業生産基盤の整備（再掲 4-3） 

〇首都圏の食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田の大区画化など

のほ場整備を促進します。 

 

②農業水利施設等の維持管理　 

〇安定した農業用水を維持するため、農業水利施設の機能診断等を実施し、計画的な施設

の補修・更新を推進します。 

 

③農業の担い手確保（再掲 4-3） 

〇地域計画の見直しを支援し、集落営農組織や新規就農者などの担い手への農地の集積及

び企業参入を推進します。 

〇農業経営の安定化を図るため、法人化を促進します。 

 

④道路網の整備（再掲 2-4、2-6、5-5） 

〇道路ネットワークを強化するため、香取市幹線道路網整備計画等に基づいた市道整備を

実施します。 

〇一般国道 51 号や東関東自動車道は緊急輸送道路であることから適正な維持管理と整備

促進を要望します。 

〇道路ネットワークを構成する国県道の整備促進を要望します。 

 

⑤道路施設の老朽化対策（再掲 2-4、2-6、5-5） 

〇橋梁・法面・照明等の道路施設ごとの長寿命化計画等に基づき、計画的な点検・補修・

更新を実施します。 

 

⑥樹木の事前伐採（再掲 2-4、5-2、5-5） 

〇道路パトロールや住民からの情報を元に、事前に危険な樹木を把握し所有者に対し伐採

等を要請します。 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇農業生産基盤の整備

 
主な対応方策

〇農地・農業水利施設等の適切な保全管理の推進 

〇特定農業用管水路の更新への支援

 
主な対応方策

〇地域計画のブラッシュアップ　〇農業の担い手への農地集積 

〇法人化・企業参入の促進

 主な対応方策 〇道路網整備の推進　〇道路管理者への整備促進の要望

 
主な対応方策

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進

 
主な対応方策

〇日常的な危険個所の確認　〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-2：食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響
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⑦道の駅の防災機能強化　 

〇「道の駅・川の駅水の郷さわら」及び「道の駅くりもと紅小町の郷」は、災害時の食料

品の提供など防災機能を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な対応方策 〇道の駅・川の駅の防災機能の整備促進

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 農業生産基盤の整備 〇 〇 〇 〇 〇 農政課

 
②

農業水利施設等の維持

管理
〇 〇 〇 農政課

 
③ 農業の担い手確保 〇 〇 〇 〇 〇 農政課、農業委員会

 
④ 道路網の整備 〇 〇 土木課

 
⑤ 道路施設の老朽化対策 〇 〇 土木課

 
⑥ 樹木の事前伐採 〇 〇 〇 〇 総務課、土木課、農政課

 
⑦ 道の駅の防災機能強化 〇 〇 〇 商工観光課、農政課
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目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-3：農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下
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〇耕作放棄地等の増加により、農地の多面的機能が低下し、水害が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇農林業の担い手の減少により、農地や森林等が荒廃する。 

⇒　脆弱性評価　③⑤ 

〇森林の荒廃により、山腹崩壊の防備機能や水源涵養機能等が低下し、水害が発生する。 

⇒　脆弱性評価　④⑤ 

〇有害鳥獣類の増加により、農産物の被害が拡大する。 

⇒　脆弱性評価　⑥ 

 

①農業生産基盤の整備（再掲 4-2） 

〇大規模自然災害による食料不足に備え、首都圏の食料供給基地として生産性の高い農業

生産基盤の整備を促進する必要があります。 

②農地の多面的機能の維持　 

〇雨水貯留や土壌流出防止など、農地の有する多面的機能を維持するため、農地の荒廃を

防ぐ必要があります。 

③農業の担い手確保（再掲 4-2） 

〇農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでいるため、次世代の担い手を確保する必要が

あります。 

④森林環境の保全　 

〇森林の荒廃による山腹崩壊の防備機能、水源涵養機能等を維持するため、森林環境の保

全と整備を推進する必要があります。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 4-3
農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・

多面的機能の低下

 施策分野 ❾農林水産　❿道路・河川・治山等　⓰少子高齢化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

市内遊休農地の面積

農地法に基づく、農

地の「利用状況調査」に

よる面積

560ha 542ha 525ha

 

森林整備面積

香取市で実施された森林

整備事業による単年度の

森林整備面積（実績値は

過去５年の平均値）

2.5ha 1.0ha 2.5ha



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-3：農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下
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⑤林業の担い手確保　 

〇林業従事者の高齢化や後継者不足により森林の荒廃が進んでいるため、次世代の担い手

を確保する必要があります。 

⑥有害鳥獣類対策　 

〇農地・森林等の荒廃により有害鳥獣類が増加しているため、農産物への被害防止対策を

進める必要があります。 

①農業生産基盤の整備（再掲 4-2） 

〇首都圏の食料供給基地として、生産性の高い農業を実現するため、水田の大区画化など

のほ場整備を促進します。 

 

②農地の多面的機能の維持　 

〇農地を適切に保全管理することで、農地の荒廃を防ぎ、多面的機能の維持を図るため、

地域が共同で行う保全活動の継続的な実施を支援します。 

 

③農業の担い手確保（再掲 4-2） 

〇地域計画の見直しを支援し、集落営農組織や新規就農者などの担い手への農地の集積及

び企業参入を推進します。 

〇農業経営の安定化を図るため、法人化を促進します。 

 

④森林環境の保全　 

〇香取市森林整備計画による森林環境の保全と整備を推進するとともに、治山対策を促進

します。 

 

⑤林業の担い手確保　 

〇森林の保全・管理を適切に行うため、林業の次世代の担い手を確保・育成します。 

 

⑥有害鳥獣類対策　 

〇有害鳥獣類が増加しているため、市内猟友会と連携し、駆除等を実施します。 

〇農産物への被害防止対策として、地域住民や農業従事者への有害鳥獣対策の普及・啓発

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇農業生産基盤の整備

 主な対応方策 〇多面的機能活動組織の支援　〇耕作放棄地等解消対策の実施

 
主な対応方策

〇地域計画のブラッシュアップ　〇農業の担い手への農地集積 

〇法人化・企業参入の促進

 主な対応方策 〇森林の保全・整備の推進　〇治山対策の実施

 主な対応方策 〇林業の担い手確保・育成

 主な対応方策 〇有害鳥獣の駆除・捕獲・追い払いの実施 〇有害鳥獣対策の普及・啓発の実施



 
目標４：経済活動を機能不全に陥らせない 

シナリオ 4-3：農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 農業生産基盤の整備 〇 〇 〇 〇 〇 農政課

 
② 農地の多面的機能の維持 〇 〇 〇 〇 農政課、農業委員会

 
③ 農業の担い手確保 〇 〇 〇 〇 〇 農政課、農業委員会

 
④ 森林環境の保全 〇 〇 〇 〇 農政課

 
⑤ 林業の担い手確保 〇 〇 〇 〇 農政課

 
⑥ 有害鳥獣類対策 〇 〇 〇 〇 農政課、環境安全課



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる
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【リスクシナリオ】 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネ

ット・SNS など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の

収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5-2　電気・石油・ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標　５

情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料

供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最

小限に留めるとともに、早期に復旧させる



 目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-1：テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS

など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態
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〇防災行政用無線が使用不能となり、市民に情報が届かない。 

⇒　脆弱性評価　①③⑦ 

〇災害に関連する必要な情報が得られない。 

⇒　脆弱性評価　①③ 

〇要配慮者（高齢者・障害者・外国人等）に対し、災害情報等が届かない。 

⇒　脆弱性評価　②③⑦ 

〇テレビ・ラジオ以外の情報収集手段を持たない人に情報を伝えられない。 

⇒　脆弱性評価　②③⑦ 

〇要配慮者（高齢者・障害者・外国人等）に情報が届かない。 

⇒　脆弱性評価　②④⑦ 

〇市ウェブサイト等へアクセスが集中し、必要な情報が得られない。 

⇒　脆弱性評価　②④⑤ 

〇市ウェブサイトのデータセンターが、長期停電等により機能不全に陥る。 

⇒　脆弱性評価　③④⑥ 

〇SNS 等で誤った情報が発信され、混乱が生じる。 

⇒　脆弱性評価　③④ 

 
 
 
 
 
 
 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 

リスクシナリオ 5-1

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害

により、インターネット・SNS など、災害時に活用

する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝

達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態
 

施策分野
❶行政機能・警察・消防等　❹保健医療・福祉　❻情報通信　⓭市民参加　

⓰少子高齢化対策　⓱デジタル活用

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 見守りネットワーク

事業登録者数

見守りネットワーク事業

登録者数
501 人 529 人 550 人

 

広報車数

広報車として活用可能な車

両数（取外し可能な車載ス

ピーカーを含む）

5台 6台 6台

 防災情報の伝達手段の

種類

防災情報の伝達手段の種

類
－ 9種類

随時検証

と見直し



 目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-1：テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS

など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態
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①現場の情報収集 

　○避難所や災害現場からの情報収集の際、通信途絶や輻輳が想定され、通常の電話回線に

よる情報伝達は困難な場合があるため、平時から独自の防災通信網の整備充実と適切な

運用維持管理を図り、応急対策における情報伝達を迅速かつ効率的に進める必要があり

ます。 

②要配慮者に対する情報伝達 

〇情報を得ることが困難な要配慮者（高齢者・障害者・外国人等）に対する情報伝達手段

の充実を図る必要があります。 

③情報伝達体制（再掲 1-3、1-4、2-6） 

〇避難指示などの避難情報や大雨特別警報などの防災気象情報を迅速かつ効率的に提供

する必要があります。 

〇防災行政無線だけでなく、様々な情報伝達手段を運用していく必要があります。 

④SNS 等による誤情報対策　 

〇SNS 等により誤った情報が拡散すると、避難行動へ支障が出るため、正しい情報を迅速

に発信できる体制を整備する必要があります。 

⑤市ウェブサイトへのアクセス集中対策　 

〇災害時には市ウェブサイトへのアクセスが集中する事態が想定されるため、対策を検討

する必要があります。 

⑥市ウェブサイトのバックアップ体制の強化　 

〇遠隔地に設置している市ウェブサイトのサーバーとバックアップサーバーが同時に被

災した場合に備え、対策を実施する必要があります。 

⑦アナログベースの情報伝達手段 

〇長期、広域的な停電によりパソコンや携帯電話が使用不能となり、情報が得られない場

合の情報伝達手段を検討する必要があります。 

 

①現場の情報収集 

　○平時から独自の防災通信網の整備充実と適切な運用・維持管理を図り、応急対策におけ

る情報伝達を迅速かつ効率的に進めます。 

 

②要配慮者に対する情報伝達 

〇民生委員や市内介護サービス提供事業所、地域包括支援センター等と連携し、要配慮者

に応じた情報伝達体制を構築します。 

〇要配慮者に対する情報伝達手段を充実するため、自治会、住民自治協議会等が主催する

防災訓練や防災イベント等を奨励・支援します。 

〇家族等を通じた、要配慮者への情報伝達について周知します。 

〇外国人が、災害時等に情報を受け取れるように、発信情報の多言語化を検討します。 

 

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

○独自の防災通信網（移動系防災行政無線等）の適切な運用・維持管理 

○訓練を通じた機器操作の習熟 

○デジタル技術を活用した新たな手段の導入検討 

 
主な対応方策

〇要配慮者への情報伝達体制の構築　〇自治会、住民自治協議会等への支援 

〇家族等への情報伝達方法の周知　〇防災に関する情報の多言語化



 目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-1：テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS

など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態
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③情報伝達体制（再掲 1-3、1-4、2-6） 

〇正確な情報を全ての市民に届けるため、災害情報の伝達手段を多様化します。 

〇災害対応を迅速に実施するため、市民からの情報を適切に収集できる体制を整備します。 

〇通信施設等の適切な運用と保守点検を実施するほか、デジタル技術を活用した新たな手

段の導入など更新を適宜実施します。 

 

④SNS 等による誤情報対策　 

〇正確な情報を迅速に市ウェブサイトで公表します。 

〇市公式 SNS から正式な情報を発信する市ウェブサイトへの誘導を実施します。 

〇誤った情報に対応できる体制を構築するため、市公式 SNS からの発信情報を拡散する手

段を確保します。 

 

⑤市ウェブサイトへのアクセス集中対策　 

〇市ウェブサイトへのアクセス集中によるサーバーダウンに備え、SNS や防災行政用無線

などでも情報発信を行います。 

 

⑥市ウェブサイトのバックアップ確保　 

〇市ウェブサイトのバックアップ体制を強化するため、複数の遠隔地にバックアップサー

バーを確保します。 

〇キャッシュサイトを活用し、アクセス集中への対応をします。 

 

⑦アナログベースの情報伝達手段 

〇自治会経由でのチラシの各戸配布や避難所へ貼り紙等の掲示、広報車による情報伝達な

どアナログベースで情報を各世帯へ届ける体制を整備します。 

〇警察・消防団と連携した情報伝達を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な対応方策

〇情報伝達体制の確立　〇情報伝達手段の多様化　 

〇避難所における通信環境の整備　〇通信施設等の防災対策　 

〇情報通信技術（ICT）活用の検討

 
主な対応方策

〇市ウェブサイトでの情報提供　〇SNS での情報の拡散 

〇市公式 SNS から市ウェブサイトへの誘導

 主な対応方策 〇SNS や防災行政用無線などによる情報発信

 主な対応方策 〇複数のバックアップサーバーの確保

 
主な対応方策

〇アナログベースでの情報伝達の実施　〇広報車の確保 

〇警察・消防車両を活用した情報伝達の依頼



 目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-1：テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS

など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等  香取市 連携・協力
自治
会等

市民  体制
整備

計画 実施
推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 現場の情報収集 〇 〇 総務課

 
②

要配慮者に対する情報

伝達
〇 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、商工

観光課、社会福祉課、高齢

者福祉課

 
③ 情報伝達体制 〇 〇 〇 総務課、秘書広報課

 
④ SNS 等による誤情報対策 〇 〇 総務課、秘書広報課

 
⑤

市ウェブサイトへの

アクセス集中対策
〇 総務課、秘書広報課

 
⑥

市ウェブサイトのバック

アップ確保
〇 秘書広報課

 
⑦

アナログベースの情報

伝達手段
〇 〇

秘書広報課、市民協働課、

総務課、財政課、消防本部



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-2：電気・石油・ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止
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〇電気や灯油等の供給停止により、医療活動や行政機能、家庭生活に支障がでる。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑤ 

〇ガソリン等の供給停止により、車両が使用できなくなる。 

⇒　脆弱性評価　⑤ 

〇倒木・電柱の倒壊により、電線が寸断され電力供給ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　⑥⑦ 

 

①医療機関における非常時の電力確保（再掲 2-2） 

〇災害時の外部電源喪失時において医療活動が継続できるよう、非常用発電設備及び燃料

を確保する必要があります。 

〇自立・分散型エネルギー導入など、電力供給体制を確保する必要があります。 

②公共施設における非常時の電力確保（再掲 3-2） 

〇行政機能や学校教育の維持に当たって電力の確保が必須であるため、各施設において非

常用電力を確保する必要があります。 

③汚水処理施設における停電対策（再掲 5-4） 

〇停電による汚水処理施設の機能停止を最小限にするために、非常用発電設備等を整備す

る必要があります。 

④家庭や民間施設における非常時の電力確保　 

〇長期停電時に各家庭で生活するための電力を確保する必要があります。 

〇民間施設における自家用発電設備の整備を推進する必要があります。 

⑤電力・石油等の供給体制　 

〇大規模災害発生後の電力や石油等の早期供給体制を構築する必要があります。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 5-2
電気・石油・ガス等のエネルギーの長期間にわた

る供給停止

 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❷住宅・公園・都市機能・地籍調査 

❸上水道・下水道等　❹保健医療・福祉　❺エネルギー　 

❽交通安全・公共交通　❿道路・河川・治山等　⓬教育・文化　 

⓭市民参加　⓮リスクコミュニケーション

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

公共施設及び住宅用太

陽光発電設備の導入量

公共施設及び住宅用省エ

ネルギー設備設置補助金

交付申請による太陽光発

電設備発電出力(Kw)の合

計

3,646.1Kw 

（R元）
4,332Kw 5,005Kw



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  
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86 

⑥無電柱化の推進（再掲 1-1、5-5） 

〇電柱や電線の被災はライフラインの途絶や道路閉塞等に繋がるため、防災性の向上を図

る必要があります。 

⑦樹木の事前伐採（再掲 2-4、4-2、5-5） 

〇倒木による道路閉塞や停電を防止するため、事前に危険な樹木の伐採を行う必要があり

ます。 

 

①医療機関における非常時の電力確保（再掲 2-2） 

〇石油商業組合等との協定に基づく供給体制を確保します。 

〇災害拠点病院等の電力を確保するため、協定に基づく電源車配備や燃料等の供給体制を

構築します。 

〇地域の診療所等においても必要に応じ電力確保を支援します。 

 

②公共施設における非常時の電力確保（再掲 3-2） 

〇非常用発電機の整備状況について検証を行います。 

〇平時から非常用発電機の点検を実施します。 

〇2系統受電等も含めた、電力供給体制の確保を検討するとともに、非常時に電源として

も機能する電気自動車等を導入します。 

〇停電時においても、学校が運営できるよう、電力供給体制を強化します。 

 

③汚水処理施設における停電対策（再掲 5-4） 

〇停電により汚水処理施設の機能が停止しないよう、非常用発電機等の設備が未整備であ

る施設について整備を行います。 

 

④家庭や民間施設における非常時の電力確保　 

〇家庭において非常時に電力が確保できるよう太陽光発電設備等の設置を推進します。 

〇民間施設における自家用発電設備の整備を促進します。 

 

⑤電力・石油等の供給体制　 

〇一般送配電事業者や石油商業組合等のライフライン事業者との情報伝達訓練及び物資

輸送訓練等を実施します。 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇石油類燃料の供給体制の整備　〇電源車配備に係る協定の締結 

〇蓄電設備の整備　〇非常用電源設備の適切な維持管理

 
主な対応方策

〇非常用発電設備の整備　〇電気自動車等の導入 

〇再生可能エネルギーの活用及び蓄電設備の整備　〇備蓄計画の検討

 主な対応方策 〇非常用発電設備の整備　〇非常用エンジンポンプの整備

 
主な対応方策

〇住宅用省エネルギー設備設置補助 

〇家庭用蓄電池・充電池等の普及拡大の推進 

〇社会福祉施設等における自家用発電設備・防災改修等の整備促進

 主な対応方策 〇ライフライン事業者等との連携強化（総合防災訓練等）



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  
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⑥無電柱化の推進（再掲 1-1、5-5） 

〇幹線道路、市街地におけるライフラインの確保や道路閉塞を防止するため、液状化リス

クの低い市街地において、電線類の地中化等の検討を行い、無電柱化を推進します。 

 

⑦樹木の事前伐採（再掲 2-4、4-2、5-5） 

〇道路パトロールや住民からの情報を元に、事前に危険な樹木を把握し所有者に対し伐採

等を要請します。 

 

 

 主な対応方策 〇無電柱化の推進

 
主な対応方策

〇日常的な危険個所の確認　〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

医療機関における非常時

の電力確保
〇 〇 〇 〇 〇 〇 総務課、健康づくり課

 
②

公共施設における非常時

の電力確保
〇 〇 〇

財政課、教育総務課、環境

安全課、各施設担当課

 
③

汚水処理施設における

停電対策
〇 下水道課

 
④

家庭や民間施設における

非常時の電力確保
〇 〇 〇

環境安全課、高齢者福祉

課

 
⑤ 電力・石油等の供給体制 〇 〇 〇 〇 総務課

 
⑥ 無電柱化の推進 〇 〇 〇 〇 土木課

 
⑦ 樹木の事前伐採 〇 〇 〇 〇 総務課、土木課、農政課
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目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-3：上水道施設の長期間にわたる供給停止
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〇水道施設の損壊により、水の供給ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑥ 

〇液状化による水道管の損壊等により、水の供給ができなくなる。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑥ 

〇異常渇水や洪水による河川の土砂堆積、噴火に伴う降灰等により、上水道等の機能が停止する。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑤⑥ 

〇上水道施設の復旧が長期化し、飲料水等が供給できない。 

⇒　脆弱性評価　②③④⑥ 
 

①水道施設の耐震化・老朽化対策（再掲 1-3、2-4） 

〇水道の管路や浄水施設等について、災害に強い水道施設の構築を図る必要があります。 

②危機管理マニュアルの運用 

〇緊急時において業務が継続できるように、災害種別ごとの対応方法を確認する必要があ

ります。 

③応急給水体制・応急復旧体制（再掲 2-4） 

〇災害時に迅速かつ的確に応急給水活動や応急復旧活動が行えるよう、関係団体等との連

携を強化する必要があります。 

〇上水道施設の被災により給水体制が機能しない事態に備えて広域的な受援体制を整備

する必要があります。 

〇応急給水活動に必要な資機材や耐震性貯水槽、給水拠点などを確保する必要があります。 

④飲料水等の備蓄　 

〇災害時に生活必要物資等が不足しないよう、計画的な備蓄や災害時の供給体制を整備す

る必要があります。 

⑤水源の安定確保 

〇水道原水の安定的な確保のために、取水口付近の河川堆積物撤去について河川管理者と

協議して実施する必要があります。 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 5-3 上水道施設の長期間にわたる供給停止

 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❸上水道・下水道等　❹保健医療・福祉 

❿道路・河川・治山等　⓭市民参加　⓮リスクコミュニケーション　 

⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

飲料水備蓄量
浄水場等に貯留する貯水

量
11,115 ㎥ 12,375 ㎥ 12,532 ㎥



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-3：上水道施設の長期間にわたる供給停止
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⑥社会福祉施設の給水設備設置の普及 

〇社会福祉施設の給水設備設置を推進する必要があります。 

 

①水道施設の耐震化・老朽化対策（再掲 1-3、2-4） 

〇災害に強い水道施設の構築を図るため、石綿セメント管などの老朽管の更新や耐震性に

課題のある浄水施設の耐震化を実施します。 

 

②危機管理マニュアルの運用　 

〇緊急時において業務が継続できるように、各災害に対応した危機管理マニュアルを更新

し運用体制を構築します。 

 

③応急給水体制・応急復旧体制（再掲 2-4） 

〇千葉県水道災害相互応援協定や日本水道協会災害時相互応援に関する協定を活用し、応

急給水体制の充実を図ります。 

〇物資調達に係る協定を締結し、備蓄用飲料水を確保します。 

〇災害時に備え、他自治体等との相互応援協定を締結します。 

〇耐震性貯水槽により飲料水の確保を行います。 

〇給水拠点や給水用資機材を確保するとともに耐震性貯水槽を整備します。 

 

④飲料水等の備蓄　 

〇ローリングストック法による飲料水等の備蓄を行います。 

〇物資調達に係る協定を締結し、備蓄用飲料水を確保します。 

 

⑤水源の安定確保　 

〇取水口付近の河川堆積物撤去について、適正な河道維持を含め河川管理者と協議します。 

〇緊急時に備え、建設業協会との協定に基づく連携体制を強化し、迅速な浚渫を実施でき

る体制を確立します。 

 

⑥社会福祉施設の給水設備設置の普及 

　〇社会福祉施設の給水設備設置を推進します。 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇老朽管等の更新　〇浄水施設・管路等の耐震化の実施　

 主な対応方策 〇危機管理マニュアルの更新

 
主な対応方策

〇応急給水体制の充実　〇備蓄用飲料水の調達に係る協定の締結 

〇災害時応援協定の締結　〇耐震性貯水槽の適正管理と操作訓練の実施 

〇耐震性貯水槽の整備　〇給水拠点や給水用資機材の確保

 主な対応方策 〇飲料水等の備蓄　〇備蓄倉庫の整備　〇家庭における飲料水等の備蓄の推進

 主な対応方策 〇河川管理者との協議　〇復旧体制の確立　〇建設業協会との連携強化

 主な対応方策 〇社会福祉施設への給水設備整備・防災改修等の支援



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-3：上水道施設の長期間にわたる供給停止
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

水道施設の耐震化・老朽化

対策
〇 水道課

 
②

危機管理マニュアルの

運用
〇 水道課

 
③

応急給水体制・応急復旧

体制
〇 〇 〇 〇 総務課、水道課

 
④ 飲料水等の備蓄 〇 〇 〇 総務課、水道課

 
⑤ 水源の安定確保 〇 〇 〇 〇 水道課

 
⑥

社会福祉施設の給水設備

設置の普及
〇 〇 高齢者福祉課
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目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-4：汚水処理施設の長期間にわたる機能停止
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〇汚水処理施設等（公共下水道、農業集落排水、地域汚水処理施設）が破損や浸水、停電に

より、機能が停止する。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑤ 

〇液状化により管渠やマンホール等が被災し、機能が停止する。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑤ 

〇老朽化した浄化槽の被災により、機能が停止する。 

⇒　脆弱性評価　⑥ 

 

①汚水処理施設等の耐震化・老朽化対策（再掲 2-7） 

〇大規模地震による汚水処理施設等の機能停止を防ぐために、耐震化・老朽化対策を推進

する必要があります。 

②マンホールトイレの整備（再掲 2-7） 

〇災害時に下水道施設の機能停止による衛生状況の悪化を防ぐためにトイレ対策を実施

する必要があります。 

③汚水処理施設等の水害対策　 

〇大雨による内水及び洪水災害が発生した場合の被害を最小限にするために、汚水処理施

設等の耐水化を実施する必要があります。 

④下水道 BCP の策定（再掲 2-7） 

〇災害時や停電時に、下水道の機能維持や速やかな機能回復が図られるよう、下水道 BCP

の策定と定期的な見直しをするとともに、業務継続に必要な資機材等の確保を行う必要

があります。 

⑤汚水処理施設における停電対策（再掲 5-2） 

〇停電による汚水処理施設の機能停止を最小限にするために、非常用発電設備等を整備す

る必要があります。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 5-4 汚水処理施設の長期間にわたる機能停止

 
施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❸上水道・下水道等　❹保健医療・福祉　 

❺エネルギー　⓫環境衛生　⓮リスクコミュニケーション　⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

下水道の老朽化対策数
ストックマネジメント計

画に基づく改築実施数
1箇所 8箇所 17 箇所

 
汚水処理施設における

停電対策実施率

汚水処理施設数に対する

停電対策実施済み施設数

の割合

80％ 86％ 100％



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  
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⑥合併処理浄化槽への転換 

　〇単独処理浄化槽について、災害に強い新しい合併処理浄化槽への転換を促進する必要が

あります。 

 

①汚水処理施設等の耐震化・老朽化対策（再掲 2-7） 

〇災害に強い下水道施設の構築を図るため、汚水処理施設等の耐震化と老朽化した施設の

改築・更新を実施します。 

 

②マンホールトイレの整備（再掲 2-7） 

〇災害時に衛生状況の悪化を防ぐために、避難場所等において設置可能な基数等を検討し、

マンホールトイレを整備します。 

 

③汚水処理施設等の水害対策　 

〇想定される内水及び洪水災害に対し、汚水処理施設の耐水能力を把握し、被災時に汚水

処理機能が確保できるよう耐水化を実施します。 

 

④下水道 BCP の策定（再掲 2-7） 

〇災害時や停電時に、迅速に機能回復を図れるよう、下水道 BCP の策定及び定期的な見直

しを行います。 

〇汚水処理機能を確保するために必要な資機材・備蓄物資等を確保します。 

〇関係団体・民間企業に対し、速やかに支援を要請できるよう災害支援協定を締結し、平

常時から連絡体制の確認や情報共有等を行い、連携を強化します。 

 

⑤汚水処理施設における停電対策（再掲 5-2） 

〇停電により汚水処理施設の機能が停止しないよう、非常用発電機等の設備が未整備であ

る施設について整備を行います。 

 

⑥合併処理浄化槽への転換　 

〇浄化槽設置対象区域に対し、合併処理浄化槽設置推進事業の補助制度等の周知を行い、

災害に強い新しい合併処理浄化槽への転換等を推進します。 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

主な対応方策

〇総合地震対策計画に基づく公共下水道施設の耐震化の実施 

〇ストックマネジメント計画に基づく公共下水道施設の維持管理及び計画的な

改築・更新の実施 

〇機能診断及び最適整備構想に基づく農業集落排水施設の耐震化・老朽化対策

の実施 

〇地域汚水処理施設の耐震化・老朽化対策の実施

 主な対応方策 〇マンホールトイレの整備

 
主な対応方策

〇公共下水道施設の耐水化計画を策定、施設耐水化の実施 

〇集落排水施設の耐水化の実施　〇地域汚水処理施設の耐水化の実施

 
主な対応方策

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保　〇災害支援協定の締結

 主な対応方策 〇非常用発電設備の整備　〇非常用エンジンポンプの整備

 主な対応方策 〇合併処理浄化槽の整備推進



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

汚水処理施設等の耐震

化・老朽化対策
〇 下水道課

 
② マンホールトイレの整備 〇 下水道課

 
③

汚水処理施設等の水害

対策
〇 〇 下水道課

 
④ 下水道 BCP の策定 〇 〇 下水道課

 
⑤

汚水処理施設における

停電対策
〇 下水道課

 
⑥ 合併処理浄化槽への転換 〇 〇 下水道課
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目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  
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〇沿道の建築物等の倒壊により、道路が通行不能となる。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇道路施設の損壊により、道路が通行不能となる。 

⇒　脆弱性評価　②③ 

〇被災により、公共交通（鉄道・路線バス・循環バス等）機能が麻痺する。 

⇒　脆弱性評価　②③④⑤⑥⑦ 

〇倒木や電柱の倒壊、大規模噴火による降灰等により道路が通行不能となる。 

⇒　脆弱性評価　④⑤ 

〇道路復旧の長期化により、生活物資が供給できない。 

⇒　脆弱性評価　⑥ 
 

①住宅や民間施設の耐震化・危険ブロック塀対策（再掲 1-1） 

〇住宅の耐震化率が 80.0％（H30）に留まることから、住宅やその他建築物の耐震化を促

進する必要があります。 

〇民間施設の耐震化を推進する必要があります。 

②道路網の整備（再掲 2-4、2-6、4-2） 

〇災害に強い道路ネットワークを構築するため、計画的な道路整備を行う必要があります。 

③道路施設の老朽化対策（再掲 2-4、2-6、4-2） 

〇更新時期を迎える道路施設について、適切な維持管理により長寿命化を図る必要があり

ます。 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 5-5
交通ネットワークの機能停止による物流・人流へ

の甚大な影響

 
施策分野

❷住宅・公園・都市機能・地籍調査　❺エネルギー　❽交通安全・公共交通　 

❿道路・河川・治山等　⓮リスクコミュニケーション　⓯老朽化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

道路改良率

市道認定した道路の総延長に対し

て、道路幅員を 5.5ｍ以上の道

路にした割合 

（出典：道路施設現況調査）

61.28％ 61.63％ 67.40％

 

道路舗装率

市道認定した道路の総延長に対し

て、アスファルト・コンクリ

ート舗装を実施した割合 

（出典：道路施設現況調査）

81.60％ 81.74％ 85.10％



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  
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④無電柱化の推進（再掲 1-1、5-2） 

〇電柱や電線の被災はライフラインの途絶や道路閉塞等に繋がるため、防災性の向上を図

る必要があります。 

⑤樹木の事前伐採（再掲 2-4、4-2、5-2） 

〇倒木による道路閉塞や停電を防止するため、事前に危険な樹木の伐採を行う必要があり

ます。 

⑥道路・交通安全施設の復旧体制　 

〇被災による道路閉塞は、救助活動や災害復旧活動などに甚大な影響を及ぼすため、対策

を検討する必要があります。 

〇被災したカーブミラー、ガードレール等の交通安全施設について、早期に復旧できる体

制を整備する必要があります。 

⑦公共交通事業者との協力体制（再掲 2-5） 

〇被災により公共交通網が麻痺する恐れがあるため、代替輸送手段等について検討する必

要があります。 

 

①住宅や民間施設の耐震化・危険ブロック塀対策（再掲 1-1） 

〇住宅やその他建築物の耐震化を促進するため、危険性や耐震化の必要性について啓発・

広報活動を行います。 

〇耐震診断や危険ブロック塀撤去、耐震補強工事等を行う市民等に対し、費用の助成を行

います。 

〇民間施設の耐震化を推進します。 

 

②道路網の整備（再掲 2-4、2-6、4-2） 

〇道路ネットワークを強化するため、香取市幹線道路網整備計画等に基づいた市道整備を

実施します。 

〇一般国道 51 号や東関東自動車道は緊急輸送道路であることから適正な維持管理と整備

促進を要望します。 

〇道路ネットワークを構成する国県道の整備促進を要望します。 

 

③道路施設の老朽化対策（再掲 2-4、2-6、4-2） 

〇橋梁・法面・照明等の道路施設ごとの長寿命化計画等に基づき、計画的な点検・補修・

更新を実施します。 

 

④無電柱化の推進（再掲 1-1、5-2） 

〇幹線道路、市街地におけるライフラインの確保や道路閉塞を防止するため、液状化リス

クの低い市街地において、電線類の地中化等の検討を行い、無電柱化を推進します。 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇耐震診断・改修費用助成　〇危険ブロック塀等撤去助成 

〇耐震診断実施者に対するフォローアップ 

〇社会福祉施設への耐震化・防災改修等の支援

 主な対応方策 〇道路網整備の推進　〇道路管理者への整備促進の要望

 
主な対応方策

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進

 主な対応方策 〇無電柱化の推進



 
目標５：情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

シナリオ 5-5：交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響
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⑤樹木の事前伐採（再掲 2-4、4-2、5-2） 

〇道路パトロールや住民からの情報を元に、事前に危険な樹木を把握し所有者に対し伐採

等を要請します。 

 

⑥道路・交通安全施設の復旧体制　 

〇建設業協会との協定に基づく連携体制を強化し、迅速な道路復旧を実施できる体制を確

立します。 

〇道路復旧に当たり優先的に取り組む路線等を検討します。 

 

⑦公共交通事業者との協力体制（再掲 2-5） 

〇事業者との協力体制を構築し、臨時バスやタクシーなどの代替輸送手段を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な対応方策

〇日常的な危険個所の確認　〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

 
主な対応方策

〇道路等の復旧体制の確立　〇建設業協会との連携強化 

〇優先復旧道路の検討　〇交通安全施設の早期復旧　

 主な対応方策 〇公共交通事業者との協力体制の構築　〇代替輸送手段の確保

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

住宅や民間施設の耐震

化・危険ブロック塀対策
〇 〇 〇

都市整備課、高齢者福祉

課

 
② 道路網の整備 〇 〇 土木課

 
③ 道路施設の老朽化対策 〇 〇 土木課

 
④ 無電柱化の推進 〇 〇 〇 〇 土木課

 
⑤ 樹木の事前伐採 〇 〇 〇 〇 総務課、土木課、農政課

 
⑥

道路・交通安全施設の

復旧体制
〇 〇 〇 〇 〇 土木課、環境安全課

 
⑦

公共交通事業者との

協力体制
〇 〇 企画政策課



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する
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【リスクシナリオ】 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、

企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できな

くなる事態 

6-2　大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興の大幅な遅

延 

6-3　応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難生活の長期化 

6-4　地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

6-5　液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・復興の大幅

な遅延 

6-6　土地境界情報の混乱及び消失等により、復興事業に着手できない事態 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標　６
地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で

復興できる条件を整備する



 目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-1：災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労

働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態
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〇被災により、復興を支える人材が確保できない。 

⇒　脆弱性評価　①②③④⑤ 

〇災害査定の遅れにより、復旧工事等に時間がかかる。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇職員の不足により、罹災証明の発行に時間がかかる。 

⇒　脆弱性評価　① 

 

①職員等の受援体制（再掲 3-2） 

〇職員の被災や想定を超える事態等により人員が不足した場合に備えて、応援職員や支援

物資の早期受け入れを図るため、受援体制を構築する必要があります。 

②専門的人材の受入　 

〇被災市町村応援職員確保システムの活用等により、復旧を迅速に行える専門的人材を確

保するとともに、受援体制を充実させる必要があります。 

③ボランティアの受入（再掲 6-4） 

〇災害時のボランティアの受入れや活動の調整及び運営が円滑に行われるように、市内ボ

ランティア団体との連携を強化する必要があります。 

④建設業協会等との連携　 

〇災害時において被災状況の把握や応急措置などを迅速かつ的確に対応できるよう、建設

業協会等との連携を強化する必要があります。 

⑤建設産業の担い手確保　 
〇建設産業従事者の高齢化、若年層の離職率の高さなどにより、地域を守る建設産業従事

者が不足し、災害発生時等の対応力が低下する可能性があるため、担い手を確保する必

要があります。 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 6-1

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボ

ランティア、NPO、企業、労働者、地域に精通し

た技術者等）の不足等により復興できなくなる事

態
 

施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❼商工業・地域経済　❽交通安全・公共交通　

❿道路・河川・治山等　⓭市民参加　⓮リスクコミュニケーション　 

⓰少子高齢化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

受援計画の策定
災害時における受援計画の

策定
― 未策定 策定



 目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-1：災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労

働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態
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①職員等の受援体制（再掲 3-2） 

〇職員等の受援体制を整備するため、平時から他自治体等との相互応援協定の締結や情報

交換等により連携を強化します。 

 

②専門的人材の受入　 

〇復旧を迅速に行える応急体制を充実させるため、国、県等からの専門的人材の受入体制

を整備します。 

 

③ボランティアの受入（再掲 6-4） 

〇ボランティアの活動・受入れを円滑に進めるために、市内ボランティア団体のボランテ

ィアリーダー等の人材育成を推進します。 

〇発災時に設置される災害ボランティアセンターと協力し、ボランティアの受入体制を整

備するとともに、ボランティアの要請状況等を把握する体制を整備します。 

 

④建設業協会等との連携　 

〇千葉県建設業協会と締結している災害協定に基づき、毎年、協力計画書の確認を行い、

災害時のパトロール順路、担当業者の調整を実施します。 

 

⑤建設産業の担い手確保　 
〇若年層の入職率の増加及び離職率の軽減を図るため、完全週休２日制の導入等の現場環

境の改善を促進します。 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇職員等の受援体制の整備

 
主な対応方策

〇緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、災害時情報連絡員（リエゾン）等の専門的人

材の受入体制の整備

 主な対応方策 〇ボランティア受入体制の整備　〇ボランティアセンター設置に対する支援

 主な対応方策 〇災害協定に基づく連携の強化、情報共有

 主な対応方策 〇建設産業の担い手確保

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 職員等の受援体制 〇 総務課

 
② 専門人材の受入 〇 〇

総務課、土木課、都市整

備課

 
③ ボランティアの受入 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、社

会福祉課

 
④ 建設業協会等との連携 〇 〇 〇

土木課、水道課、下水道

課

 
⑤ 建設産業の担い手確保 〇 〇

土木課、水道課、下水道

課



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-2：大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興の大幅な遅延
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〇災害に伴う大量の廃棄物が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇災害廃棄物の受入ができず、復旧・復興が遅れてしまう。 

⇒　脆弱性評価　①②④ 

〇廃棄物処理施設の被災により、廃棄物処理の機能が低下する。 

⇒　脆弱性評価　①②④ 

〇災害廃棄物を仮置きするストックヤードが、不足する。 

⇒　脆弱性評価　③ 

 

①災害廃棄物処理体制の構築　 

〇大規模災害時には、大量に廃棄物が発生することから香取市災害廃棄物処理計画に基づ

く体制の構築を進める必要があります。 

②廃棄物処理施設の長寿命化　 

〇地域の核となる廃棄物処理施設が災害時に稼働不能とならないよう、施設の長寿命化を

着実に推進する必要があります。 

③災害廃棄物の仮置きストックヤードの確保　 

〇災害廃棄物が大量に発生すると、迅速かつ適切な廃棄物処理が困難となることから、仮

置きするためのストックヤードを確保する必要があります。 

④自治体間や民間事業者との連携強化　 

〇大量に発生する災害廃棄物の運搬・分別・処分を円滑に進めるため、自治体間や民間事

業者との協力体制を構築する必要があります。 

 

①災害廃棄物処理体制の構築　 

〇大量に発生した廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、香取市災害廃棄物処理計画に基

づき、廃棄物処理体制を構築します。 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇災害種別ごとに対応した災害廃棄物処理体制の構築

 

リスクシナリオ 6-2
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復

旧・復興の大幅な遅延

 施策分野 ⓫環境衛生　⓮リスクコミュニケーション

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

災害廃棄物のストックヤ

ードの面積

災害種別ごとに必要な仮

置きスットクヤードの面

積

0.8ha 0.8ha 0.8ha



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-2：大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興の大幅な遅延
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②廃棄物処理施設の長寿命化　 

〇廃棄物処理施設について、長寿命化を図るため、個別施設計画に基づき計画的な修繕を

実施します。 

 

③災害廃棄物の仮置きストックヤードの確保　 

〇香取市災害廃棄物処理計画に基づき、ストックヤードを確保し整備を行います。 

 

④自治体間や民間事業者との連携強化　 

〇香取広域市町村圏事務組合構成市町間の協力体制を強化します。 

〇民間事業者との協定に基づいた連携体制を強化するとともに、更なる体制強化のために

新たな協定締結を検討します。 

 

 

 

 主な対応方策 〇廃棄物処理施設の長寿命化対策の推進

 主な対応方策 〇災害廃棄物を仮置きするストックヤードの複数確保と整備

 主な対応方策 〇災害廃棄物処理の受援体制の整備

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

災害廃棄物処理体制の

構築
〇 環境安全課

 
②

廃棄物処理施設の

長寿命化
〇 環境安全課、香取広域

 
③

災害廃棄物の仮置き

ストックヤードの確保
〇 環境安全課

 
④

自治体間や民間事業者

との連携強化
〇 〇 〇 〇 環境安全課、香取広域



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-3：応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難生活の長期化

105 

 

 

〇被災者に対する応急仮設住宅の提供に時間がかかる。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇避難所生活の長期化により、健康被害が発生する。 

⇒　脆弱性評価　①② 

 

①応急仮設住宅等の整備体制　 

〇災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提供のため、千葉県との協力体

制を引き続き維持していく必要があります。 

②応急仮設住宅用地の確保　 

〇災害時に迅速に応急仮設住宅の建設に着手するため、あらかじめ候補となる用地を確保

しておく必要があります。 

 

①応急仮設住宅等の整備体制　 

〇被災住宅所有者に対して迅速に対応するため、千葉県との協力体制の維持・強化に努め

ます。 

 

②応急仮設住宅用地の確保　 

〇応急仮設住宅の建設候補地を選定し、インフラ整備状況等を調査のうえ、台帳を整備し

ます。 

〇応急仮設住宅の建設候補地で不足するインフラ等を整備します。 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整備

 
主な対応方策

〇応急仮設住宅用地の早期確保　〇台帳の整備 

〇基本インフラの整備

 

リスクシナリオ 6-3
応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難

生活の長期化

 施策分野 ❷住宅・公園・都市機能・地籍調査　⓮リスクコミュニケーション

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

応急仮設住宅の整備可能

棟数

応急仮設住宅の建設候補地の

うち、給排水等のインフラが

整備された候補地に建設可

能な棟数

253 棟 327 棟 615 棟



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-3：応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難生活の長期化
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 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

応急仮設住宅等の整備

体制
〇 〇 〇 都市整備課

 
② 応急仮設住宅用地の確保 〇 〇 都市整備課



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-4：地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延
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〇地域の人材不足により、災害への対応が遅れる。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇自助・共助による応急対応が進まない。 

⇒　脆弱性評価　①③ 

 

①地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、1-4、2-1、5-1） 

〇大規模災害時に被害を最小限にするためには、地域住民による自助・共助の取組が大変

重要であることから、地域一丸となった災害対応体制を構築する必要があります。 

②ボランティアの受入（再掲 6-1） 

〇災害時のボランティアの受入れや活動の調整及び運営が円滑に行われるように、市内ボ

ランティア団体との連携を強化する必要があります。 

③地区集会施設の整備　 

〇災害時の活動拠点としての機能を確保するため、地区集会施設の整備や維持管理を支援

する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 6-4
地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅

な遅延

 施策分野 ❶行政機能・警察・消防等　⓬教育・文化　⓭市民参加

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

自治会加入率

全世帯数に占める自治会・町

内会に加入している世帯

の割合

72.96％ 71.36％ 70.00％



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-4：地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延
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①地域防災力の向上（再掲 1-1、1-2、1-4、2-1、2-6） 

〇自助・共助の働きを高めるため、自治会、住民自治協議会等が主催する地域防災訓練や

防災意識の高揚を図るイベントなど、平時からの地域活動を奨励・支援します。 

〇消防団と自主防災組織の地域防災への取組を強化します。 

〇自主防災組織への資機材支援等により地域防災力の向上を図ります。 

〇平時より防災・減災に効果的に取り組むため、学校、家庭、地域、行政が連携・協力し

防災教育、防災訓練を実施します。 

〇自発的な防災ボランティア活動を行う防災士の資格取得等を支援し、一人でも多くの担

い手の養成を推進します。 

 

②ボランティアの受入（再掲 6-1） 

〇ボランティアの活動・受入れを円滑に進めるために、市内ボランティア団体のボランテ

ィアリーダー等の人材育成を推進します。 

〇発災時に設置される災害ボランティアセンターと協力し、ボランティアの受入体制を整

備するとともに、ボランティアの要請状況等を把握する体制を整備します。 

 

③地区集会施設の整備　 

〇災害時の活動拠点としての機能を確保するため、地区集会施設について自治会が行う施

設の整備や適切な維持管理を支援します。 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

主な対応方策

〇防災教育の推進　〇消防団員の加入促進　 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実による機能強化 

○防災士の資格取得支援　〇自治会に対する支援の充実

 主な対応方策 〇ボランティア受入体制の整備　〇ボランティアセンター設置に対する支援

 主な対応方策 〇地区集会施設の整備等の支援

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 地域防災力の向上 〇 〇 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、学

校教育課、消防本部

 
② ボランティアの受入 〇 〇 〇

総務課、市民協働課、社

会福祉課

 
③ 地区集会施設の整備 〇 〇 市民協働課



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-5：液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延
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〇上下水道施設が被災し、上下水道施設が使用不能になる。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇住宅が被災し、傾きや倒壊等の被害が発生する。 

⇒　脆弱性評価　②③ 

 

①上下水道施設の液状化対策　 

〇上下水道施設については、その機能の維持や早期復旧が、市民の生活に大きく影響する

ものであることから、液状化対策を実施する必要があります。 

②住宅の液状化対策　 

〇液状化により住宅に被害が発生する可能性が高いことから、液状化対策についての情報

を周知する必要があります。 

③液状化ハザードマップの検討　 

〇東日本大震災では、広い範囲で液状化が発生したことから、市民に液状化しやすいエリ

ア等の情報を周知する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 6-5
液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による

復旧・復興の大幅な遅延

 
施策分野

❶行政機能・警察・消防等　❷住宅・公園・都市機能・地籍調査 

❸上水道・下水道等

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

下水道の耐震化率

管渠：重要な幹線等の耐震

化率 

施設：耐震化が必要な施

設の耐震化率

管渠：

18.7% 

施設： 

5.0%

管渠：

88.9% 

施設： 

5.3%

管渠：

97.2% 

施設：

23.1%



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-5：液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延
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①上下水道施設の液状化対策　 

〇液状化による被害を最小限にするために、上下水道施設、管渠、マンホールの耐震化（液

状化対策）を実施します。 

 

②住宅の液状化対策　 

〇香取市液状化対策検討委員会において検討された地質調査結果等について、市民に広

報・周知します。 

〇住宅に液状化対策工事を施工する者に対して助成金を交付します。 

 

③液状化ハザードマップの検討　 

〇千葉県作成の「ちば地震被害想定のウェブサイト」や「液状化しやすさマップ」を広報・

周知するほか、香取市における液状化ハザードマップの作成を検討します。 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 
主な対応方策

〇上下水道施設の耐震化（液状化対策）の実施 

〇上下水道管渠及びマンホールの耐震化（液状化対策）の実施

 主な対応方策 〇住宅の液状化対策の広報・周知　〇液状化対策事業助成金の交付

 主な対応方策 〇液状化エリアの広報・周知　〇液状化マップの作成

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
①

上下水道施設の液状化

対策
〇 水道課、下水道課

 
② 住宅の液状化対策 〇 〇 都市整備課

 
③

液状化ハザードマップ

の検討
〇 総務課、都市整備課



 
目標６：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

シナリオ 6-6：土地境界情報の混乱及び消失等により、復興事業に着手できない事態
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〇土砂災害や液状化等により、境界情報の消失等し、土地の境界が不明確になる。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇土地の境界が不明確なことにより、地権者間での境界紛争が発生する。 

⇒　脆弱性評価　① 
 
 

①地籍調査　 

〇地震、土砂災害等の被害から土地境界等が不明確になり、災害等からの復旧・復興が大

幅に遅れることや隣接する地権者間での境界紛争の発生を防ぐため、地籍調査の更なる

推進を図る必要があります。 

 

①地籍調査　 

〇計画的に地籍調査を実施し、地籍（地籍簿、地籍図）を整備します。 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇地籍調査の推進

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 地籍調査 〇 〇 土木課

 

リスクシナリオ 6-6
土地境界情報の混乱及び消失等により、復興事業

に着手できない事態

 施策分野 ❷住宅・公園・都市機能・地籍調査

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

地籍調査進捗率
香取市全域における地籍

調査の進捗率
33.97% 35.32％ 36.53%



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る
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【リスクシナリオ】 

7-1　後世に残すべき貴重な文化遺産の被災 

7-2　農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による地域経済への影響 

7-3　商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による地域経済への影響 

 

 

事前に備えるべき目標　７

文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・

商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興

を図る



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る  

シナリオ 7-1：後世に残すべき貴重な文化遺産の被災
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〇文化財等が被災し、貴重な文化財が滅失・損傷する。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇文化財等の滅失により、地域の衰退や観光客が減少する。 

⇒　脆弱性評価　①② 

〇地域文化が後継者不足により衰退する。 

⇒　脆弱性評価　③ 

 

①文化財の防災対策　 

〇建造物・史跡・天然記念物等の文化財は屋外に所在しており、文化財そのものが被災す

る危険性が常にあるため、対策を検討する必要があります。 

〇防災対策や被災時の復旧等には高額な費用が必要となることから、支援等を行う必要が

あります。 

〇被災時における被害状況の確認や復旧事業を早急に進める必要があります。 

②文化財保管施設の防災対策　 

〇建造物以外の有形文化財や祭礼用具等の保管・展示施設が被災することにより、収蔵す

る文化財等が影響を受ける危険性があるため、対策を実施する必要があります。 

③無形文化財等の継承　 

〇無形文化財、無形の民俗文化財、地域に伝わる伝統行事等は、一度途絶えると再興が難

しいことから、調査・記録や継承者の育成が必要です。 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 7-1 後世に残すべき貴重な文化遺産の被災

 施策分野 ⓬教育・文化　⓭市民参加　⓰少子高齢化対策

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2）

2024

（R6）

2027

（R9）
 

有形･無形文化財の

実態調査数

実態調査を実施して記録

保存した数（５年間の累

計）

― 186 件 258 件

 
文化財建造物及び文化

財保管施設の点検･把

握数

文化財建造物や文化財

保管施設の防災・防火対

策を点検・把握した数

（５年間の累計）

― 21 件 24 件



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る  

シナリオ 7-1：後世に残すべき貴重な文化遺産の被災
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①文化財の防災対策　 

〇歴史的建造物や史跡、天然記念物等の防災・防火対策を推進します。 

〇国県及び所有者、管理者との連携を図り、被災からの復旧を実施・支援します。 

 

②文化財保管施設の防災対策　 

〇市が管理する伊能忠敬記念館等の文化財保管施設の防災・防火対策を実施します。 

〇佐原の山車蔵等の文化財保管施設の防災・防火対策への支援を実施します。 

 

③無形文化財等の継承　 

〇無形文化財や無形の民俗文化財、地域に伝わる伝統行事等の継承者の育成を図るため、

関係団体等への支援を実施します。 

〇伝統行事等の調査や映像記録等の作成を実施します。 

〇地域の伝統行事等を継承するため、自治会等のコミュニティ活動を支援します。 

 

 

 
 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇文化財の防災・防火対策の実施　〇文化財復旧の実施・支援

 
主な対応方策

〇文化財保管・展示施設の防災・防火対策の実施 

〇民間所有の保管施設の防災・防火対策への支援

 
主な対応方策

〇伝統行事等の継承者育成　 

〇地域伝統文化を継承するコミュニティ活動への支援 

〇伝統行事等の調査・映像記録等の作成　〇用具の修理等の支援

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 文化財の防災対策 〇 〇 〇 〇 〇 生涯学習課

 
②

文化財保管施設の防災

対策
〇 〇 〇 〇 生涯学習課

 
③ 無形文化財等の継承 〇 〇 〇 〇 〇 生涯学習課、市民協働課



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る  

シナリオ 7-2：農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による地域経済への影響
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〇農地や農業施設の被災により、農業が衰退する。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇農業を支える担い手の不足により、農業が衰退する。 

⇒　脆弱性評価　① 

〇風評被害等により、農産物等の売り上げが減少する。 

⇒　脆弱性評価　②③ 

 

①被災農林水産業者支援 

〇被災農林水産業者が早期に経営再建できるよう支援する必要があります。 

②風評被害対策（再掲 4-1、7-3） 

〇事故や災害等に起因する農林水産業や観光産業への風評被害に対応する体制を整備す

る必要があります。 

〇事故や災害等が発生すると写真・映像の記録やインタビューなどに対応する人員不足に

陥りやすいため、対応体制を検討する必要があります。 

③農産物の産地イメージ向上（再掲 4-1） 

〇被災時においても香取市産農産物の安全・安心を情報発信する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 7-2
農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による

地域経済への影響

 施策分野 ❻情報通信　❾農林水産

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

農業産出額

市町村別の品目毎の年間生

産量に農家庭先販売価格

を乗じたもの

368.5 億円 

（H30）

325.3 億円 

（R5）
320 億円

 

香取ブランド認定数

香取市農産物販売促進協

議会が認定する「ちば香

取のすぐれもの」の認定

数

19 品 34 品 43 品



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る  

シナリオ 7-2：農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による地域経済への影響
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①被災農林水産業者支援　 

〇被災農林水産業者が早期に経営再建できるよう、関係機関と連携し、利活用できる支援

策や災害資金等について周知し、支援を行います。 

 

②風評被害対策（再掲 4-1、7-3） 

〇過剰反応による風評被害を防ぎ、消費者・観光客等の安全・安心を確保するため、関係

機関等と連携し、正確な情報収集と迅速かつ的確な情報提供を行う体制を整備します。 

〇市のイメージダウンにつながる風評被害を防ぐため、関係部署が連携し、相互に応援す

ることで取材等に対応し、正確な情報を発信できる体制を整備します。 

 

③農産物の産地イメージ向上（再掲 4-1） 

〇平時から、かとり農業協同組合等と連携して販売促進活動を実施し、香取市産農産物の

イメージ向上やブランド化を図り、被災時においては安全・安心の情報を発信できる体

制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇施設・機械の再建・修繕等に対する支援・周知　〇災害資金の周知

 主な対応方策 〇適切な情報発信体制の整備

 主な対応方策 〇農産物販売促進事業の実施　〇被災時における情報発信体制の整備

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 被災農林水産業者支援 〇 〇 〇 〇 農政課

 
② 風評被害対策 〇 〇

秘書広報課、商工観光課、

農政課

 
③

農産物の産地イメージ

向上
〇 〇 〇 農政課



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る  

シナリオ 7-3：商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による地域経済への影響
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〇観光客の減少により、観光消費額が減少する。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇飲食店や宿泊施設など商工・観光事業者の経営が厳しくなる。 

⇒　脆弱性評価　①②③ 

〇観光施設等の被災により、観光客の受入が困難となる。 

⇒　脆弱性評価　③ 

 

①風評被害対策（再掲 4-1、7-2） 

〇事故や災害等に起因する農林水産業や観光産業への風評被害に対応する体制を整備す

る必要があります。 

〇事故や災害等が発生した際に正確な情報発信や取材等に対応する体制を整備する必要

があります。 

②観光地イメージの向上（再掲 4-1） 

〇被災時においても観光需要を早期に回復させる取組が必要です。 

③被災中小企業支援　 

〇被災中小企業が早期に経営再建できるよう支援する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重要業績指標（ＫＰＩ）

 想定されるリスク

 脆弱性評価（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 

リスクシナリオ 7-3
商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による

地域経済への影響

 施策分野 ❻情報通信　❼商工業・地域経済

 

指標名 指標の説明

実績値 現状値 目標値

 2020 

（R2)

2024

（R6）

2027

（R9）
 

年間観光入込客数

香取市を訪れる観光入

込客（観光レクリエーショ

ン施設利用者・行祭事イベ

ント入込客）の総数

6,957 千人 

（R元）
7,212 千人 7,100 千人



 
目標７：文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る  

シナリオ 7-3：商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による地域経済への影響

118 

①風評被害対策（再掲 4-1、7-2） 

〇過剰反応による風評被害を防ぎ、消費者・観光客等の安全・安心を確保するため、関係

機関等と連携し、正確な情報収集と迅速かつ的確な情報提供を行う体制を整備します。 

〇市のイメージダウンにつながる風評被害を防ぐため、関係部署が連携し、相互に応援す

ることで取材等に対応し、正確な情報を発信できる体制を整備します。 

 

 

②観光地イメージの向上（再掲 4-1） 

〇平時から、観光協会や NPO 法人等と連携し、観光地としてのイメージ向上を図り、被災

時においては観光需要を早期に回復させる取組を推進します。 

 

③被災中小企業支援　 

〇被災中小企業が早期に経営再建できるよう、商工関係機関と連携し、利活用可能な支援

策制度融資について周知し、支援を行います。 

 

 

 

 

 

 推進方針（再掲の後の数字はリスクシナリオの番号に対応）

 主な対応方策 〇適切な情報発信体制の整備

 主な対応方策 〇誘客事業の実施　〇被災時における情報発信体制の整備

 主な対応方策 〇被災事業者への支援　〇被災資金の周知 

 推進方針ごとの役割と担当課等

 

推進方針

公助 共助 自助

担当課等
 香取市 連携・協力 自治

会等
市民  体制

整備
計画 実施

推進
啓発

国・県
民間
企業

その
他

 
① 風評被害対策 〇 〇

秘書広報課、商工観光課、

農政課

 
② 観光地イメージの向上 〇 〇 〇 〇 商工観光課

 
③ 被災中小企業支援 〇 〇 〇 〇 〇 商工観光課



 
第５章　施策分野ごとの推進方針 

施策分野：❶行政機能・警察・消防等
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第５章　施策分野ごとの推進方針　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

施策分野：❶行政機能・警察・消防等 

 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-1　自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-3　劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態

の悪化による死者の発生 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-5　想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3-1　被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重

大交通事故の発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動

や救助・支援が遅れる事態 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

6-4　地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

6-5　液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係するリスクシナリオ
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推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

公共施設の適切な

維持管理や耐震化
1-1　3-2

〇公共施設等の耐震化・長寿命化　 

〇公共施設等の統合・廃止の推進 

〇公共施設等のエレベーターの耐震化 

〇学校施設の長寿命化・予防改修の実施 

〇学校施設のバリアフリー化の推進

財政課 

教育総務課 

各施設担当課

 

地域防災力の向上
1-1　1-2　

1-4　2-1 

2-6　6-4

〇防災教育の推進 

〇消防団員の加入促進 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化　 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実に

よる機能強化 

〇防災士の資格取得支援 

〇自治会に対する支援の充実

総務課 

市民協働課 

学校教育課 

消防本部

 

市民の防災意識の

向上
1-1

〇香取市総合防災マップの更新・周知 

〇シェイクアウト訓練など定期的な市民参

加型訓練の実施 

〇日頃の災害への備えなど広報等による定

期的な周知啓発

総務課

 
公共施設内の危険

樹木の管理
1-1 〇危険樹木の伐採

財政課 

教育総務課 

各施設担当課
 常備消防機能の充

実

1-1　1-2　

2-1

〇消防庁舎等の防災対策、代替施設の検討 

〇常備消防施設や資機材等の計画的な整備

総務課 

消防本部

 

避難所・避難場所等

の確保

1-3　1-4 

2-3　

〇避難所等の確保・周知（国、県、民間施設、

広域連携避難所等を含む） 

〇避難所等以外への避難先の検討を周知 

〇避難行動要支援者名簿の適宜更新 

〇個別避難計画の作成推進

総務課 

社会福祉課

 

広域的な連携体制 1-3　2-3

〇災害時応援協定の締結　 

〇広域防災訓練の実施 

〇県・他市町村・民間企業等との連携体制

の整備

総務課 

企画政策課

 洪水・内水ハザード

マップの活用
1-3

〇香取市総合防災マップ・内水ハザードマ

ップの更新・周知

総務課 

下水道課

 
水防活動 1-3

〇水防訓練の実施　 

〇水防団の充実強化の推進
土木課

 
貯水槽の機能維持 1-3 〇貯水槽の防災対策

総務課 

消防本部
 

土砂災害警戒区域

等への対策
1-4

〇千葉県が行う土砂災害警戒区域等の指

定・周知・対策の実施 

〇急傾斜地崩壊防止施設の整備　 

〇香取市総合防災マップ（土砂災害ハザー

ドマップ）の更新・周知 

〇警戒避難体制の整備

総務課 

土木課

 応急手当・救急

救命等の普及啓発
2-1

〇応急手当・心肺蘇生法の普及啓発 

〇救急救命講習会等の開催及び参加促進
総務課 

消防本部
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
福祉避難所の拡充・

連携
2-3

〇福祉避難所（協定含む）の指定、拡充　 

〇福祉避難所の整備　 

〇備品の備蓄

社会福祉課

 

避難所の環境整備 2-3

〇設備の点検と修繕　 

〇定期的な清掃・水質検査等の実施 

〇消耗品・清掃用具の整備 

〇避難所の生活環境改善のための設備の検

討や整備

総務課 

財政課 

教育総務課 

生涯学習課

 

備蓄物資の確

保・供給体制
2-3　2-4

〇備蓄物資の適切な確保と管理　 

〇備蓄倉庫の整備 

〇国・県・民間事業者等との連携 

〇避難所の生活環境改善のための資機材の

検討や整備 

〇日頃の災害への備えなど広報等による定

期的な周知啓発 

〇物資供給の協定締結　 

〇物資受援体制の強化

総務課

 

応急給水体制・

応急復旧体制
2-4　5-3

〇応急給水体制の充実 

〇備蓄用飲料水の調達に係る協定の締結 

〇災害時応援協定の締結 

〇耐震性貯水槽の適正管理と操作訓練の実施 

〇耐震性貯水槽の整備　 

〇給水拠点や給水用資機材の確保

水道課 

総務課

 遠方の自治体との

相互応援体制
2-4 〇遠方の自治体との災害時応援協定の締結

総務課 

企画政策課

 

帰宅困難者対策 2-5

〇自衛隊や関係機関との連携・協力体制の

検討　 

〇公共交通事業者との協力体制の構築　 

〇一時滞在施設の選定検討と確保　 

〇帰宅困難者への情報提供の実施 

〇帰宅困難者用の備蓄物資の確保

商工観光課 

総務課 

イベント等

担当課

 ヘリコプター等に

よる救助・救援対策
2-6 〇ヘリコプターによる救助体制の整備　 総務課

 

下水道 BCP の策定 2-7　5-4

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　 

〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保 

〇災害支援協定の締結

下水道課

 
防犯意識の向上 3-1

〇空き巣等に対する注意喚起の実施　 

〇街路防犯カメラの設置推進
環境安全課

 
信号機の停電対策 3-1

〇県、警察等の関係機関との連携体制の構築 

〇信号機の停止による交通渋滞・交通事故

の防止

環境安全課

 本庁舎の代替機能

の確保
3-2

〇代替施設の整備　 

〇代替施設の通信網の確保
総務課 

財政課
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

公共施設における

非常時の電力確保
3-2　5-2

〇非常用発電設備の整備　 

〇電気自動車等の導入 

〇再生可能エネルギーの活用及び蓄電設備

の整備 

〇備蓄計画の検討

財政課 

教育総務課 

環境安全課 

各施設担当課

 

基幹業務システム等

の対災害性の強化
3-2

〇基幹業務システム、情報システム等の対災

害性の強化、高度化 

〇データ・システムのバックアップ体制の

強化　 

〇非常時電源の確保

総務課

 
行政機関における

感染症対策
3-2

〇行政職員の感染症対策の実施　 

〇感染防止のための設備・備品等の整備 

〇業務継続体制の整備

総務課 

健康づくり課

 職員への情報伝達 3-2 〇職員への情報伝達体制の整備 総務課
 職員等の受援体制 3-2　6-1 〇職員等の受援体制の整備 総務課
 道の駅の防災機能

強化
4-2 〇道の駅・川の駅の防災機能の整備促進

商工観光課 

農政課

 

現場の情報収集 5-1

○独自の防災通信網（移動系防災行政無線

等）の適切な運用・維持管理 

○訓練を通じた機器操作の習熟 

○デジタル技術を活用した新たな手段の導

入検討

総務課

 市ウェブサイトへの

アクセス集中対策
5-1

〇SNS や防災行政用無線などによる情報発　

信

総務課 

秘書広報課

 市ウェブサイトの

バックアップ確保
5-1 〇複数のバックアップサーバーの確保 秘書広報課

 

アナログベースの

情報伝達手段
5-1

〇アナログベースでの情報伝達の実施　 

〇広報車の確保 

〇警察・消防車両を活用した情報伝達の依　

頼

秘書広報課 

市民協働課 

総務課 

財政課 

消防本部
 

飲料水等の備蓄 5-3

〇飲料水等の備蓄 

〇備蓄倉庫の整備　 

〇家庭における飲料水等の備蓄の推進

総務課 

水道課

 
専門的人材の受入 6-1

〇緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、災害

時情報連絡員（リエゾン）等の専門的人

材の受入体制の整備

総務課 

土木課 

都市整備課
 液状化ハザード

マップの検討
6-5

〇液状化エリアの広報・周知　 

〇液状化マップの作成

総務課 

都市整備課
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施策分野：❷住宅・公園・都市機能・地籍調査 
 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

6-3　応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難生活の長期化 

6-5　液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

6-6　土地境界情報の混乱及び消失等により、復興事業に着手できない事態 
 

 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
住宅や民間施設の

耐震化・危険ブロ

ック塀対策

1-1　5-5

〇耐震診断・改修費用助成　 

〇危険ブロック塀等撤去助成 

〇耐震診断実施者に対するフォローアップ 

〇社会福祉施設への耐震化・防災改修等の

支援

都市整備課 

高齢者福祉課

 
空き家対策 1-1　1-2

〇空き家対策の推進　 

〇空き家バンクの活用等
都市整備課

 
無電柱化の推進

1-1　5-2　

5-5
〇無電柱化の推進 土木課

 大規模盛土造成地

への対策
1-1

〇変動予測調査の実施　 

〇宅地の耐震化の推進　
都市整備課

 
住宅用火災警報

器・民間施設の消

防用設備等の普及

1-2

〇住宅用火災警報器の設置促進　 

〇感震ブレーカーの設置促進 

〇法令違反対象物の是正推進 

〇社会福祉施設への消防設備等設置・防災

改修等の支援

総務課 

消防本部

 
密集市街地への対策 1-2

〇建物不燃化の啓発・広報　 

〇道路・公園等の公共空間の確保
都市整備課

 応急仮設住宅等の

整備体制
6-3

〇応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整

備
都市整備課

 
応急仮設住宅用地

の確保
6-3

〇応急仮設住宅用地の早期確保　 

〇台帳の整備 

〇基本インフラの整備

都市整備課

 
住宅の液状化対策 6-5

〇住宅の液状化対策の広報・周知 

〇液状化対策事業助成金の交付
都市整備課

 液状化ハザードマ

ップの検討
6-5

〇液状化エリアの広報・周知　 

〇液状化マップの作成

総務課 

都市整備課

 地籍調査 6-6 〇地籍調査の推進 土木課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：❸上水道・下水道等 
 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

6-5　液状化に伴う住宅被害や社会インフラの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

 
 

推進方針
リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 洪水・内水ハザード

マップの活用
1-3

〇香取市総合防災マップ・内水ハザードマッ

プの更新・周知　

総務課 

下水道課

 
下水道による雨水

対策
1-3

〇下水道施設及び貯留施設等の整備 

〇リアルタイム情報提供設備の整備 

〇大規模雨水処理施設整備事業計画に基づ

く施設の改築

下水道課

 水道施設の耐震化・

老朽化対策

1-3　2-4　

5-3

〇老朽管等の更新　 

〇浄水施設・管路等の耐震化の実施　
水道課

 

応急給水体制・

応急復旧体制
2-4　5-3

〇応急給水体制の充実 

〇備蓄用飲料水の調達に係る協定の締結 

〇災害時応援協定の締結 

〇耐震性貯水槽の適正管理と操作訓練の実施 

〇耐震性貯水槽の整備　 

〇給水拠点や給水用資機材の確保

水道課 

総務課

 マンホールトイレ

の整備
2-7　5-4 〇マンホールトイレの整備 下水道課

 

下水道 BCP の策定 2-7　5-4

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　 

〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保 

〇災害支援協定の締結

下水道課

 

汚水処理施設等の

耐震化・老朽化対策
2-7　5-4

〇総合地震対策計画に基づく公共下水道施

設の耐震化の実施 

〇ストックマネジメント計画に基づく公共

下水道施設の維持管理及び計画的な改

築・更新の実施 

〇機能診断及び最適整備構想に基づく農業

集落排水施設の耐震化・老朽化対策の実施 

〇地域汚水処理施設の耐震化・老朽化対策の

実施

下水道課

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 汚水処理施設に

おける停電対策
5-2　5-4

〇非常用発電設備の整備 

〇非常用エンジンポンプの整備
下水道課

 危機管理マニュア

ルの運用
5-3 〇危機管理マニュアルの更新 水道課

 
水源の安定確保 5-3

〇河川管理者との協議 

〇復旧体制の確立　 

〇建設業協会との連携強化

水道課

 
汚水処理施設等の

水害対策
5-4

〇公共下水道施設の耐水化計画を策定、施設

耐水化の実施 

〇集落排水施設の耐水化の実施 

〇地域汚水処理施設の耐水化の実施

下水道課

 合併処理浄化槽へ

の転換
5-4 〇合併処理浄化槽の整備推進 下水道課

 
上下水道施設の液

状化対策
6-5

〇上下水道施設の耐震化（液状化対策）の実

施 

〇上下水道管渠及びマンホールの耐震化（液

状化対策）の実施

水道課 

下水道課
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施策分野：❹保健医療・福祉 
 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-2　医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート途絶、エネルギー供給の途絶に

よる医療機能の麻痺 

2-3　劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態

の悪化による死者の発生 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動

や救助・支援が遅れる事態 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
住宅や民間施設の

耐震化・危険ブロ

ック塀対策

1-1　5-5

〇耐震診断・改修費用助成　 

〇危険ブロック塀等撤去助成 

〇耐震診断実施者に対するフォローアップ 

〇社会福祉施設への耐震化・防災改修等の支

援

都市整備課 

高齢者福祉課

 
住 宅 用 火 災 警 報

器・民間施設の消防

用設備等の普及

1-2

〇住宅用火災警報器の設置促進 

〇感震ブレーカーの設置促進 

〇法令違反対象物の是正推進 

〇社会福祉施設への消防設備等設置・防災改

修等の支援

総務課 

消防本部 

高齢者福祉課

 

避難所・避難場所

等の確保

1-3　1-4 

2-3

〇避難所等の確保・周知（国、県、民間施設、

広域連携避難所等を含む） 

〇避難所等以外への避難先の検討を周知 

〇避難行動要支援者名簿の適宜更新 

〇個別避難計画の作成推進

総務課 

社会福祉課

 
社会福祉施設の水

害対策
1-3

〇社会福祉施設への水害対策・防災改修等の

支援
高齢者福祉課

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
社会福祉施設の防

災対策
1-4 〇社会福祉施設への防災改修等の支援 高齢者福祉課

 
医療機関における

非常時の電力確保
2-2　5-2

〇石油類燃料の供給体制の整備　 

〇電源車配備に係る協定の締結 

〇蓄電設備の整備 

〇非常用電源設備の適切な維持管理

総務課 

健康づくり課

 

救護体制の連携強化 2-2

〇協定に基づく香取郡市医師会との連携強

化 

〇県災害医療本部との連携強化　 

〇DMAT 等の受入体制整備

健康づくり課

 透析医療等の継続

体制
2-2

〇市内透析医療機関における相互支援体制

の整備を促進
健康づくり課

 

医薬品等の備蓄物資

の確保
2-2

〇医療機関による自衛措置設備の整備・医薬

品等の備蓄の促進 

〇薬局等の民間企業と連携した医薬品等の

備蓄物資の確保 

〇県、医療機関との連携体制を強化

健康づくり課

 医療機関における

BCP の作成・医療継

続訓練の実施

2-2
〇医療機関の BCP の作成促進 

〇医療機関による医療継続訓練実施の促進
健康づくり課

 
福祉避難所の拡充・

連携
2-3

〇福祉避難所（協定含む）の指定、拡充　 

〇福祉避難所の整備　 

〇備品の備蓄

社会福祉課

 
予防接種、消毒・

害虫駆除等の実施
2-7

〇平時における予防接種の実施 

〇消毒・害虫駆除等の速やかな実施体制の

構築

健康づくり課

環境安全課

 

汚水処理施設等の

耐震化・老朽化対策
2-7　5-4

〇総合地震対策計画に基づく公共下水道施

設の耐震化の実施 

〇ストックマネジメント計画に基づく公共

下水道施設の維持管理及び計画的な改

築・更新の実施 

〇機能診断及び最適整備構想に基づく農業

集落排水施設の耐震化・老朽化対策の実施 

〇地域汚水処理施設の耐震化・老朽化対策

の実施

下水道課

 マンホールトイレ

の整備
2-7　5-4 〇マンホールトイレの整備 下水道課

 

下水道 BCP の策定 2-7　5-4

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　 

〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保 

〇災害支援協定の締結

下水道課

 
避難所の衛生管理 2-7

〇避難所における衛生管理体制の確保 

〇感染症予防に必要な備蓄物資の確保・管理

総務課 

健康づくり課 

環境安全課
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

新型コロナウイルス

等の感染症対策
2-7

〇感染拡大防止のための感染症予防対策の

普及啓発 

〇避難所における新型コロナウイルス対策

の実施 

〇避難所における衛生管理体制の確保 

〇感染症予防に必要な備蓄物資の確保

総務課 

健康づくり課

 社会福祉施設の換

気設備整備の普及
2-7 〇社会福祉施設への換気設備整備の支援 高齢者福祉課

 
行政機関における

感染症対策
3-2

〇行政職員の感染症対策の実施　 

〇感染防止のための設備・備品等の整備 

〇業務継続体制の整備

総務課 

健康づくり課

 

要配慮者に対する

情報伝達
5-1

〇要配慮者への情報伝達体制の構築 

〇自治会、住民自治協議会等への支援 

〇家族等への情報伝達方法の周知 

〇防災に関する情報の多言語化

総務課 

市民協働課 

商工観光課 

社会福祉課 

高齢者福祉課
 

家庭や民間施設

における非常時

の電力確保

5-2

〇住宅用省エネルギー設備設置補助 

〇家庭用蓄電池・充電池等の普及拡大の推進 

〇社会福祉施設等における自家用発電設

備・防災改修等の整備促進

環境安全課 

高齢者福祉課

 社会福祉施設の給

水設備設置の普及
5-3

〇社会福祉施設への給水設備整備・防災改修

等の支援
高齢者福祉課



 
第５章　施策分野ごとの推進方針 

施策分野：❺エネルギー

129 

施策分野：❺エネルギー 
 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

2-2　医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶

による医療機能の麻痺 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
無電柱化の推進

1-1　5-2　

5-5
〇無電柱化の推進 土木課

 
医療機関における

非常時の電力確保
2-2　5-2

〇石油類燃料の供給体制の整備　 

〇電源車配備に係る協定の締結 

〇蓄電設備の整備 

〇非常用電源設備の適切な維持管理

総務課 

健康づくり課

 
樹木の事前伐採

2-4　4-2　

5-2　5-5

〇日常的な危険個所の確認　 

〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

総務課 

土木課 

農政課
 

公共施設における

非常時の電力確保
3-2　5-2

〇非常用発電設備の整備　 

〇電気自動車等の導入 

〇再生可能エネルギーの活用及び蓄電設備

の整備 

〇備蓄計画の検討

財政課 

教育総務課 

環境安全課 

各施設担当課

 汚水処理施設に

おける停電対策
5-2　5-4

〇非常用発電設備の整備 

〇非常用エンジンポンプの整備
下水道課

 
家庭や民間施設

における非常時

の電力確保

5-2

〇住宅用省エネルギー設備設置補助 

〇家庭用蓄電池・充電池等の普及拡大の推進 

〇社会福祉施設等における自家用発電設

備・防災改修等の整備促進

環境安全課 

高齢者福祉課

 電力・石油等の

供給体制
5-2

〇ライフライン事業者等との連携強化（総合

防災訓練等） 総務課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：❻情報通信 
 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

3-1　被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重

大交通事故の発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

4-1　有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大な影響 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

7-2　農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による地域経済への影響 

7-3　商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による地域経済への影響 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

情報伝達体制
1-3　1-4　

2-6　5-1

〇情報伝達体制の確立　 

〇情報伝達手段の多様化　 

〇避難所における通信環境の整備 

〇通信施設等の防災対策　 

〇情報通信技術（ICT）活用の検討

総務課 

秘書広報課

 交通・防犯に関する

情報伝達
3-1

〇災害時の情報伝達手段の確保 

〇交通・防犯情報を提供できるアプリの構築 環境安全課

 

基幹業務システム等

の対災害性の強化
3-2

〇基幹業務システム、情報システム等の対災

害性の強化、高度化 

〇データ・システムのバックアップ体制の

強化　 

〇非常時電源の確保

総務課

 職員への情報伝達 3-2 〇職員への情報伝達体制の整備 総務課
 

風評被害対策
4-1　7-2　

7-3
〇適切な情報発信体制の整備

秘書広報課 

商工観光課 

農政課
 

現場の情報収集 5-1

○独自の防災通信網（移動系防災行政無線

等）の適切な運用・維持管理 

○訓練を通じた機器操作の習熟 

○デジタル技術を活用した新たな手段の導

入検討

総務課

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

要配慮者に対する

情報伝達
5-1

〇要配慮者への情報伝達体制の構築 

〇自治会、住民自治協議会等への支援 

〇家族等への情報伝達方法の周知 

〇防災に関する情報の多言語化

総務課 

市民協働課 

商工観光課 

社会福祉課 

高齢者福祉課
 

SNS 等による誤情

報対策
5-1

〇市ウェブサイトでの情報提供　 

〇SNS での情報の拡散 

〇市公式 SNS から市ウェブサイトへの誘導

総務課 

秘書広報課

 市ウェブサイトへの

アクセス集中対策
5-1

〇SNS や防災行政用無線などによる情報発

信

総務課 

秘書広報課

 市ウェブサイトの

バックアップ確保
5-1 〇複数のバックアップサーバーの確保 秘書広報課

 

アナログベースの

情報伝達手段
5-1

〇アナログベースでの情報伝達の実施　 

〇広報車の確保 

〇警察・消防車両を活用した情報伝達の依頼

秘書広報課 

市民協働課 

総務課 

財政課 

消防本部
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施策分野：❼商工業・地域経済 
 

2-5　想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

4-1　有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大な影響 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

7-3　商工・観光事業者の被災、売り上げの減少による地域経済への影響 

 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

観光客への対応 2-5

〇災害時の観光客への対応方法の検討 

〇防災情報の提供手段の多様化 

〇観光パンフレット等への防災情報の掲載 

〇防災に関する情報の多言語化

商工観光課 

イベント等担

当課

 観光地イメージの

向上
4-1　7-3

〇誘客事業の実施　 

〇被災時における情報発信体制の整備
商工観光課

 
建設産業の担い手

確保
6-1 〇建設産業の担い手確保

土木課 

水道課 

下水道課
 

被災中小企業支援 7-3
〇被災事業者への支援　 

〇被災資金の周知
商工観光課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：❽交通安全・公共交通 
 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-5　想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6　長期にわたる孤立地域等の発生 

3-1　被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重

大交通事故の発生 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

 
 

推進方針
リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
道路冠水対策 1-3

〇道路冠水対策工事の実施　 

〇国・県への要望・協議の実施 

〇道路冠水箇所の周知強化

土木課

 
道路網の整備

2-4　2-6　

4-2　5-5

〇道路網整備の推進　 

〇道路管理者への整備促進の要望
土木課

 道路施設の老朽化

対策

2-4　2-6　

4-2　5-5

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進
土木課

 
樹木の事前伐採

2-4　4-2　

5-2　5-5

〇日常的な危険個所の確認　 

〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

総務課 

土木課 

農政課
 公共交通事業者と

の協力体制
2-5　5-5

〇公共交通事業者との協力体制の構築　 

〇代替輸送手段の確保
企画政策課

 
信号機の停電対策 3-1

〇県、警察等の関係機関との連携体制の構築 

〇信号機の停止による交通渋滞・交通事故の

防止

環境安全課

 
道路・交通安全施設

の復旧体制
5-5

〇道路等の復旧体制の確立　 

〇建設業協会との連携強化 

〇優先復旧道路の検討 

〇交通安全施設の早期復旧　

土木課 

環境安全課

 
建設業協会等との

連携
6-1 〇災害協定に基づく連携の強化、情報共有

土木課 

水道課 

下水道課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：❾農林水産 
 

4-1　有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大な影響 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

4-3　農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下 

7-2　農産物生産基盤の被災、農産物販売の減少による地域経済への影響 

 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 農産物の産地イメ

ージ向上
4-1　7-2

〇農産物販売促進事業の実施　 

〇被災時における情報発信体制の整備
農政課

 
農業生産基盤の整備 4-2　4-3 〇農業生産基盤の整備 農政課

 
農業水利施設等の

維持管理
4-2

〇農地・農業水利施設等の適切な保全管理の

推進 

〇特定農業用管水路の更新への支援

農政課

 
農業の担い手確保 4-2　4-3

〇地域計画のブラッシュアップ 

〇農業の担い手への農地集積 

〇法人化・企業参入の促進

農政課 

農業委員会

 農地の多面的機能

の維持
4-3

〇多面的機能活動組織の支援　 

〇耕作放棄地等解消対策の実施

農政課 

農業委員会

 
森林環境の保全 4-3

〇森林の保全・整備の推進　 

〇治山対策の実施
農政課

 
林業の担い手確保 4-3 〇林業の担い手確保・育成 農政課

 
有害鳥獣類対策 4-3

〇有害鳥獣の駆除・捕獲・追い払いの実施　 

〇有害鳥獣対策の普及・啓発の実施

農政課 

環境安全課
 

被災農林水産業者支

援
7-2

〇施設・機械の再建・修繕等に対する支援・

周知 

〇災害資金の周知

農政課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：❿道路・河川・治山等 
 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

4-3　農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

 
 

推進方針
リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
無電柱化の推進

1-1　5-2　

5-5
〇無電柱化の推進 土木課

 
密集市街地への対策 1-2

〇建物不燃化の啓発・広報　 

〇道路・公園等の公共空間の確保
都市整備課

 
河川改修 1-3

〇河川改修等の実施　 

〇国・県への要望・協議の実施
土木課

 
河川管理施設の

維持管理
1-3

〇河川管理施設の計画的な施設維持管理の

実施 

〇国・県・土地改良区等への要望・協議の実

施

土木課

 
道路冠水対策 1-3

〇道路冠水対策工事の実施　 

〇国・県への要望・協議の実施 

〇道路冠水箇所の周知強化

土木課

 

土砂災害警戒区域

等への対策
1-4

〇千葉県が行う土砂災害警戒区域等の指

定・周知・対策の実施 

〇急傾斜地崩壊防止施設の整備　 

〇香取市総合防災マップ（土砂災害ハザー

ドマップ）の更新・周知 

〇警戒避難体制の整備

総務課 

土木課

 
道路網の整備

2-4　2-6　

4-2　5-5

〇道路網整備の推進　 

〇道路管理者への整備促進の要望
土木課

 道路施設の老朽化

対策

2-4　2-6　

4-2　5-5

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進
土木課

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
樹木の事前伐採

2-4　4-2　

5-2　5-5

〇日常的な危険個所の確認　 

〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

総務課 

土木課 

農政課
 

森林環境の保全 4-3
〇森林の保全・整備の推進　 

〇治山対策の実施
農政課

 林業の担い手確保 4-3 〇林業の担い手確保・育成 農政課
 

水源の安定確保 5-3

〇河川管理者との協議 

〇復旧体制の確立　 

〇建設業協会との連携強化

水道課

 
道路・交通安全施設

の復旧体制
5-5

〇道路等の復旧体制の確立　 

〇建設業協会との連携強化 

〇優先復旧道路の検討 

〇交通安全施設の早期復旧　

土木課 

環境安全課

 
建設業協会等との

連携
6-1 〇災害協定に基づく連携の強化、情報共有

土木課 

水道課 

下水道課
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施策分野：⓫環境衛生 
 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

4-1　有害物質等の大規模拡散・流出及び風評被害等による経済等への甚大な影響 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

6-2　大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興の大幅な遅延 

 
 

推進方針
リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

汚水処理施設等の

耐震化・老朽化対策
2-7　5-4

〇総合地震対策計画に基づく公共下水道施

設の耐震化の実施 

〇ストックマネジメント計画に基づく公共

下水道施設の維持管理及び計画的な改

築・更新の実施 

〇機能診断及び最適整備構想に基づく農業

集落排水施設の耐震化・老朽化対策の実施 

〇地域汚水処理施設の耐震化・老朽化対策

の実施

下水道課

 マンホールトイレ

の整備
2-7　5-4 〇マンホールトイレの整備 下水道課

 

下水道 BCP の策定 2-7　5-4

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　 

〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保 

〇災害支援協定の締結

下水道課

 
避難所の衛生管理 2-7

〇避難所における衛生管理体制の確保 

〇感染症予防に必要な備蓄物資の確保・管

理

総務課 

健康づくり課 

環境安全課
 

有害物質等への対応 4-1
〇有害・危険物質対応資機材の整備　 

〇放射線測定体制の整備
環境安全課

 災害廃棄物処理体制

の構築
6-2

〇災害種別ごとに対応した災害廃棄物処理

体制の構築
環境安全課

 廃棄物処理施設の

長寿命化
6-2 〇廃棄物処理施設の長寿命化対策の推進

環境安全課 

香取広域

 災害廃棄物の仮置き

ストックヤードの

確保

6-2
〇災害廃棄物を仮置きするストックヤード

の複数確保と整備
環境安全課

 自治体間や民間事

業者との連携強化
6-2 〇災害廃棄物処理の受援体制の整備

環境安全課 

香取広域

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：⓬教育・文化 
 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-1　自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-3　劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態

の悪化による死者の発生 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

6-4　地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

7-1　後世に残すべき貴重な文化遺産の被災 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

公共施設の適切な

維持管理や耐震化
1-1　3-2

〇公共施設等の耐震化・長寿命化　 

〇公共施設等の統合・廃止の推進 

〇公共施設等のエレベーターの耐震化 

〇学校施設の長寿命化・予防改修の実施 

〇学校施設のバリアフリー化の推進

財政課 

教育総務課 

各施設担当課

 

地域防災力の向上
1-1　1-2　

1-4　2-1　

2-6　6-4

〇防災教育の推進　　 

〇消防団員の加入促進 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化　 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実に

よる機能強化 

〇防災士の資格取得支援 

〇自治会に対する支援の充実

総務課 

市民協働課 

学校教育課 

消防本部

 

避難所の環境整備 2-3

〇設備の点検と修繕　 

〇定期的な清掃・水質検査等の実施 

〇消耗品・清掃用具の整備 

〇避難所の生活環境改善のための設備の検

討や整備

総務課 

財政課 

教育総務課 

生涯学習課

 

公共施設における

非常時の電力確保
3-2　5-2

〇非常用発電設備の整備　 

〇電気自動車等の導入 

〇再生可能エネルギーの活用及び蓄電設備

の整備 

〇備蓄計画の検討

財政課 

教育総務課 

環境安全課 

各施設担当課

 
文化財の防災対策 7-1

〇文化財の防災･防火対策の実施　 

〇文化財復旧の実施・支援
生涯学習課

 
文化財保管施設の

防災対策
7-1

〇文化財保管・展示施設の防災・防火対策

の実施 

〇民間所有の保管施設の防災・防火対策へ

の支援

生涯学習課

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

無形文化財等の継承 7-1

〇伝統行事等の継承者育成 

〇地域伝統文化を継承するコミュニティ活

動への支援 

〇伝統行事等の調査・映像記録等の作成 

〇用具の修理等の支援

生涯学習課 

市民協働課
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施策分野：⓭市民参加 

 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-2　地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の発生 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-1　自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-3　劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態

の悪化による死者の発生 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

3-1　被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重

大交通事故の発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

6-4　地域コミュニティの崩壊による復旧・復興の大幅な遅延 

7-1　後世に残すべき貴重な文化遺産の被災 

 
 

推進方針
リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

地域防災力の向上
1-1　1-2　

1-4　2-1　

2-6　6-4

〇防災教育の推進　　 

〇消防団員の加入促進 

〇自主防災組織の設立と活動の活性化　 

〇消防団の活動車両や機材等の整備充実に

よる機能強化 

〇防災士の資格取得支援 

〇自治会に対する支援の充実

総務課 

市民協働課 

学校教育課 

消防本部

 

市民の防災意識の

向上
1-1

〇香取市総合防災マップの更新・周知 

〇シェイクアウト訓練など定期的な市民参

加型訓練の実施 

〇日頃の災害への備えなど広報等による定

期的な周知啓発

総務課

 応急手当・救急救

命等の普及啓発
2-1

〇応急手当・心肺蘇生法の普及啓発 

〇救急救命講習会等の開催及び参加促進

総務課 

消防本部

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

備蓄物資の確

保・供給体制
2-3　2-4

〇備蓄物資の適切な確保と管理　 

〇備蓄倉庫の整備 

〇国・県・民間事業者等との連携 

〇避難所の生活環境改善のための資機材の

検討や整備 

〇日頃の災害への備えなど広報等による定

期的な周知啓発 

〇物資供給の協定締結　 

〇物資受援体制の強化

総務課

 
防犯意識の向上 3-1

〇空き巣等に対する注意喚起の実施　 

〇街路防犯カメラの設置推進
環境安全課

 

要配慮者に対する

情報伝達
5-1

〇要配慮者への情報伝達体制の構築 

〇自治会、住民自治協議会等への支援 

〇家族等への情報伝達方法の周知 

〇防災に関する情報の多言語化

総務課 

市民協働課 

商工観光課 

社会福祉課 

高齢者福祉課
 

家庭や民間施設に

おける非常時の電

力確保

5-2

〇住宅用省エネルギー設備設置補助 

〇家庭用蓄電池・充電池等の普及拡大の推進 

〇社会福祉施設等における自家用発電設

備・防災改修等の整備促進

環境安全課 

高齢者福祉課

 
飲料水等の備蓄の

確保
5-3

〇飲料水等の備蓄　 

〇備蓄倉庫の整備　 

〇家庭における飲料水等の備蓄の推進

総務課 

水道課

 
ボランティアの受入 6-1　6-4

〇ボランティア受入体制の整備 

〇ボランティアセンター設置に対する支援

総務課 

市民協働課 

社会福祉課
 

地区集会施設の整備 6-4 〇地区集会施設の整備等の支援 市民協働課

 
文化財の防災対策 7-1

〇文化財の防災･防火対策の実施　 

〇文化財復旧の実施・支援
生涯学習課

 

無形文化財等の継承 7-1

〇伝統行事等の継承者育成 

〇地域伝統文化を継承するコミュニティ活

動への支援 

〇伝統行事等の調査・映像記録等の作成　 

〇用具の修理等の支援

生涯学習課 

市民協働課
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施策分野：⓮リスクコミュニケーション 
 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

2-2　医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶

による医療機能の麻痺 

2-3　劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態

の悪化による死者の発生 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-5　想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

5-2　電気・石油、ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給停止 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

6-2　大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興の大幅な遅延 

6-3　応急仮設住宅等の住居確保対策の遅延による避難生活の長期化 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
河川改修 1-3

〇河川改修等の実施　 

〇国・県への要望・協議の実施
土木課

 
河川管理施設の

維持管理
1-3

〇河川管理施設の計画的な施設維持管理の

実施 

〇国・県・土地改良区等への要望・協議の実

施

土木課

 
道路冠水対策 1-3

〇道路冠水対策工事の実施　 

〇国・県への要望・協議の実施 

〇道路冠水箇所の周知強化

土木課

 

広域的な連携体制 1-3　2-3

〇災害時応援協定の締結　 

〇広域防災訓練の実施 

〇県・他市町村・民間企業等との連携体制

の整備

総務課 

企画政策課

 洪水・内水ハザード

マップの活用
1-3

〇香取市総合防災マップ・内水ハザードマ

ップの更新・周知

総務課 

下水道課

 
水防活動 1-3

〇水防訓練の実施　 

〇水防団の充実強化の推進
土木課

 関係するリスクシナリオ
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

救護体制の連携強化 2-2

〇協定に基づく香取郡市医師会との連携強

化 

〇県災害医療本部との連携強化　 

〇DMAT 等の受入体制整備

健康づくり課

 

医薬品等の備蓄物資

の確保
2-2

〇医療機関による自衛措置設備の整備・医薬

品等の備蓄の促進 

〇薬局等の民間企業と連携した医薬品等の

備蓄物資の確保 

〇県、医療機関との連携体制を強化

健康づくり課

 

応急給水体制・

応急復旧体制
2-4　5-3

〇応急給水体制の充実 

〇備蓄用飲料水の調達に係る協定の締結 

〇災害時応援協定の締結 

〇耐震性貯水槽の適正管理と操作訓練の実施 

〇耐震性貯水槽の整備　 

〇給水拠点や給水用資機材の確保

水道課 

総務課

 
樹木の事前伐採

2-4　4-2　

5-2　5-5

〇日常的な危険個所の確認　 

〇樹木の事前伐採の要請 

〇一般送配電事業者との連携

総務課 

土木課 

農政課
 遠方の自治体との

相互応援体制
2-4 〇遠方の自治体との災害時応援協定の締結

総務課 

企画政策課

 

帰宅困難者対策 2-5

〇自衛隊や関係機関との連携・協力体制の

検討　 

〇公共交通事業者との協力体制の構築　 

〇一時滞在施設の選定検討と確保　 

〇帰宅困難者への情報提供の実施 

〇帰宅困難者用の備蓄物資の確保

商工観光課 

総務課 

イベント等

担当課

 公共交通事業者と

の協力体制
2-5　5-5

〇公共交通事業者との協力体制の構築　 

〇代替輸送手段の確保
企画政策課

 ヘリコプター等に

よる救助・救援対策
2-6 〇ヘリコプターによる救助体制の整備 総務課

 

下水道 BCP の策定 2-7　5-4

〇下水道 BCP 策定及び定期的な見直し　 

〇災害対応訓練等の実施 

〇災害用資機材・備蓄物資等の確保 

〇災害支援協定の締結

下水道課

 職員等の受援体制 3-2　6-1 〇職員等の受援体制の整備 総務課
 電力・石油等の供

給体制
5-2

〇ライフライン事業者等との連携強化（総

合防災訓練等）
総務課

 
水源の安定確保 5-3

〇河川管理者との協議 

〇復旧体制の確立　 

〇建設業協会との連携強化

水道課

 
道路・交通安全施設

の復旧体制
5-5

〇道路等の復旧体制の確立　 

〇建設業協会との連携強化 

〇優先復旧道路の検討 

〇交通安全施設の早期復旧　

土木課 

環境安全課
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推進方針
リスク

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
専門的人材の受入 6-1

〇緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、災害

時情報連絡員（リエゾン）等の専門的人

材の受入体制の整備

総務課 

土木課 

都市整備課
 

建設業協会等との

連携
6-1 〇災害協定に基づく連携の強化、情報共有

土木課 

水道課 

下水道課
 自治体間や民間事

業者との連携強化
6-2 〇災害廃棄物処理の受援体制の整備

環境安全課 

香取広域

 応急仮設住宅等の

整備体制
6-3

〇応急仮設住宅の提供に係る協力体制の整

備
都市整備課
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施策分野：⓯老朽化対策 
 

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の発生 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-6　多数かつ長期にわたる孤立地域等の発生 

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3-2　行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

5-3　上水道施設の長期間にわたる供給停止 

5-4　汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

 
 

推進方針
リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

公共施設の適切な

維持管理や耐震化
1-1　3-2

〇公共施設等の耐震化・長寿命化　 

〇公共施設等の統合・廃止の推進 

〇公共施設等のエレベーターの耐震化 

〇学校施設の長寿命化・予防改修の実施 

〇学校施設のバリアフリー化の推進

財政課 

教育総務課 

各施設担当課

 
河川管理施設の維

持管理
1-3

〇河川管理施設の計画的な施設維持管理の

実施 

〇国・県・土地改良区等への要望・協議の実

施

土木課

 水道施設の耐震化・

老朽化対策

1-3　2-4　

5-3

〇老朽管等の更新　 

〇浄水施設・管路等の耐震化の実施　
水道課

 道路施設の老朽化

対策

2-4　2-6　

4-2　5-5

〇道路施設の計画的な維持管理の実施　 

〇道路施設の長寿命化計画の充実・推進
土木課

 

汚水処理施設等の

耐震化・老朽化対策
2-7　5-4

〇総合地震対策計画に基づく公共下水道施

設の耐震化の実施 

〇ストックマネジメント計画に基づく公共

下水道施設の維持管理及び計画的な改

築・更新の実施 

〇機能診断及び最適整備構想に基づく農業

集落排水施設の耐震化・老朽化対策の実施 

〇地域汚水処理施設の耐震化・老朽化対策

の実施

下水道課

 
農業水利施設等の

維持管理
4-2

〇農地・農業水利施設等の適切な保全管理の

推進 

〇特定農業用管水路の更新への支援

農政課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：⓰少子高齢化対策 
 

4-2　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 

4-3　農地・森林や生態系等の被害に伴う土地の荒廃・多面的機能の低下 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

6-1　災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランティア、NPO、企業、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

7-1　後世に残すべき貴重な文化遺産の被災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 
農業の担い手確保 4-2　4-3

〇地域計画のブラッシュアップ 

〇農業の担い手への農地集積 

〇法人化・企業参入の促進

農政課 

農業委員会

 

要配慮者に対する

情報伝達
5-1

〇要配慮者への情報伝達体制の構築 

〇自治会、住民自治協議会等への支援 

〇家族等への情報伝達方法の周知 

〇防災に関する情報の多言語化

総務課 

市民協働課 

商工観光課 

社会福祉課 

高齢者福祉課
 

建設産業の担い手

確保
6-1 〇建設産業の担い手確保

土木課 

水道課 

下水道課
 

無形文化財等の継承 7-1

〇伝統行事等の継承者育成 

〇地域伝統文化を継承するコミュニティ活

動への支援 

〇伝統行事等の調査・映像記録等の作成　 

〇用具の修理等の支援

生涯学習課 

市民協働課

 関係するリスクシナリオ
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施策分野：⓱デジタル活用 

 

1-3　突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生（防災

施設等の損壊・機能不全等により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化する

ものを含む） 

1-4　大規模な土砂災害等による死傷者の発生 

2-6　長期にわたる孤立地域等の発生 

3-1　被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重

大交通事故の発生 

5-1　テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

 

 

 

 

 
推進方針

リスク 

シナリオ
主な対応方策 担当課

 

情報伝達体制
1-3　1-4 

2-6　5-1

〇情報伝達体制の確立 

〇情報伝達手段の多様化　 

〇避難所における通信環境の整備 

〇通信施設等の防災対策 

〇情報通信技術（ICT）活用の検討

総務課 

秘書広報課

 交通・防犯に関する

情報伝達
3-1

〇災害時の情報伝達手段の確保 

〇交通・防犯情報を提供できるアプリの構築
環境安全課

 

現場の情報収集 5-1

○独自の防災通信網（移動系防災行政無線

等）の適切な運用・維持管理 

○訓練を通じた機器操作の習熟 

○デジタル技術を活用した新たな手段の導

入検討

総務課

 
SNS 等による誤情報

対策
5-1

〇市ウェブサイトでの情報提供　 

〇SNS での情報の拡散 

〇市公式 SNS から市ウェブサイトへの誘導

総務課 

秘書広報課

 関係するリスクシナリオ
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第６章　計画の推進と進捗管理　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

１　計画を進める際の留意点 

　　本計画を進めるに当たっての留意点として、以下の視点を踏まえ、推進します。 

 

（１）ハード整備とソフト対策の適切な組み合わせ 

自然災害による被害を最小限に抑えるために、施設の整備や耐震化などのハード整備だ

けでなく、市民や地域としての防災力強化や防災教育、避難訓練などのソフトによる対策

を効果的に組み合わせ推進するものとします。 

 

（２）代替性・バックアップ体制等の確保 

いかなる災害が発生しても社会・経済が機能不全に陥らず、迅速な復旧・復興を可能と

するために、バックアップ施設やバックアップシステム等の整備により、代替性・バック

アップ体制の確保を念頭に進めるものとします。 

 

（３）国、県、地域住民、民間事業者等との連携 

国土強靱化に係る施策を効果的に実施するためには、香取市単独での対策では限界があ

り、効果が限定的となることから、国や県、地域住民、民間事業者等との情報共有や連携

を図り進めるものとします。 

 

２　リスクシナリオの重点化 
リスクシナリオへの対策を実施するためには、多くの財源とマンパワーが必要となるこ

とから、限られた資源の中で効率的・効果的に国土強靭化に取り組むために、リスクシナ

リオの優先順位付けを行い、優先順位の高いものについて重点化しながら進める必要があ

ります。 

本計画で設定した 30 のリスクシナリオについて、市民の生命の保護を最優先としつつ、

香取市が直面する大規模自然災害の影響の大きさや緊急度、４つの基本目標に対する効果

の大きさ、市民からの意見等を考慮して優先順位付けを行い、重点化するリスクシナリオ

に設定します。 
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【重点化して取り組むリスクシナリオ】 

 

 
事前に備えるべき目標 リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

 

1

あらゆる自然災害

に対し、直接死を最

大限防ぐ

1-1
大規模地震に伴う、住宅・建物等の倒壊による死傷者の

発生

 

1-2
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による死傷者の

発生

 

1-3

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸

水による死傷者の発生（防災施設等の損壊・機能不全等

により洪水等に対する防災能力が長期にわたり脆弱化す

るものを含む）
 

1-4 大規模な土砂災害等による死傷者の発生

 

2

救助・救急、医療

活動が迅速に行わ

れるとともに、被

災者等の健康、避

難生活環境を確実

に確保することに

より、関連死を最

大限防ぐ

2-1
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の

絶対的不足

 

2-2
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの

途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

 

2-3
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の

被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生

 

2-4
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物

資・エネルギー供給の停止

 

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生

 

3

必要不可欠な行

政 機 能 を 確保す

る

3-2 行政機関の職員・施設等の大幅な機能低下

 

4
経済活動を機能不

全に陥らせない
4-2

食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影

響

 

5

情報通信サービ

ス、電力等ライフ

ライン、燃料供給

関連施設、交通ネ

5-1

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害によ

り、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する情

報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、

避難行動や救助・支援が遅れる事態
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３　推進方針に基づく対策等の実行 

　30 のリスクシナリオに掲げる事態を回避するためには、本計画に掲げる施策の推進方

針に基づき、庁内各課が連携して、様々な施策を展開していくとともに、不断の見直しを

行いながら、必要な事業等を実行することが重要です。 

　このため、推進方針に基づき実施する主な対応方策を着実に進めるものとし、特に、別

紙に示す国庫補助事業等を活用する事業については、重点的に取り組むものとします。 

また、主な対応方策等は、施策の進捗状況や社会経済状況の変化、必要性、事業性など

を考慮し、適宜、追加や修正を行うことで、本計画の実効性・有効性を高めます。 

 

４　進捗状況の把握 

本計画策定後は、香取市における国土強靱化の取組を着実に推進するとともに、進捗状

況を把握するため、設定した重要業績指標（KPI）の目標値を用いて進捗管理を行います。 

 ットワーク等の被

害を最小限に留め

るとともに、早期

に復旧させる

5-2
電気・石油・ガス等のエネルギーの長期間にわたる供給

停止

 

5-3 上水道施設の長期間にわたる供給停止

 

5-4 汚水処理施設の長期間にわたる機能停止

 

5-5
交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大

な影響

 

6

地域社会・経済が

迅速かつ従前より

強靭な姿で復興で

きる条件を整備す

る

6-1

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ボランテ

ィア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）

の不足等により復興できなくなる事態
 

6-2
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興

の大幅な遅延
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参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

〇用語解説 
 用語 解説
 あ行 一時滞在施設 災害時に待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入

れる施設
 液状化（現象） 地震の際に、地下水位の高い砂地盤が振動により液体状に

なる現象
 か行 帰宅困難者 勤務先や外出先等において地震などの自然災害に遭遇し、

自宅への帰還が困難になった人々
 感震ブレーカー 地震の大きな揺れを感知すると自動的にブレーカーを落と

して電気を遮断し、停電が復旧した時等に発生する電気火

災を防止するための装置
 キャッシュサイト サーバーへの負荷軽減などを目的に提供されるコピーサイ

ト。閲覧者は、キャッシュサイトにアクセスすることで、

元サイトと同じ情報を閲覧することができる。
 業務継続計画（BCP） 

(Business　Continuity　
Plan)

災害発生時に、利用できる資源（ヒト、モノ、情報及びラ

イフライン等）に制約がある状況下において、優先業務の

特定や業務継続に必要な資源の確保、指揮命令系統の明確

化等を行うことで、大規模災害時にあっても適切な業務執

行を可能とするための計画
 緊急災害対策派遣隊 

（TEC-FORCE） 
(Technical　Emergency　
Control　FORCE）

大規模な災害が発生または発生する恐れが生じた場合に、被

災状況の調査や応急対策に関する技術的な助言等を行うた

めに、国土交通省から被災自治体に派遣される職員

 緊急輸送道路 大規模な災害が起きた場合に避難、救助、物資の供給、諸

施設の復旧などを広域的に実施するために指定する道路
 広域災害救急医療情報シス

テム（EMIS）  
(Emergency　Medical　
Information　System)

厚生労働省が運営しているシステム。医療機関の稼働状況

など災害医療に関わる情報を共有し、被災地域での迅速か

つ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供するも

の
 さ行 災害時情報連絡員 

（リエゾン）

被害の大きい自治体の情報収集を行い、円滑な復旧支援を

行うために、国土交通省が派遣する職員
 災害派遣医療チーム

(DMAT) 
(Disaster　Medical　
Assistance　Team)

医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及

び事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生し

た事故などの現場に、急性期（おおむね 48 時間以内）か

ら活動できる機動性を持った医療チーム
 災害ボランティアセンター 災害ボランティアの活動を円滑に進めるために被災地に設

置される拠点
 シェイクアウト訓練 同時刻一斉に参加者全員が机の下に隠れるなど身の安全を

守る行動を実践する訓練
 自立・分散型エネルギー 地域において、燃料電池、再生可能エネルギー等を最大限

活用し、災害時等に大規模電源等からの供給が途絶えた場

合でも、自立的に一定のエネルギー供給を確保できるエネ

ルギーシステム
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用語 解説
 情報通信技術（ICT） 

（Information　and　
Communication　
Technology）

通信技術を使って人とインターネット、人と人が繋がる技

術のこと

 水防 主に火災の発生を警戒したり、消火したりすることを「消

防」というように、水害の発生を警戒したり、土のうなど

で水があふれるのを防ぐこと
 ストックマネジメント 施設全体を点検・調査等により客観的に把握、評価し長期

的な施設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築

を一体的に捉えて、計画的かつ効率的に管理すること
 た行 大規模盛土造成地 盛土造成地のうち以下のいずれかの要件を満たすもの 

①盛土面積が 3,000 ㎡以上（谷埋め型） 
②盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が 20度以上

で、かつ、盛土の高さが５ｍ以上（腹付け型）
 多面的機能活動組織 農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮するための地

域の共同活動を行う組織
 地籍調査 国土調査法に基づき、市町村が主体となって、一筆ごとの

土地の所有者、地番、地目の調査と境界及び地籍の測量を

行い、地図及び簿冊を作成するもの
 土砂災害警戒区域 土砂災害が発生した場合に、生命または身体に危害が生じ

るおそれがある区域（県が指定）
 な行 内水 堤防で守られた内側の土地にある雨水や流水のこと
 は行 ハザードマップ 自然災害による被害が予測される区域や災害の程度等を分

かりやすく地図上に示したもの
 人・農地プラン 農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、集

落・地域が抱える人と農地の問題を解決するため、今後の

中心となる経営体（個人、法人、集落営農）や近い将来の

農地の出し手の状況などをまとめたもの
 避難行動要支援者 災害時等に自ら避難することが困難な者で、円滑かつ迅速

な避難のために特に支援を要する者
 避難支援プランの個別計画 災害時等に要支援者の避難誘導等を迅速かつ適切に実施す

るために、あらかじめ、要支援者一人ひとりについて、誰

が支援して、どこの避難所等に避難させるかを決めておく

もの
 避難所(指定避難所) 自宅が被災するなどした被災者を、一定期間滞在させるた

めの施設（市が指定）
 避難場所(指定緊急避難場

所)
災害から命を守るために一時的、緊急的に避難する場所

（市が指定）
 福祉避難所 一般の指定避難所での避難生活が困難な要配慮者を受け入

れ、適切な支援をしながら保護するための施設（市が指

定）
 物資調達・輸送調整等支援

システム

内閣府が運営するシステム。国と地方公共団体の間で、物

資の調達・輸送等に必要な情報を共有し、調整を効率化

し、迅速かつ円滑な被災者への物資支援を実現するもの
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用語 解説
 ま行 マンホールトイレ 災害時に仮設トイレを組み立て、下水道用マンホール内に

汚物を直接流すことができる施設。避難所等に設置するこ

とにより、災害時の仮設トイレとして使用することができ

る。
 密集市街地 木造住宅が密集し、地震時に火災が延焼したり避難が難し

くなったりする危険性が高い市街地
 無電柱化 道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などをまとめ

て収容する電線共同溝などの整備による電線類地中化や、

表通りからみえないように配線する裏配線などにより道路

から電柱をなくすこと
 や行 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児等の災害時に特に配慮を要する者
 ら行 ローリングストック法 普段から少し多めに物資等を備蓄しておき、消費したらそ

の分を補充し、常に一定量の物資等を備蓄する方法
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